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招集期日 平成２０年３月３日（月曜日）

招集場所 入間市庁舎（Ｂ棟）５階第２委員会室

開 会 ３月３日（月曜日）午前 ９時３０分

閉 会 ３月３日（月曜日）午後 ７時１３分

出席委員 委 員 長 平 山 五 郎 副委員長 金 澤 秀 信

委 員 石 田 芳 夫 委 員 宮 岡 治 郎

委 員 野 口 哲 次 委 員 金 子 俊 雄

委 員 友 山 信 夫 委 員 齋 藤 武 久

欠席委員 な し

早退委員 委 員 齋 藤 武 久 午後０時３０分退室

説明のため出席した職員 環境経済部長 建設部長

区画整理部長 水道部長

関係職員

委員会に出席した事務局職員 髙 山 勇
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△ 開会及び開議の宣告（午前 ９時３０分）

委員長 ただいまの出席委員は８名であります。定足数に達しておりま

すので、これより都市経済常任委員会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

△ 議事

委員長 これより議事に入ります。

当委員会に付託されました案件は、一般議案５件及び当初予算

７件の計12件であります。

審査の日程につきましては、既にご配付のとおり本日と明日４

日の２日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めます。

よって、審査の日程は、本日と明日４日の２日間とすることに

決定いたしました。

次に、議案第38号の一般会計予算の審査につきましては、環境

経済部所管のもの、建設部所管のもの、区画整理部所管のものの

順で審査を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めます。

ここで、執行部の方に申し上げます。予算審査に当たり、平成

20年度予算の説明に際しましては、経常経費を省略し、特に説明

を必要とするものだけにとどめ、簡潔明瞭にお願いします。また、
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歳入歳出それぞれ説明し、科目名とページ数をはっきりと発言し

てから行ってください。

それでは、関係者以外の方の退席を求めます。

〔関係者以外退席〕

委員長 暫時休憩いたします。

午前 ９時３１分 休憩

午前 ９時３２分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第２０号 市道路線の廃止について

議案第２１号 市道路線の認定について

委員長 次に、議案第20号 市道路線の廃止について、議案第21号 市

道路線の認定についてを一括して議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

提案理由の説明

道路管理課長 おはようございます。議案第20号、21号につきましては関

連がございますので、一括して提案の理由を申し上げます。

先にお礼と報告をさせていただきます。おかげさまで武蔵藤沢

駅の自由通路は、２月９日土曜日から通行可能となりました。大

変ご協力ありがとうございました。なお、西口の交通広場、歩行
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者デッキ等の駅周辺関連施設の整備がまだ時間かかりますので、

全体が完成した後に完成記念式典を行う予定でありますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上でございます。

続きまして、まず議案第20号でございますけれども、議案第20号

で廃止しようとする市道Ｆ418号線は国道463号の南側に位置し、

市道Ｆ417号線より起点を東藤沢３丁目510の１、終点を同じく

49の３とする供用している行きどまり道路であります。

次に、議案第21号で認定しようとする市道Ｆ418号線は、起点

を東藤沢３丁目510の１、終点は同じく47の２とする道路で、議

案第20号で廃止した路線を延長して自転車・歩行者専用道路に接

道させるため再認定するものであります。

細部につきましては、案内図及び資料をご参照願いたいと思い

ます。

以上で提案の理由の説明を終わります。

以上です。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第20号 市道路線の廃止について、議案第21号
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市道路線の認定についてを一括して採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

△ 議案上程

議案第２２号 市道路線の認定について

委員長 次に、議案第22号 市道路線の認定についてを議題といたしま

す。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

提案理由の説明

道路管理課長 議案第22号 市道路線の認定について、提案の理由を申し

上げます。

認定しようとする市道は、旧ＮＴＴ社宅跡地内にあり、Ｆ660号

線は起点を大字上藤沢字六道524の54、終点を同じく524の71とす

る道路で、ほかの15路線の起点、終点については議案の裏面の別

紙のとおりであります。

これらの路線は、事業主であるエヌ・ティ・ティ都市開発株式

会社が都市計画法に基づき築造した道路を市道として認定しよう

とするものであります。

細部につきましては、案内図及び資料をご参照願いたいと存じ
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ます。

以上で提案の理由の説明を終わります。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

宮岡治郎委員 このたびの道路は、６メートルまたは５メートルですね、

幅員が。つまり４メートルというのですか、4.2メートルという

のですか、その幅員を満たせば接道義務を果たすわけですけれど

も、この５メートルというのはある程度高級住宅のようなもので

はないかと察しますけれども、こういう傾向というのはあるので

すか、最近は。最低基準よりも少し上回るような接道も一番細部

にわたってすべての道路がそうなっているような戸建ての宅地開

発というのは。

道路管理課長 建築指導課長がおりますので、答弁をよろしくお願いしま

す。

建築指導課長 開発に伴う道路の幅員の関係なのですけれども、開発面積

に応じて道路幅員というのは基本的に決まっているのですけれど

も、こちらのエヌ・ティ・ティの開発に関しては面積に応じまし

て６メートルを主な道路として、その小区間でつなげる道路を面

積に応じて４メートルから５メートルというふうにつくっていく

ような基準があるのですけれども、この程度のグレードをアップ

してきたまちになりますと、仏子ニュータウンとかもそうなので

すけれども、やっぱり４メートル道路ですと、最低限の基準だと

幅員的に若干狭いということで、一定限の開発者のほうでよいま
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ちづくりをするということで基準よりも太いというか、幅員の広

い道路をつくったものと考えられるのですけれども。

宮岡治郎委員 といいますと、では義務として５メートルが義務づけられ

ているというわけではなくて、４メートルでも一応義務は果たす

けれども、やはり全体的に要するに高級な戸建て住宅であるとい

うことで５メートルに判断して開発会社のほうがつくったと、そ

れでいいのですか。

建築指導課長 そのとおりでよろしいと思います。基本的には3,000平方

メートル未満ですと４メートル以上の幅員なのですけれども、で

すからここはそれよりももうちょっとグレードが上がっていると

いう解釈です。

石田委員 道路の延長のことでお聞きしたいのですけれども、今回認定す

る中に真ん中にＳ字形で入っていますね、Ｆの666。それに対し

てＦの667というのは交差していますよね。交差していますよね、

それぞれ。２カ所で交差して、さらに下のほうのＦ669になると、

これも２カ所で交差しているのですけれども、こういった場合に

道路の延長というのはどちらが優先して、あるいはそれダブって

延長が出てくるのですか。

道路管理課長 では、矢島主幹のほうから説明をさせてもらいます。

道路管理課主幹 重複認定という形で、ダブルで延長的には入っています。

それで、その重複している延長については、今度告示のほうで何

メートル重複していますよという形でやらさせていただいており

ます。延長的には全部通した延長で今回等全部やらさせていただ
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いております。

石田委員 そしたら、今回のこの議案として出てくる場合も重複した部分

をやっぱり明記すべきではないのでしょうか。

建設部長 告示様式としては、そういうふうに定められていないので、実

際に告示する、この議案として様式がそういうふうに定められて

いなかったので、今回表示しなかったのですけれども、おっしゃ

るとおりその部分についてははっきりしたほうがよろしいかと思

う、備考欄か何かに表示するというふうな方法がいいと思うので

す。これからそんなふうにしたいと思います。

金澤委員 確認させていただきたいのですが、これほどの大きな新興住宅

街という開発になりますと、道路についても先ほど委員が述べら

れたように、いろいろ交差点等がふえてくるのですけれども、そ

の際に道路の交差点などのいろんな路面標示がありますよね。一

時停止なり、白線なり。このような場合は、どこまでその業者に

対して指示、指導ができるものなのでしょうか。今私現在どこま

で現状がされているかどうかちょっと確認していないのも恐縮な

のですけれども、その点について教えてください。

道路管理課長 これ開発の関係で事前協議を行いまして、開発規模が大き

いものですから、そのときに開発の事前協議の中でできる限りの

条件とか、また協力をお願いして、交通事情に対しては横断歩道

を設けるとか、また公安委員会の問題等ありますけれども、停止

線とか、センターラインとか。新しくして帰属を受けるというこ

とで進めておりますので、よろしくまたお願いしたいと思います。
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委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第22号 市道路線の認定についてを採決いたしま

す。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

△ 議案上程

議案第２３号 市道路線の認定について

委員長 次に、議案第23号 市道路線の認定についてを議題といたしま

す。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

提案理由の説明

道路管理課長 議案第23号 市道路線の認定について、提案の理由を申し

上げます。

認定しようとする市道Ｆ676号線は、起点を大字上藤沢字山下
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557の23、終点は同じく554の41とする道路であります。起点をＦ

104号線、終点はＦ105号線に接しています。

この路線は、事業主である株式会社住協が都市計画法に基づき

築造した道路を市道として認定しようとするものであります。

細部につきましては、案内図及び資料をご参照願いたいと存じ

ます。

以上で提案の理由の説明を終わります。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

宮岡治郎委員 図面の554の44というのは、これはごみ置き場ですか。

道路管理課長 はい、ごみ置き場で、3.93平方メートルになっております。

宮岡治郎委員 それは、開発業者が入間市に土地を寄附しているのですか。

道路管理課長 市に道路と一緒に帰属されます。

宮岡治郎委員 幅員が4.2メートルなのですけれども、私もちょっと不勉

強なのですが、4.0メートルの場合と4.2メートルの場合とあるよ

うなのですけれども、今回の場合4.2メートルにした何か理由が

あるのですか。

道路管理課長 では、矢島主幹のほうから。

道路管理課主幹 今回のはＬ型側溝といいまして、高さが10センチぐらい

のＬ型になるのですけれども、その厚さが10センチございます。

それで、うちうちで有効幅員が４メートル、これは最低幅員とい

う形になりますので、それにプラス側溝の厚みの分を10センチず

つ、それでプラスで４メートル20ということで、そとそと、用地
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幅とイコールになるのですけれども、こちらのところを4.2メー

トルということで認定させていただきました。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第23号 市道路線の認定についてを採決いたしま

す。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

△ 議案上程

議案第２４号 市道路線の認定について

委員長 次に、議案第24号 市道路線の認定についてを議題といたしま

す。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

提案理由の説明

道路管理課長 議案第24号 市道路線の認定について、提案の理由を申し
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上げます。

認定しようとする市道Ｆ677号線は、起点を東藤沢３丁目47の

２、終点は同じく52の３とする自転車・歩行者専用道路でありま

す。起点をＦ418号線、終点はＦ346号線に接しております。

この路線は、武蔵藤沢駅自由通路等の設置に基づき築造した自

転車・歩行者専用道路を市道として認定しようとするものであり

ます。

細部につきましては、案内図及び資料をご参照願いたいと存じ

ます。

以上で提案の理由の説明を終わります。よろしくご審議いただ

きますようお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

宮岡治郎委員 提案理由の中で自動車、歩行者専用に築造した道路となっ

ておりますけれども、また幅員の話になるのですが、幅員が４メ

ートル確保されています、この道路は。ですから、将来車両も通

り抜けられるような市道としての条件を備えた道路と、そういう

ふうに判断していいのですか。

道路管理課長 道路管理課の主幹から説明させます。

道路管理課主幹 この道路につきましては、当然将来通り抜けできるよう

に路盤組成を車道用に対応しております。

石田委員 自転車・歩行者専用道路ということになっていると、一般の人

も非常にわかりにくいのかなという感じがしますが、そういった
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意味で自転車・歩行者の専用道路であるということをどういうふ

うに明示しているのか。特に私前行ったときはちょっと工事中だ

ったものだから、どうなっているかわからないのですけれども、

今回の道路の起点のところありますね。東口のおりたところ。こ

れがそれの反対側のＦ418から来ると真っすぐ入ってしまう可能

性があるので、それ車どめはどんなふうにしているのか、その点

をお聞きしたいのです。

道路管理課長 東口の前なのですけれども、そこに入る手前に、418号線

から入るわけですけれども、車どめが３本立っています。それと、

さっきおっしゃられました表示の看板なのですが、左側に、418か

ら向かいまして、東口に向かいまして左方に立て看板といいます

か、看板が立っています。それと、終点のほうの踏切のその際に

も車どめと看板が、表示看板が立っております。

金澤委員 今の先ほどの答弁で、宮岡治郎委員の答弁で、車両の通行云々

の話があったのですけれども、踏切目の前に出てくる道路で車を

通す予定なんていうのはあり得るのですか。

建設部長 418号線がまだ非常に狭いということで、現状ではちょっと不

可能でございます。ただ、将来的にはそこの改良も視野に入れて

整備しておかないと、後々車歩道の整備で路盤等整備していきま

すとお金のほうももう一回やり直しになりますので、事前にその

辺はできる体制ということで車道の路盤も含めた格好で整備をし

ているというのが現状です。したがいまして、将来的にするかど

うかは今後の問題として、もしやった場合にはその車歩道をもう
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一回改良しなくてはならないという部分を含んで今回整備をさせ

ていただいたということでございます。

金澤委員 私がお話ししているのは、ここがしっかりとしたものをつくる

のがおかしいとか、いいとか、悪いとかではなくて、踏切の間際

に出てくる、かなり交通量もあるので、そこを将来的にも含めて

418の整備する、しないにかかわらず、ここ車を通していいとい

うこと自体の計画、検討すること自体が本当にするのですかとい

うことを聞いているのです。

建設部長 今東口の商店のところがいわゆる借地権つきでなっています。

あの部分が事前にも一部今整備をする前に１回区画整理というよ

うなお話もありました。それも含めて道路づきがどういうふうに

なるかわかりませんけれども、今の段階では費用面だけ考えて、

確かに踏切際ということ、危険ということも考えられますけれど

も、そこを拡幅するのだとか、またそういったケースも考えられ

ますので、今おっしゃられるとおり、いい場所とは思いませんけ

れども、整備のほうではそんなふうな状況で整備をさせていただ

きました。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。
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これより議案第24号 市道路線の認定についてを採決いたしま

す。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

暫時休憩いたします。

午前 ９時５３分 休憩

午前 ９時５４分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第３８号 平成２０年度入間市一般会計予算のうち所管のもの

委員長 これより当初予算７件について審査を行います。

まず、議案第38号 平成20年度入間市一般会計予算のうち所管

のものを議題といたします。

初めに、環境経済部所管のものから審査に入ります。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

まず、環境課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明
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環境課長 おはようございます。環境課所管の主な事業につきまして、ご

説明申し上げます。

初めに、予算説明書の22から23ページをお開きください。主な

歳入につきましては、款15国庫支出金、項２国庫補助金、目３衛

生費国庫補助金、節２清掃費補助金の循環型社会形成推進交付金

213万7,000円。

次に、26、27ページ、款16県支出金、項２県補助金、目３衛生

費県補助金、節２清掃費補助金の浄化槽整備普及啓発事業費奨励

交付金237万7,000円につきましては、ともに22基分の合併浄化槽

設置の補助金を見込みました。

次に、歳出につきましてご説明を申し上げます。説明書の82か

ら83ページをお開きください。款４衛生費、項１保健衛生費、目

１保健衛生総務費、大事業、瑞穂斎場組合負担金１億2,719万

2,000円につきましては、４市１町で構成いたします瑞穂斎場組

合の管理運営費の負担金で、前年度対比849万円、率にいたしま

して7.15パーセントの増額でございます。なお、構成市町のうち

入間市の負担割合といたしましては38.48パーセントでございま

す。

次に、目２環境衛生費、大事業、納骨堂管理運営費530万2,000円

は、墓地を求めるまでの間、一時預かりとして納骨の場を提供す

るための納骨堂の管理運営に要する経費でございます。

次に、予算説明書の84から85ページをお開きください。目３環

境保全費、大事業、環境保全推進事業、中事業、ＩＳＯ14001推
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進事業89万7,000円は、平成15年12月に認証取得したところでご

ざいますが、平成19年度中に埼玉県西部地域まちづくり協議会、

いわゆるダイア４市でございますが、その中の環境部会におきま

して４市合同の自己宣言について４回協議した結果、所沢市、飯

能市、狭山市、入間市の４市で自己宣言することになりました。

平成20年４月１日から４市合同の自己宣言に取り組んでまいりま

す。また、当市の環境マネジメントシステムは今後もさらなる充

実が求められますので、全職員を対象とした研修会、内部監査員

の養成研修を引き続き実施するとともに、みずからの責任におい

てシステムの運用管理を行うためＩＳＯ審査員の資格取得に向け

た経費を見込ませていただきました。

目４公害対策費、大事業、公害関係調査分析関係費965万7,000円

は、例年実施しております公害に関する調査でございます。引き

続き環境を監視するため主要河川の水質調査、自動車排ガス調査、

ダイオキシン類等の調査等に伴う委託料となります。

次に、予算説明書の88から89ページをお開きください。項２清

掃費、目１清掃総務費、大事業、入間西部衛生組合負担金２億

9,525万円は、入間市、日高市の２市で構成する一部事務組合の

し尿処理を行うための負担金でございます。平成20年度には事務

所の移転、一部運転管理の委託化などによりまして前年度対比

1,552万5,000円、率にいたしまして5.55パーセントの増額でござ

います。

以上をもちまして環境課所管の概要説明を終わります。よろし
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くご審議賜りますようお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 公害関係の調査分析関係費で、自動車排ガス等の環境調査して

もらうのですけれども、例年どおりの場所みたいな説明だったの

ですけれども、この４月10日にはアウトレットというのがオープ

ンしますね。当然そちらのほうもかなり重点的にやるようかなと

いう感じがするのですけれども、今度のアウトレット周辺ではど

こか調査の対象となっているところはあるのでしょうか。

環境課長 ただいまのご質疑につきましては、基本的には例年どおりの測

定箇所ということで、アウトレットのほうにつきましては今のと

ころは見込んでございません。ただ、その実態のほうが環境を著

しく損なう場合には別途発注を予算の範囲内で繰り上げるとかい

う形を見まして、調査をしてみたいというふうに思っております。

石田委員 少なくとも平日もそうですけれども、土日になると１万台を超

える車が来るわけですね。少なくとも国道16号の交差点のところ

とか、入口の付近だとか、この辺は当然渋滞をする可能性が十分

あるし、そういった意味でもかなりの排気ガスがふえるのではな

いかなという予測はできていないのでしょうか。

環境課長 とりあえず大変恐縮なのですが、前回イオンのときに前と後と

それぞれ調査させていただいたのですが、実質的に大きな効果が

見られなかったものですから、今回特に予算的には見込んではご

ざいません。ただ、実際に今のご指摘のように著しく排ガス等が
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出るような形が見受けられた場合には、別途予算のやりくりで調

査をしてみたいというふうに思ってございます。

石田委員 排ガスが余分に出るような状況になっているかどうかというの

は何で判断するのですか。例えばとりあえずはアウトレット側の

ほうの費用でも何でもいいから一応要請して１回か２回は、２年

ぐらいは調査させたほうがいいのではないかなと思うのですけれ

ども。

環境課長 大変失礼いたしました。基本的には他所のところでも同じよう

な状況のところを調査させていただいたのですが、やっていると

ころ、やっていないところが正直ございました。今石田委員さん

が言われたような形で庁内でも今検討しているところでございま

すので、調査のほうは予算的には何とか範囲内でできるかもしれ

ませんので、調査をしてみることにいたします。

石田委員 それと、瑞穂斎場の関係でちょっとお聞きしたいのですけれど

も、今回１億1,870万円から今年度は１億2,719万円というのがト

ータルでふえていますね。このふえた要因というのは、武蔵村山

市が入ってきて逆に減額になってくるのかなと思っていたのです

けれども、ふえるというのはどういう理由ですか。

環境課長 こちらのほうにつきましては、説明も聞いてきたわけなのです

が、前年度と比較いたしまして、歳入では繰越金が減ってきたと。

それからあとは、増因といたしましては火葬炉がもう設置後５年

等経過している関係で消耗品とか、あるいは修繕が年次計画的に

発生していると。それからあと、３カ所式場があるわけなのです
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が、そちらのほうの式場のエアコンが特にちょっとききが悪いと

いうことで、それで洗浄にかかりたいというふうな関係です。あ

とそれから、ここで保管室、炉室等のそちらのほうに遺体が運ば

れてくる形があるものですから、そういうところのエアコンの設

置というふうな形で費用の増を少し見込ませてもらいたいという

ふうなことで説明を受けてございます。

石田委員 それともう一点は、西部衛生の組合の負担金の関係で、先ほど

の説明で事務所の移転という話が説明あったのですけれども、そ

れによって1,552万円昨年と比べてふえるような内容なのですか。

環境課長 ちょっと言葉足らずで申しわけなかったのですが、事務所の移

転そのものにつきましては大きな費用はかかってはございませ

ん。基本的には先ほどの瑞穂斎場と同様に、前年度と比較しまし

て歳入、繰越金が約1,000万円ほど減っていると。それから、歳

出につきましては組織見直し、事務所の移転に伴う人件費で約

7,800万円ほど、それからあと今後組織を見直すことによって運

転管理を委託化に徐々に切りかえていくというふうな形の運転管

理委託料の約1,600万円ほど、そういったもので前年度より若干

増になるというふうなことでございます。

石田委員 もう一点お聞きしたいのは、20年度に金子地区に大規模な形で

の産廃業者の進出という話が出てきますね。20年度それに対して

どんな対応なさっているのかなと心配しているのですけれども。

聞いていない。つかんでいなければ、つかんでいないでいいです

けれども。
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環境課長 大変恐縮なのですが、特にその情報は私のほうでは得てござい

ません。

野口委員 説明書83ページ、款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生

総務費の衛生自治会補助金について、これは平成16年ぐらいまで

は1,000万円を超えていて、今755万円ですか、この積算の根拠、

削減の経過を踏まえ削減したもの、対象を含めて積算の根拠を教

えていただきたいと思います。

環境課長 20年度につきましては、運営費補助金といたしまして176万円、

それから本部役員の委員の補助といたしまして16万円、それから

各地区の衛生自治会の補助といたしまして563万円、こういう形

で積算してございます。

野口委員 運営というのはちょっと差しおいて、各地区の補助金という、

563万円、これはどういった根拠で、どういった形で認められて

いるものか、額が多いだけにちょっと教えていただきたい。

環境課長 基本的には今衛生自治会のほうでは市内各駅にポイ捨てゼロの

キャンペーンを張っていただくとか、あるいは市内の一斉空き缶

あるいは空き瓶、昨日も衛生自治会のそれぞれ活動の中で、各地

区の衛生自治会で活動していただいたわけなのですが、これを年

２回。あとそれから災害時の消毒とか、害虫駆除のほうの関係と

か、そういった部分でございまして、こういった部分を１世帯当

たり単価難しいものですから、今のところ世帯割、あと均等割と、

その内訳がございまして、均等割は今１団体３万円ほど、それか

らあとは世帯割につきましては１戸当たり110円ということで、



- 136 -

それぞれ地区の衛生自治会ごとに110円が報酬的な意味合いの部

分で補助するには妥当かなということで……特に110円というあ

れはないのですが、おおむね110円で相当するだろうということ

でさせていただいてございます。

野口委員 では、この各地区の補助金というのは、いわゆるスルーという

か、衛生自治会補助金という名目でいくけれども、直接各地区の

組織に振り込まれるというか、渡されるというスルーという形で、

認識でよろしいのですか。その金額どおりいくという。

環境課長 基本的には各地区のそれぞれの団体、世帯構成によりまして、

片やそういったお金が、補助金が補助されるという形になります。

野口委員 やっぱりこれからの市民と行政との協働という面において、協

働ガイドラインの中でも一番というか、話題になっているのはお

金の問題なのです。報償費、委託費、いろんな名目だけれども、

どういう根拠でお金はどういうふうにしていくのかという点はや

っぱりいろいろ詰めなければいけない問題として話題になってい

ます。衛生自治会においても各地域の活動に充てられるお金であ

れば各地域に直接出す。例えば市民清掃デーの場合は、たしか各

地域に直接お金がいくような予算が組まれていると思うのですけ

れども、そういう形で各地域に直接どういう名目であれ、別個立

てでそういう項目を立ててこれは委託もしくは報償金ですよと、

各地域の。衛生自治会という組織については、この運営費が176万

円ですか、役員報酬。このぐらいにして、ではこの運営費がどの

ぐらい使われているかということは額が少なければ少ないほどわ
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かりやすいし、それぞれ分けてやるという方向のほうがわかりや

すいと思うのですけれども、いかがですか。

環境課長 今のご指摘の委員さんのお考えのことも一理あろうかと思いま

すが、基本的に各衛生自治会のほうにやるお金としましては、そ

れぞれ先ほどお話し申し上げましたように、市内一斉には空き缶

とか空き瓶拾いであるとか、あるいはそれぞれ災害時の消毒だと

か、あるいは害虫駆除の実施とか、それぞれみんな一様ではござ

いませんので、それぞれの各地区の衛生にかかわることでそれぞ

れ本体としまして衛生自治会が束ねているところがありますの

で、そこを通していろいろ情報を本部のほうと地区のところ情報

交換しながらやらせてもらうというのが１つのこれまでの運営で

ございましたので、今後も引き続きそのような形でやっていきた

いというふうに思っております。ご理解いただければと思います。

野口委員 今までの経過は経過として、これからやはりお金の関係をはっ

きりさせるために563万円という大金がどう使われているか予算

でもわかるように、これは地域の衛生を保つための報償金ですよ

という形で項目を立てて各地区の衛生自治会に直接振り込むと。

いわゆる本部というのはおかしいですけれども、この衛生自治会

については束ねるための運営費だけでいいのではないですか。

環境課長 基本的には衛生自治会を通じまして各地域の衛生自治会のほう

にお金が流れていくわけなのですが、基本的に活動そのものにつ

きましては衛生自治会、地区の衛生自治会も同じだそうですが、

基本的には同じ活動をするという形の部分でいきたいというふう
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に思っておりますので……

〔何事か言う人あり〕

環境経済部長 ちょっとよろしいですか。今のご質疑の内容なのですけれ

ども、地区におきましては各地区の衛生自治会のほうに補助金を

直接振り込んでおります。そのほかに本部は、本部といいますか、

衛生自治会として、連合会とは言っていませんけれども、衛生自

治会の本部経費については環境課が窓口になっているわけですけ

れども、それはそれとして別の口座を持っておりますので、その

本部部分については本部用の口座のほうに振り込んでおるという

ことに今はしておるわけですけれども、ですから各地区の自治会

活動の中での活動費は直接各地域の口座のほうに補助金は振り込

んでいると。

野口委員 お金の不正があるとか、そういう問題ではないのです。会計、

情報公開がだれでもわかるようにするためにこの563万円が衛生

自治会補助金、運営費と一緒になっているから、分けて項目を立

てるべきで、そういうことを言っているのです。これからの問題。

環境課長 積算の上では分けてはいるのですが、とりあえず20年度につき

ましては委員さんには恐縮なのですが、ご理解いただきたいと思

います。今後これをもう少し分けるようなことをできるかどうか

中でも相談して今後検討してまいりたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

金子俊雄委員 非常に今新聞とかテレビで危惧されていることなのです

が、83ページの関係で、狂犬病というのですか、その予防対策費
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として二百何万円、200万円少々とっていられるのですが、今ペ

ットブームといいますか、各家庭、ほとんどの家庭が犬を飼って

いまして、これに予防接種をしていないというのがかなり多いの

だそうです、テレビ、新聞等でいきますと。入間市の場合は、去

年と、これを見ますと、100万円近く増額をしてここへ計上して

いるということなのですが、その辺をどういうふうに加味してし

たのか、ちょっとその辺をお聞きしたいのですが。

環境課長 前年よりも今回予算を増額させていただいたのは、基本的にち

ょっと職員のほうの関係もありますので、ある程度職員の補助職

員としましてパート職員を来年度から措置して、犬の関係ではな

くて、先ほどの衛生自治会の関係も含めていろいろ対処させてい

ただこうかなと思いまして、狂犬病のほうでパートのほうをもう

少し充実するのに、特に事務的に鑑札であるとか、予防接種の先

ほどの委員さんのお尋ねの関係ございますので、そういった部分

でパート職員をこちらのほうで見込ませていただいたというもの

でございます。

金子俊雄委員 そうしますと、今までと何ら変わりがないということの、

ただ職員がパート職員になってちょっと増額になるということの

ようなお話なのですが、そうではなく、今すごく予防接種をしな

い犬を飼っている方が多いのだそうです。そういうものに対して

これ増額したということは、周知をして増額するのかなと感じて

いるのですが、それはなかったとしていいのですか。

環境課長 なかったというわけではなくて、大変言葉足らずで申しわけな
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かったのですが、県のほうでも狂犬病の予防接種につきましては

県内全体でもどんどん、どんどん減っているというふうな状況で

ございます。先日も説明会ございまして、県のほうでいただいた

資料の中では、今県内40市中入間市につきましては接種率はまだ

６位のところに位置しているというふうなところでもございま

す。来年度につきましても狂犬病の予防接種につきましては本年

度と同様に、接種会場を減らさずにできるだけ実施してもらえる

ようには啓発活動に努めていきたいと。聞くところによりますと、

隣の狭山市さんあたりは会場数を減らすとかいったこともあるみ

たいなのですが、今後もできるだけ啓発活動に努めて、来年度は

できるかどうかちょっとわからないのですが、今担当と相談中な

のですが、狂犬病の怖さについて講習会をどこか公民館等で、委

員さんには恐縮なのですが、予算は伴わなくても保健所の職員を

頼んで、あるいは動物指導センターの職員を呼んで講師として、

あと会場のほうは無料になりますので、そういった形でできる、

予算伴わなくてもできる形がございますので、そういった方向で

１度狂犬病の怖さについて講習会を持ちたいなというふうには思

ってございます。

以上です。

金子俊雄委員 それは、わかりました。ぜひそういうふうなことをやって

いただきたいのですが、今入間市内に例えばペットを含めてそう

いう犬のといいますか、野犬は何匹いるかわかりませんけれども、

何匹ぐらいというか、そういう把握はしているのですか。
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委員長 なるべく簡潔にひとつお願いします。

環境課長 18年度末の登録総数としましては7,500頭把握してございます。

委員さんには恐縮なのですが、実際に屋敷犬であるとか、そうい

った部分、登録に来られない方は実数把握ができてございません

ので、正確な数は、申しわけございませんが、これ把握してござ

います。

金子俊雄委員 非常にくどいようですが、この7,500というのは外で飼っ

ている犬のことで7,500で把握しているということですか。

環境課長 この登録総数7,500には外、中、特に区別はございませんので、

色はございませんので、関係ございません。

金子俊雄委員 そうしますと、おかしな話ですけれども、今入間市の５万

五、六千の戸数ですか、入間市登録戸数が。その中でそうします

と１軒１頭としましても7,500件しか登録していないということ

ですよね。そうしますと、今の状況で見ますと、各家庭を選挙で

も回りますけれども、いろいろでほえられて危ない思いを何回も

しているのですが、そういうことでこの7,500件なんていう数で

はないと思うのです。もうかなり軒並み、この中の皆さんにもペ

ットとして飼われている方がいると思うのです。そういう方から

いきますと、こんな数ではないと思うのです。その辺の把握を今

後十分気をつけてやっていかないと、これは狂犬病が入りました

ら一番怖いのだそうです。本当にかまれたらすぐ亡くなるという、

あるのだそうです。だから、海外へ行って、余談の話になってし

まって申しわけないですけれども、海外へ行ってかまれた人は必
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ず亡くなってしまうのだそうですから。ですから、その辺を余り

甘く見ないで、7,500多いというような感じはちっともしません

ので、ぜひ大いに把握してそれに努めていただきたい、そんな感

じが。二百何万円の予算ではできないと言えば、もっと増額して

やってもらってもいい。

結構です。

宮岡治郎委員 説明書88から89ページです。款４衛生費、項２清掃費、目

１清掃総務費の入間西部衛生組合負担金なのですけれども。先ほ

ど石田委員の質疑もあって答弁も行ったのですけれども、肝心の

といいますか、し尿処理の量というのは増減がどう見込んでいる

のですか。

環境課長 年々入間市並びに日高市のし尿あるいは浄化槽のほうの汚泥に

つきましては微減になってございます。

宮岡治郎委員 くどいのですけれども、入間市と日高でそれぞれ持ち込み

の量というのは把握できますか。

環境課長 18年度末で申しわけございませんが、入間市で生し尿と浄化槽

汚泥と両方なのですが、全体としまして入間市が59.6パーセント、

日高市が40.4パーセントという割合になります。

宮岡治郎委員 傾向をまた伺いたいのですけれども、入間市は確実に減っ

て日高は横ばいとか、そういうふうなことはないですか。

環境課長 ここ平成14年度以降18年度まで見ますと、今ご指摘のように入

間市につきましては微減の傾向、それから日高市につきましては

微増の状況でございます。
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友山委員 83ページの瑞穂斎場の件なのですけれども、ちょっと何かここ

のところ込んでいるということで１週間も待たされるという苦情

というか、そういう話をちょっと聞いているのですけれども、現

況と、これは武蔵村山市が加入しての込みぐあいといいますか、

そういった対応何か考えているのか、その辺ちょっとお聞きした

いのですが。

環境課長 確かにここのところ昨年の年末年始、またこの時期少し寒さが

厳しい折の部分では大変込み合っているという話は聞き及んでご

ざいます。ただ、それが今度組合員となられました武蔵村山市さ

んの影響かというと、必ずしもそうとは言い切れない部分がある

みたいでございます。実際に瑞穂斎場組合の斎場がきれいになっ

たことによりまして、式場を使う利用者の方が随分ふえたと。た

だ、炉のほうですか、そちらのほうは８基だったかな、あるわけ

で、そちらのほうの込みぐあいは特にはないそうなのですが、式

場の利用との関係でどうしても込みが出てくるというふうなこと

でございました。

今後につきましては、斎場組合の職員が申すには恒常的に今は

なっているのではなくて、その時期、その時期でむらが出ている

のだと。これを今正直分析をまだできかねるのだというふうなこ

とでございましたので、そういうところでご理解いただければと

いうふうに思います。

友山委員 これは、要望というか、なのですけれども、今大中小とあるの

ですけれども、特に中のところですけれども、式場が足りないと
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いうこともあろうかと思うのですけれども、今言ったように葬祭

の市民の今度は瑞穂斎場でするということなのか、流れの中で多

少込むときもあるのですけれども、行ってみますと騒音、式場の

つくり方といいますか、何か欠陥があったのか知りませんけれど

も、特に中の式場のところだと中に幾人も入れないのです、中だ

と。親族とか一般の人。そうすると、外で大勢の方が待っている

と、がやがや、がやがや、大変厳粛にやっている式場の中のとこ

ろに外から聞こえるのですが、それなんかにも何か対応策がない

のかなと。何かカーテン的なものとかなんとか、式をしている間

だけは何とかうまく遮音だか、待合室を今ちょっと改善するとか、

何か対応策を考えられたことがあるのかどうか、苦情があったか

どうか、その辺のところが。

環境課長 特には私のほうでは耳に入ってございません。今の件につきま

しては、今度私のほうでも瑞穂斎場のほうに行く機会がございま

すので、その辺のところの要望を確かに伝えておきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。

金澤委員 今先ほど他の委員さんからも話出たのですが、まず西部衛生組

合で負担金、先ほど御答弁の中で金額が今回ふえたことに対する

要因の一つとして、委託を外部委託、民間委託をしたことによる

ということもたしか触れられていたのですが、委託をしてふえる

ということが本当なのですか。

環境課長 今の部分なのですが、基本的に西部衛生組合の実情としまして、

今職員が８名センターのほうにおられるのですが、年々職員が定



- 145 -

年退職によりまして減っていくもので、今投入棟と処理棟という

のがあるのですが、この組合議会でもご議論になったわけなので

すけれども、職員が年々退職によりまして職員が減ると。その間

を委託で補っていきましょうという結論になりまして、まずはこ

こで所長職が退職になるもので、そこを補うのに総括管理者をと

りましょうと。次に、主任技術者を置きましょうと。その後は、

普通の技術員を置きましょうというふうな３段構えで試行がござ

いまして、とりあえず来年度につきましては管理者と主任技術者

を置いて施設の処理棟と投入棟のほうの基本的な部分を理解して

もらおうというふうな形で、管理委託のほうが始まったというふ

うに聞き及んでございます。

金澤委員 ちょっと話が難しく、わかりにくいのですが、要するに通常や

っぱり正直言って申しわけないのですが、市の職員の方々の給料

より外部委託をして民間の方にお願いしたほうが安くなるという

のは、これは俗に言ういわゆる常識的な部分があるので、私そう

理解しているのですが、今おっしゃったように、つまり定年退職

者の方が俗に言う高給取りですよね。方がなくなって民間で委託

をお願いするのに、それで入れかえですよね。入れかえで何で人

件費ふえるのですかということを私は、それが本当なのですかと

いうことをお聞きしているのです。

環境課長 大変申しわけなかったのですが、基本的に今総括責任者ですか、

を置くときに、この１月からもう既に始まってございまして、実

質的にはもう２人分のある程度管理職的な人たちの、要は資格者
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を入れ込みたいということがあったそうです。今回所長職がおや

めになることによりまして約1.7人分ぐらいの費用がふえたわけ

なのですが、ここの費用につきましてはおいおい、職員が１人ず

つ先ほどお話ししたように定年退職になったときには、26年度に

最終目標があるわけなのですが、そこでのトータルとしてはプラ

スになるというふうな形になるスケジュールで事務が進んでいる

ものでございます。今この時点では確かに委員さんのおっしゃる

とおり、今割高になっているということでは承知している内容で

ございます。

金澤委員 論点かみ合わないので、ちょっと時間もあれなので、また改め

てここでお聞きいたします。

次に、狂犬病予防対策費のところなのですが、年々接種率が下

がってきていまして、非常に残念な結果なのですが、これについ

て先ほどいろいろなご提案の中で、お金をかけないででもいろい

ろと対策の周知徹底していきますよといういいお話聞かさせてい

ただいて安心しているのですけれども、具体的に接種率の20年度

の目標は何パーセントに置かれていますか。

環境課長 基本的に大変難しい部分でございますが、当方といたしまして

は今この傾向を県のほうでも説明会をして何とかしたいというこ

とがございますので、目標といたしましては今年度同様で82パー

セントを努力目標というふうな形で努めてまいりたいというふう

に思ってございます。

金澤委員 とりあえず低下傾向に歯どめをかけるという意味で82パーセン
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ト、本来ならばアップしていただきたいのですけれども、とりあ

えずの目標というのは、では理解いたしました。

次に、害虫駆除の関係なのですけれども、ご存じ、お見、目通

されたと思うのですが、先日新聞で市街地における害虫駆除の農

薬、薬の散布についてはという記事が載ったのですが、ご記憶あ

りますか。

環境課長 その記事は、まだ目通してございません。

金澤委員 内容を簡単に説明しますと、害虫駆除については２点ありまし

て、１点目は不必要に定期的にやらないで、発生直前、傾向が見

られた、もしくは発生したときに限ってピンポイントでやってく

ださいというのが１つ。この点については、入間市はこの間お話

お聞きしましたら、そういうことはしていませんと。適時必要な

ときに限ってのみやっていますということで、これは安心いたし

ました。

もう一点なのですが、きちんと市街地という特性を考慮して、

きちんと対象地域にお知らせを必ずすることということで、今い

ろいろと先ほどの中国のギョーザではありませんけれども、薬と

か環境汚染に対してのアレルギーを持つ家庭もふえているという

ことで、その点については周知徹底をしなさいということで何か

国のほうから指導が入ったらしいのですけれども、その点につい

て今現状はどうなっていますでしょうか。

環境課長 今衛生自治会のほうでは、必ず文書で各家庭には周知徹底をし

ている状況でございます。
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金澤委員 それは、衛生自治会ですか、それとも通常のいわゆる自治会に

対して回覧板をお願いをしているということですか、衛生自治会

から。

環境課長 衛生自治会で行うということであります。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

暫時休憩いたします。

午前１０時３４分 休憩

午前１０時４５分 再開

委員長 会議を再開いたします。

次に、総合クリーンセンター所管のものについて説明を求めま

す。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 総合クリーンセンター所管

の主な事業についてご説明申し上げます。

まず、歳入予算からご説明申し上げます。予算説明書20から21ペ

ージをお開きください。目３衛生手数料、節１清掃手数料、廃棄

物処理手数料１億6,203万5,000円ですが、事業系一般ごみの抑制

及び執行状況等を勘案し、前年度対比900万5,000円、5.3パーセ

ントの減額といたしました。
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次に、下段の粗大ごみ処理手数料3,084万円ですが、近年の傾

向として予約による委託回収が減少し、持ち込みによる排出が増

加しているため前年度対比120万円、4.3パーセントの増額といた

しました。

次に、32ページから33ページをお願いいたします。目１雑入、

節４雑入、下段の資源物等売払代金7,866万6,000円のうち7,854万

2,000円ですが、前年度実績を勘案し、若干売り払いの増量を見

込みました。また、売り払い単価ですが、市場取引価格も堅調に

推移していることから増額とし、前年度対比690万8,000円、9.6パ

ーセントの増額をいたしました。

次に、歳出予算についてご説明申し上げます。90から91ページ

をお開き願います。款４衛生費、項２清掃費、目２ごみ処理費、

大事業、ごみ不法投棄対策事業費498万6,000円ですが、不法投棄

についてはリサイクル関連の法律が制定されると増加する懸念が

あることと、人目につかない時間帯に不法投棄する人が多いのが

実情であります。対策として散乱ごみの回収、監視パトロール、

さくの設置、啓発ポスターの掲示等実施しておりますが、不法投

棄物はお金をかけて撤去してもまた捨てられるマナーの問題など

対策は講じているが、抜本的な対策は難しいのが実情であります。

今後速やかな投棄物の収集及び未然防止等、警察、関係機関と連

携を図りながら対処してまいります。

次に、大事業、ごみ中間処理事業費、中事業、焼却・破砕処理

施設費、小事業、修繕費２億3,265万4,000円ですが、処理施設の
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各機器の保守整備状態は全般的に良好ですが、竣工より12年目と

なり、各機器の摩耗、腐食が進んでおります。したがって、点検

整備計画及び実施計画により計画的に点検、整備、修繕を実施し

ております。なお、本年度は主に焼却炉及びガス冷却塔の耐火補

修、ろ過式集じん機等の修繕を行い、施設の延命化を図ってまい

ります。

次に、大事業、ごみ運搬処分事業費２億4,553万2,000円ですが、

前年度に引き続きプラスチック容器包装等の分別基準適合物再商

品化及び焼却灰再生処分等のリサイクル化を図り、環境負荷の軽

減と最終処分場の延命化を図ってまいります。

次に、大事業、ごみ減量化資源化事業費、中事業、資源再利用

奨励補助事業費2,377万円ですが、有価物を回収する団体に奨励

補助金を交付し、市民のごみ減量、リサイクルに対する意識の高

揚、また限りある資源を大切に使うことにより資源循環型社会の

一翼を担う重要な施策でありますので、積極的に資源再利用の促

進を進めてまいります。なお、前年度対比150万円、6.7パーセン

トの増額を見込みました。

以上、総合クリーンセンター所管の主な事業についての説明を

終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

野口委員 施政方針の８ページのさらなる減量資源化ということに関連し

て、何点か質疑してまいります。
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今何か廃棄物減量等推進審議会ですか、そこで事業系ごみのあ

り方を議論されている諮問ですか、議論と諮問わかりませんけれ

ども、検討されているようですが、どのような項目で、かつどの

ような時期までに結論を上げるという方向か、まずその概要を教

えてください。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 事業系のごみの減量

対策でございますけれども、今委員さん言われましたように、審

議会の中で今ご協議をいただいているところでございます。現段

階での状況でございますけれども、もちろんまだ答申はいただい

ておりません。いただいていないのですけれども、現段階での状

況でございますけれども、事業系のごみについてはとにかく分別

をさらに周知徹底しようと。その上での減量化を図っていこうと

いうことが基本的な考え方でございます。

以上です。

野口委員 審議会で諮問する以上、制度的に何か変えるから諮問すると思

うのですけれども、単なる啓発的な強弱だけを諮問しているので

すか、それとも何か制度的なものまでも検討しているのですか、

その点を。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 事業系のごみの減量

につきましては、制度的なものの変更は予定しておりません。

野口委員 総括質疑での部長答弁でも何かごみ減量の目標が１日１人当た

り、飛ばしますけれども、ちょっと目標にこれは達しにくいと。

これから家庭系、事業系含めていろいろ啓発をしていくとか、強
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めていきたい旨の答弁ありました。だから、その点は理解できる

のですけれども、やはり平成16年に対して20年はふえているわけ

ですね、部長答弁では。ですから、啓発だけで目標達成やってい

けるのか、私は制度的にいじくる必要があるのではないかなと。

事業系については、単価のアップとか、あと受け入れるものの制

限、もしくはそのために生ごみとか、剪定枝とか、いろいろな別

に受け入れ先を確保するとか、受け入れの制限とかあると思うの

です。そういうことを含めて制度的な変更というのは必要だと思

うのですけれども、その点いかがですか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 まず、今回の諮問の中で１

つ条例改正を視野に入れた、例えば今収集運搬、それから処分業、

今回処分業を何とかその条例に入れて民間の活力を利用しようか

と、そういう話なんかも現在まず１点目出ています。

もう一つは、事業系の一般ごみの抑制として、今委員さんが言

われたように、当然規制をかけなくてはいけない。我々今事業系

のごみに関しては、可燃ごみと不燃ごみと粗大ごみを受け入れて

おりますので、当然時期によっては不燃はもう市では受け取らな

いとか、粗大ごみは受け取らないとか、例えば可燃ごみの中でも

ビニール系あたりはもう既に市民の方はリサイクル法にのっとっ

て処理していますので、民間にも協力いただいて今後そういう制

限をかけると、そういうこともここ数年の間では我々のほうは考

えておりますので。

以上でございます。
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野口委員 制度的な変更は、事業系についてはやりやすいというのはおか

しいですけれども、家庭系の有料化と違ってやりやすいと思うの

で、制度的にいじくれるもの、減量化に向かってとりやすいもの

はどんどんとって、やっぱり特に事業系は自分で利益を、事業っ

て利益を得ているところですから、ある程度厳しい規制というか、

対策は必要だと思うので、どんどんとっていただきたいと思いま

す。

次に、資源化率については平成16年度は25.8パーセント、21年

度に30パーセント以上という目標があるのですけれども、18年度

決算時では何パーセントでしたか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 平成18年度決算ベー

スの資源化率でございますけれども、26.5パーセントでございま

す。

野口委員 19年度から始まった雑紙回収は、資源化率アップに寄与すると

思うのですけれども、見込みとして、19年度まだ決算終わってい

ないと思うのですけれども、どのぐらいまでアップすると予想で

すか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 雑紙の関係でござい

ますけれども、おかげさまで順調に推移しておりまして、130ト

ン以上、部長答弁されていますけれども、130トン以上を確認し

ておりますので、恐らくその後も含めて0.2パーセント、0.3パー

セント、このくらい上がっていくと予想しております。

以上です。
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野口委員 30パーセント以上にする方策なのですけれども、結論からいく

とバイオマス資源化しかないと思われるのですけれども、その点

の認識はいかがでしょうか。バイオマスというか、いろいろ生ご

み、剪定枝等の資源化しかないと思うのですけれども。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 中間目標にしても今言われ

たように30パーセントという数字掲げていますけれども、やはり

目標達成するには今言われたような生ごみなり、資源化なり、剪

定枝の資源化とか、当然そういうものを視野に入れていますし、

また焼却灰等に関しても今1,500トンを見込んでいますけれども、

我々のほうの延命、38年まで延命させるには2,000トンという実

施計画に要求しておりますので、それらも含めてやはり今後視野

に入れて検討していかなければ30パーセントはなかなか難しいの

ではないかなと思う。

それとあとは、逆に今可燃のごみとして排出されるものをいか

に資源として持っていけるか。当然我々のほうでも今言ったよう

に雑紙あたりも実施しましたし、またもう一つは不燃の中で家電

製品のリサイクルとか、それと羽毛布団のリサイクル化とか、こ

れ他市のいろんな情報を入手しながら、少しでもそちらのほうの

資源化に向けていくと。そういうものが可能になれば、今言った

ように30パーセントぐらいの予想にはいくと思います。

以上です。

野口委員 確認なのですが、生ごみ、剪定枝等含めたバイオマス資源化を

抜きにしても今言った別途の可燃ごみの資源化、焼却灰の資源化
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というか、リサイクルというか、それでもって達成可能という逆

の見方、もちろん生ごみ資源化したほうがいいのですけれども、

それが万が一できなくてもほかの方策で可能性はあるというふう

な認識、ご答弁でよろしいですか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 例えば生ごみの堆肥化に関

しても全市民を対象ではなくても、例えば公共施設あたりをター

ゲットでやることも当然必要ですし、ただ生ごみに関しては他市

の状況を我々のほうで今情報を検討している中では、財政バラン

スそのものをやはり考えていかないと、やはり今狭山にしても他

市にしても10パーセント超えないような世帯が協力していて、何

千万円もお金がかかるということになりますとどうかなと。我々

としては、それらも十分把握しながら、財政バランスを考えた上

の実施が必要でないのかなと。ただ、公共施設の生ごみに関して

は、当然分別が非常に市民と違ってできると思うのです。ですか

ら、そういうところでそういうモデル的なものを果たしてモデル

的なケースでやることも必要ではないのかなと。ただ、それに関

しては我々今十分研究なり、検討させていただいていますので、

ここの一、二年の間には結論が出るかと、そういう状況です。全

体的の30パーセントまで持っていくには、今の基本計画の中で定

めておりますけれども、あれらの定められているものがある程度

実施できないと30パーセントの数字というのはなかなか難しいの

ではないのかなと、そういう認識しております。

以上です。
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野口委員 いろいろなこと答弁されたので、いいです。おっしゃることは

よくわかったので、ではこのごみについては最後の質疑で、ごみ

処理基本計画の中に新規施策としての廃棄物会計の導入というの

がありましたが、これは要は簡単に言えばペットボトル１本処理

するのに幾らかかるかというようなことまで出すというか、そこ

までやれば市民としてもごみに対する意識も変わるし、収集、運

搬を含めてどのぐらいかかっているかということがわかれば、い

わゆる拡大者、生産者責任というのが実現できる、多くの自治体

がそれをやればそういった動きが加速されると思いますし、新聞

によったら、きのうか、おとといか、ペットボトルはリユースと

して３年以内に何かそういうことをやると。あくまで検討で、今

業界反対だというのだけれども、そういう反対も押し返せると思

うのだけれども、この廃棄物会計については新規施策というふう

になっているのだけれども、導入のめどは立ちましたか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 廃棄物会計の導入につきま

しては、我々のほうでも５カ年の行動計画の中にも位置づけして

おりまして、やはり環境省のあれがそういう指針なりをはっきり

示した段階では、当然我々のほうとしてもそれを無視するわけに

はいかないと。まして廃棄物会計を導入しないと１人当たり例え

ば幾らお金がかかるとか、そういうものが他市と比較するときに

全く積算方法違いますので、一概に県の何番目とか、そういうも

のも算定できないということになれば、やはりすべての市がそう

いうものを導入しておけばそういう比較検討も十分できると。こ
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れに関しては、我々のほうとしても多分数年指針が出ると思いま

すので、それは少なくともダイアプラン等の清掃部会なんかもご

ざいますので、そちらのほうからじっくり研究なり、調査してい

ただいて準備を進めるという、そういうふうな形になるかと思い

ます。

以上です。

石田委員 ごみの量が実際に減っているのかどうかというのは、やっぱり

かなり市民の関心の的にもなっていると思うのです。市も１人

100グラムですか、１日。減らすような方針出してやっています

けれども、実際に今回の予算見ると、ごみ収集の運搬委託料だと

か、ごみの中間処理、これは別としても、ごみの運搬処分それぞ

れ減額していますね、昨年と比べると。そういった点から実際の

ごみの量はどういうふうになっていますか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 19年の12月末現在で、18年

の４月から12月までと19年の４月から12月、この９カ月間で一応

対比いたしまして、可燃ごみに関しましては836トン減っており

ます。それから、大きく減っているものに関しては不燃ごみが

117トン。逆に古布、紙類、これ多分雑紙なんかありますので、

それらに関しては449トン逆にふえています。それらを全部相殺

しますと、現実に９カ月の間では619トン減っている状況でござ

います。それと、可燃ごみも先ほど836トン減っている中でも委

託の回収が628トン減っています。その次に許可業者、これは222ト

ン減っていますけれども、これは市内の事業所のごみ、それらも
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222トン減っております。逆にふえているのは家庭系の持ち込み、

これは直接クリーンセンターに持ってくるごみが98トンふえてい

る。それらを全部プールしますと836トン現状減っていますので、

これは17年度一たんふえましたけれども、18年度、19年度と年間

1,000トンぐらいの減量がされているという状況でございます。

石田委員 20年度の見込みと21年度と一定の予測はしていると思うのです

けれども、その状況はどうですか。総体で結構ですが。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 20年度に向けてやはり我々

のほうでは分別が余り好ましくないと。一部一般の市民からセン

ターに持って来たときにすべて可燃で燃やしているのではないか

という、そういう苦情なんかもいただいています。これに関して

は、ここの２カ月間ぐらい現場のほうといろんな話し合いをして

おりまして、それらを改善するためにある程度市の受け取り体制

も充実させる。それともう一つは事業所を、この１月にも一応回

収業者を呼びまして、回収方法なり、いろんな説明会も行いまし

て、我々のほうからも一応お願いもしてあります。そういうもの

をやはり今後４月、新年度以降、業者にもそういう、許可業者初

めとして回収業者にもそういう周知徹底と。それとまた、一部市

民に関しては少なくとも最終的には３Ｒ、これあたりを十分説明

する必要があるだろうと。市民の説明会も当然開催しますし、そ

れらをある程度待っている中で、多分平成20年の６月ごろに先ほ

どお話ししました諮問に対して答申される予定でおりますので、

答申された後にはやはり条例改正なり、事業系の一般ごみの規制
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なり、そういうものを強化することによって今まで以上の減量が

可能となるという考えでおります。

以上です。

石田委員 大体の状況わかりました。

あともう一つお聞きしたいのは、やっぱり市民の関心で大きい

のは不燃の廃プラスチック、ビニール類、この処理が狭山市の工

場でやっていますね、民間でもって。これに関して実際にどのく

らいの量で、どのくらいの予算かかって、どういう効果が出てい

るのかというのは、かなりやっぱり市民関心持っていると思うの

です。そういったものをこの参考資料でいつも報告ほとんどない

のです。従来と同じ形のものしか出てこないので、この辺の新し

い内容というのは何か加えていただくことができないのかどうか

と。その内容的にはどんな内容なのですか、20年度。廃プラスチ

ックの処理。

環境経済部副参事（清掃プラント管理・業務推進担当） 廃プラスチック

の処理の内容につきましては、19年度、20年度同じ方式でやる予

定になっております。入間市の場合は、ビニールプラスチックは

軟質だけを収集させて狭山のほうに持っていっているわけです。

それから、ほかの狭山市さんとか川越市さん、それからあと青梅

市さんですか、それはそういった飯能市さんは硬質と軟質をあわ

せまして収集して、そしてそれをさらに軟質、硬質と分けてやっ

ているわけです。なわけで、単価的には入間市は最初から硬質が

入っておりませんので、安価になっております。軟質につきまし
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ては、容器包装リサイクル法でもって処理しておりますので、そ

れがほとんど回っております。それから、他市の関係の硬質につ

きましては、またさらに分別をして、それを固形燃料等にする作

業が入って、そこに対する委託料、運搬料があるので、多少割高

になっているのではないのかなというふうに思っています。なわ

けで、入間市の方策が今一番安価な処理方法なのかなというふう

に理解しております。

石田委員 その単価はどのくらいかということと、量的にはどの程度20年

度は予定しているのですか。

環境経済部副参事（清掃プラント管理・業務推進担当） 単価につきまし

ては３万975円です、トン当たり。それから、量につきましては、

これは前年度と同じ予算の内容になっております。

石田委員 幾らですか。

環境経済部副参事（清掃プラント管理・業務推進担当） 2,400トンを見

ております。

石田委員 それも2,400トンも減る傾向にあるということで、先ほどの全

体のごみの量の減量、減ってきている状況だということで、そう

いうふうに解釈できるのかなと思います。

もう一つお聞きしたいことは、ごみ処理施設の地元対策でちょ

っとお聞きしたいのですけれども、その補償ということでペアー

レ入間の入浴券の利用補助やっていますよね。これは、20年度幾

ら分、何人分ぐらい入っているのですか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） ペアーレの入浴券で



- 161 -

ございますけれども、市のほうから建設対策協議会のほうに補助

金として出しております。実際には建設対策協議会のほうから地

元の利用に供するための補助券として発行している状況です。予

算的には１人100円の補助券を3,500枚程度予定しております。

石田委員 それと、入間のペアーレが今後どうなのかわからないのですけ

れども、その後はどんなふうにしていくのか、その対策は今後ど

ういうふうに検討されておりますか。ペアーレ入間は解体してし

まうかもしれないし、民間に移るかもしれない、どうなるかわか

らないのですけれども。

環境経済部長 現状でいきますと、まだ企画サイドでペアーレを今後どう

していくかというのは検討中だと思います。それによって今後の

地元対策を検討しなくてはいけないと思います。ですから、施設

がなくなるか、存続するかによって大きく変わってくるのかなと

いうふうに思っています。

石田委員 地元対策で地元としてはそれにかわるものか何か当然要求して

くる可能性もあるわけですね。そういった意味でいつごろから検

討それではしてくるのでしょうか、予定としては。

環境経済部長 これは、はっきりまだ方針もどういうふうになるか我々の

ほうとしては聞いておりませんので、どこの時点で検討するかと

いうのはまだ不明なところがあるのですけれども、これがはっき

りすればやっぱり早急に検討しなくてはならないのだろうという

ふうには思っています。

石田委員 20年度でやる必要、検討する必要はないというふうに解釈して
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いいのですか、それとも20年度中にやる可能性が出てくるという

ふうに、見通しはないのですか。

環境経済部長 現状ですと、20年度中に即検討というところまではまだ来

ていない……

〔何事か言う人あり〕

環境経済部長 20年度以降となると思います。

金澤委員 まずは、ごみの持ち込みの関係なのですが、前からお話しして

いるのですが、資源ごみ、例えば新聞紙なら新聞紙を年末などに

まとめて50キロ超えて持ち込むと、今現在入間市は50キロ超える

と10キロ当たり50円で有料になっているのですよね。入間市とし

ては、その資源ごみ、新聞を当然売るわけですから、お金になる

わけですよね、入間市としてみれば。でも、それにもかかわらず

有料として今取っていることについて、いろいろとちょっとお願

いは過去してきたのですが、その後は何か検討していただいて変

化はあるでしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 今の件につきまして、一般

の家庭がクリーンセンターのほうに有価物として新聞、雑誌を持

ち込むと。その面に関しては、我々のほうとしては持ち込まれた

時点では基本的には有価として見ておりません。この裏づけとし

ては、循環型社会形成推進基本法においては有価、無価を問わず

廃棄物等とするというような規定ございますので、基本的には市

民の方がごみではなくて、有価として出すのでしたら、そういう

製紙問屋なり、そちらに持っていってお金に切りかえてくると。
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いずれにしてもクリーンセンターに入り込んだ段階では、あくま

でも廃棄物として受けていますので、基本的には持ち込まれたか

らということで無料にするというような考え方は多分埼玉県内も

そういう自治体はないというふうに認識しております。

金澤委員 建前からいくと、おっしゃるとおりなのでしょうけれども、現

実問題として有価物として処理できるわけですよね。近隣11市の

中で例えば所沢市、飯能市、富士見市、ふじみ野市、これらすべ

て無料ですよね、50キロ超えても。それとの兼ね合いはこれどう

なっていますか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 今その話私初めて聞いたの

ですけれども、基本的に今言ったように作業的な受け入れ態勢も

当然考えなくてはいけないと。当然第１計量なり、第２計量して、

従量制でお金を徴収するような形になりますので、果たして例え

ば今言ったように新聞、雑誌等の有価だけで持ってきていただけ

れば１回の作業で済みますけれども、その中に不燃が入ったり、

粗大が入ったり、いろんなことになりますと、まず今我々のほう

の受け取り体制ではまだ無理です。ですから、そういうところの

中で例えば新聞、雑誌なりを、それのみを持ってきたという形に

なれば検討の余地は十分あるかなという感じはいたします。ただ、

今現在のいろんな市民の動きを見ていますと、ほとんど新聞だけ

持ってくるとか、有価だけを持ってくる方いませんので、混載で

来ますから、やはり計量をまずできないと。もう一回回ってもら

うなんていうことになると、現在の我々の体制ではできませんの
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で、そういう受け入れ態勢なりも踏まえた中では現状非常に厳し

いのではないのか、そういうふうに認識しております。

金澤委員 例えば鶴ヶ島市さんは、鶴ヶ島でも50キロ超えるとやっぱり有

料なのですけれども、新聞紙、段ボール等の資源物に限ってはス

トックヤードに職員の手を煩わせないで自分できちんと運んで、

そこに運んでもらえば無料ですよと今いろいろ制限もかけて工夫

をされているところも、市もありますので、改めてストックヤー

ドの場所の考えも、配置も含めてもう一度検討を今後していただ

けたらなというふうに思います。これは、要望にとどめます。

次に、リサイクルプラザなのですが、趣旨として、方針として

は非常にこれからも大事になって活躍していただかないといけな

いと思うのですけれども、実際時々お邪魔させていただきますと、

余り利用がされていないと、活発にされていないような気がする

のですが、現状についてその利用率についてどのような認識をお

持ちですか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） リサイクルプラザの

利用率の関係でございますけれども、確かに今委員さん言われま

したように、行列ができるほどというような入館状況はないわけ

でございまして、実際的な施設の中身といたしましては、再生品

の販売、それと２階に展示品等もございますので、そういったと

ころへの来館者ということがメーンになるのですけれども、土日

は結構入館しているのですけれども、平日は残念ながら数十人程

度、休日はそれなりの人数が、大体50人以上は来ていると思いま
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す。そんなような状況でございます。

金澤委員 そしたら、２階にやっぱり会議室等もあって、広く地域の人に

も開放するなりして、いろんな有効利用をしていただけたらなと

思うのですが、現実問題としてここ最近のリサイクルプラザを訪

れる方の来館者数の推移とか、実際その会議室等の利用状況、利

用率、これについては何か数字をお持ちですか。

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 来館状況でございま

すけれども、今委員さん言われますように会議室等当然ございま

す。ただ、そちらのほうへの入館というのは、現在はほとんど見

られないという状況でございますけれども、外部からの視察等の

関係が結構多くなっておりまして、平成18年度では26団体、合計

で1,720人の視察といいますか、来館者がございます。

以上です。

〔（推移）と言う人あり〕

環境経済部副参事（清掃指導・ごみ減量推進担当） 大変申しわけござい

ません。推移につきましては、今ちょっと手元に資料がございま

せんので、お答えすることはできませんので、よろしくお願いい

たします。

金澤委員 極論を言えば視察を受け入れるための施設ではなくて、あくま

でも入間市民がリサイクルという方向に立ってやっぱり活発に利

用して、そのための施設ですので、ちょっと方向性、利用のされ

方が当初の方針とは違っているのかなと。そういう意味で今後リ

サイクルプラザをもっと地域も含めて、地域開放も含めて利用し
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ていただくように、特に平日とか、平日の夜とか含めて何か今の

現状に問題点があるのであれば十分に検討していただくというこ

とは可能ですか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 リサイクルプラザに関して

私は４年いますけれども、やはり近年の状況としては減少傾向で

推移していると。その中で我々のほうで誇れるものとしては、小

学校４年生、全校の４年生に対して体験研修をされていると。こ

れに関しては、非常に高い評価しておりまして、年間2,000人ほ

ど来ておりますから、子供たちにそういうごみ減量、資源化を教

えるのに非常にいい場所だと。ただ、あそこには２階に会議室と

か、１階に展示とか、いろいろなものがありますけれども、今後

我々のほうでプラザを活性化するには、あの場所でいかに市民の

方を呼べるか、そういう集客するようないろいろな事業を改善さ

せないとまずふえてこないだろうと。数年前に粗大ごみ等に関し

て民間のリサイクル施設が活性化されまして、市民がそちらのほ

うに流れてきたと。今そういう事業、お店なんかも倒産したりし

て、入間市内にも多分ほとんどないという状況の中でまた戻って

きて、我々のほうに粗大ごみ等を搬入されてきていると。そうい

う粗大ごみなんかの再生を初めとして、それだけでは人呼べませ

んから、やはり何とかそういうＰＲなり、人を呼べるような事業

を展開するとか、この間のコサージュあたりの事業なんかでも８

時半から募集かけて、５分間ぐらいで20名の事業が満杯になって

いて、10分後にはもう全然お断りしていると。そういうふうな事
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業もあるのです。ですから、そういうものを何とか、例えば養成

してボランティアの方にやっていただいてもっと事業回数をふや

すとか、何か工夫することによって少しは衰退傾向にあるものが

またいい方向に持っていけるのではないのかなと。

あと会議室等の今話出ましたけれども、基本的に我々年末年始

以外は年中無休であそこで対応していますので、そういった中で

８時半から５時まで、５時以降となりますと今度管理とか、そう

いうものに関してすべて警備会社のほうにお願いしていると。そ

の管理面からという部分で、夜間使用に関しては十分調査なり、

研究が必要ではないのかなという考えでおります。ただ、部屋を

使うというのは、この４年間の中でも外部の団体が使わせてくだ

さいという例は非常に少ないと。その辺のところが逆にＰＲ不足

またはあそこで使えるとしたら環境に関するそういう話し合いな

り、打ち合わせでもないと使えないという部分ありますから、不

便な部分もあるのかなと。そういう部分を全部含むような形でや

はり今後のあり方というのは十分研究、検討する必要があると、

このように考えております。

以上です。

金澤委員 本当によろしくお願いしたいと思います。

それと、最終的にリサイクルプラザに関してはこれ将来的に指

定管理者までして、いろいろな民間のいろいろな提案とか、事業

とか展開して活性化するという方向までは可能でしょうか。

環境経済部参事兼総合クリーンセンター所長 今のお話に関しては、我々
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昨年からそういう要望出しておりまして、企画のほうにも指定管

理者制度の導入なり必要ではないかと。市が施設を管理してやる

部分ではないのかなと。ただ、あそこでやはり気をつけなくては

いけないのは、指定管理者を置いたとしても基本的に市民のボラ

ンティアそのものを十分大切にしないと、そちらのほうのいろん

な切り分けは必要ではないのかなと一応考えています。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、商工課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

商工課長 商工課の予算についてご説明申し上げます。

まず、歳入から。お手元の予算説明書22から23ページをお開き

ください。款15項２目４労働費国庫補助金815万円は、入間市勤

労者福祉サービスセンターへの補助金を受け入れるものでござい

ます。

続きまして、歳出に移らせていただきます。予算説明書94から

95ページをお開きください。款５労働費、労働費の総額は１億

6,052万6,000円で、前年比マイナス3,106万1,000円となっており

ます。率にして16.2パーセントの減額となりますが、この減額の

主な理由は入間市勤労者住宅資金貸付制度、この利用者がここ３

年間に新規利用者がなく、また返済完納者の増加など考慮いたし
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まして、中央労働金庫への預託金を昨年度に引き続きまして20年

度も3,000万円を減額し、預託するものによるものでございます。

そして、ことしの預託額は１億2,000万円となります。

続きまして、予算説明書94から95ページ、95ページ側にござい

ます大事業、シルバー人材センター補助金1,200万円は、高齢者

の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを活動

の目的としております公益法人、こちらに、また年金支給開始ま

での経済的自立を願う団塊世代の方々の受け入れの受け皿の一つ

としても期待されますシルバー人材センターに対しまして昨年と

同額1,200万円を補助するものでございます。

次に、予算説明書の100から101ページをごらんください。款７

商工費の総額は３億5,387万円で、前年度対比マイナス2,112万

7,000円、率にして5.5パーセントの減額で、その減額の主な内容

は101ページ側にございます大事業、工業振興事業のうち中事業、

特定地域工場設置事業等補助金が1,568万3,000円の減額で、これ

は平成18年度に誘致いたしまして、19年度から助成を開始いたし

ました大規模な精米工場、こちらへの助成額が査定の結果、当初

の予定よりも低い額で確定したこと、あるいは平成19年度までに

３カ年の助成期間が終了したものが７件あったというようなこと

から減額となっております。

続きまして、同じく予算説明書の100から101ページ、商工費、

項１商工費、目２商工業振興費のうち大事業、商業振興事業につ

きましては、平成20年４月に予定されておりますアメリカ型の量
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販店、これコストコと申しますが、それと三井アウトレットパー

ク入間の開業もあることから、引き続き市内各地区の商業者が実

施するイベント事業、販売促進事業並びに中心市街地の活性化事

業に対しまして支援を行ってまいります。

以上で商工課所管の主な予算概要についてご説明をさせていた

だきました。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

野口委員 今話題に上ったアウトレットパークのオープンに伴う件で、こ

の施政方針の２ページにも入間市商業への影響と言われています

けれども、一番影響を受けるのは中心市街地だと思うのです。今

までやっぱり中心市街地って何か人の流れ、人を滞留させるとい

うことに目的、それが目的ではないのですけれども、それを主眼

に、それをふやすことを念頭に入れていろいろやっていると思う

のですけれども、このＴＭＯとか中心市街地できた十四、五年あ

たりからの人の流れがふえてきて効果が上がってきているのか、

プラス今後アウトレットパークができたことによって人の流れが

どんなふうに影響するのか、関連して２つの質疑、推移と影響に

ついてお答え願いたいと思います。

商工課長 人の流れの点からお答えさせていただきます。

中心市街地活性化事業につきましては、再開発事業含めその後

の平成16年、17年、18年、19年と長年にわたりまして具体的なソ

フト事業への展開を図ってまいりました。これは、主にハードの
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でき上がったまちへ多くの人に来ていただこうということが目的

でございます。投入いたしました事業は数々ございますけれども、

人の流れで申し上げますと、まず映画館がその吸引力、また核テ

ナントでございます百貨店、こちらが主な集客の吸引力を持って

おりました。しかし、周辺にシネマコンプレックス型の映画館が

かなり隣接したことによりまして、映画館そのものの動員観客数

が減ってきております。それにあわせまして町なかに来る方々の

量は、映画館がオープンいたしました平成12年当時以降と比べま

すと、人の流れは減ってきております。しかし、いろいろなソフ

ト事業を展開することでここ三、四年は現状維持、横ばいの状況

が続いてきているというのが数字的な部分でございます。

次に、今後のアウトレットが及ぼす人の流れへの影響でござい

ますけれども、アウトレットに入ります店舗は204店舗でござい

ます。そのうち181がブランド物を扱うファッション、アクセサ

リー、衣料品を中心といたしますが、そういったお店が118入り

ます。さらに、アウトレット、今回ほかにないアウトレットの特

徴としてイートイン、食べ物を目玉にした人を楽しませる、時間

を消費させるような仕組みが組まれておりまして、そちらのお店

が飲食だけで18店舗入ります。こういうようなことからブランド

物を求める消費者並びにしゃれたレストランでの食事を楽しむ家

族の流れが入間市民においてもそちらに流れていくことが考えら

れます。しかし、この施設は近隣問わず、車で１時間の広い商圏

を持っておりますので、かなりの多くは市外からの来客がという
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ふうに推測されます。

以上です。

野口委員 結論として影響はさほど受けないという言い方でいいのです

か。

商工課長 ブランド物を中心とするお店でございますので、市内にブラン

ド物を扱うお店は大型百貨店１店が主でございまして、そちらの

影響を受けると思われるものは、そちらの百貨店の分析によりま

すとスポーツカテゴリー、スポーツウエア、それから今申し上げ

ましたレストラン、こちらで影響を受けるものというふうに考え

られておりまして、３カ月後ぐらいには100パーセントとは言わ

ず、かなり業績を回復できるという自信が示されております。

以上です。

石田委員 今のも一部関連してくるのですが、この中心市街地活性化事業

がこの間行ってきた事業で、実際に目標とするものに対してどの

くらいまで進捗率というのは来ているのか、今後どうなっていく

のか、余り見えないものですから、その辺はどうでしょう。

商工課長 中心市街地活性化事業につきましては、ハード、ソフトといろ

いろ時間を追っていろいろな事業を実施してきましたが、それら

はいずれも旧中心市街地活性化基本計画、それから中心市街地は

アポポ商店街振興組合ほか扇町屋もございますので、扇町屋につ

きましては扇町屋まちづくり構想、これは平成14年11月につくっ

ております。さらに、これらをもとに平成15年３月、入間市商工

会がＴＭＯとなってこの事業を推進するＴＭＯ構想を入間市で認
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定したわけでございます。主にこのＴＭＯ構想の中に28の事業が

織り込まれておりますが、このうちのハードについてはほぼ目標

を達成しております。残るソフト事業につきましては、空き店舗

対策を初めまちのいろんな各種イベントあるいはイルミネーショ

ン化ということも組み込まれておりまして、これらを逐次事業を

実施してきましたが、その掲げられた事業の３分の１程度が実際

には消化されたところでございます。まちづくり三法の改正によ

って実際にはこのＴＭＯ構想そのものは計画を持っていても国の

補助の対象とはならなくなりましたが、入間市としてはこの掲げ

られておりますＴＭＯ構想を推進してきております。また、継続

している事業もございますので、引き続きこの市で認定したＴＭ

Ｏ構想を手がかりに活性化支援事業を推進していきたいというふ

うに考えております。

以上です。

石田委員 いろいろやってきて、ハードのほうはほとんど目標達成してき

て、ソフトのほうも３分の１ぐらいやっているということで、も

うほぼこれである意味目標までいってしまったのか、まだまだこ

れからこれをきっかけにして何とか商店街として伸びていくよう

な状況が生まれてきているのでしょうか。

商工課長 全国的な傾向でございますが、中心市街地のまちづくりの構想

に関しましてはここで大きな転換がございます。高齢化、少子化、

もちろん大型店と個店が商品、物で競い合う時代は終わったと、

ある意味では勝負がついてしまった部分がありますので、今度は
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物ではなくてこと、そこに多くの人が集まることでまちの活性化

を図ろうということで、国の大きな方向転換にもございますが、

やはり中心市街地に多くの人が住まうバリアフリーを目的としま

して、また来られる、来やすい、そのまちづくりにすべきという

ことで、できれば都市計画を中心とした大きな見直しが必要だと

いうふうに考えます。商業の活性については、高齢者あるいは大

型店にはない品ぞろえでの個店という形の町並み形成になるかと

思います。

以上です。

石田委員 そういった状況はわかりますけれども、なかなか実際に展望が

見えてこないというのが実態かなという感じするのですけれど

も、いずれにしろ大型店が出てきたり、アウトレットができたり

なんかして、これで大型店のシェアが80パーセントぐらいになっ

ているわけですね。そういった中でシャッターを閉めている店が

結構やっぱり目につくようになってきているのです。その辺の実

態というのは、20年度例えば調査する予定はありますか。

商工課長 平成19年度に消費動向調査を実施いたしました。これは、私ど

も今希望しているのですけれども、３年置きにの消費動向調査で

ございますが、これを前倒しして、できればアウトレットオープ

ンから１年後もしくは２年後以内には消費動向調査をして実態を

把握したいということとあわせて、まちの中心市街地あるいは商

店街の空き店舗対策も考えてみたいというふうに考えておりま

す。
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以上です。

石田委員 19年度そうすると調べた結果で、例えば市内でシャッター閉め

ている店がどのぐらいというふうに出ていますか。

商工課長 これは、消費者動向調査が中心だったものですから、商店街を

対象にした調査はしておらないので、空き店舗の数値は調査して

おりません。

石田委員 そういう意味からすると、アウトレットオープンもう間近です

けれども、いずれにしても早急に現状をやっぱりしっかりと把握

する必要があるのではないかなと。何といっても商店街がちゃん

と店開いていればまだいいのだけれども、シャッターを閉めると

いうことになるとやっぱり活気がなくなってしまう象徴になって

きますので、できるだけ早急に調べていただきたいと思うのです。

それともう一点、商店街への支援というか、いう観点になるか

もしれないのですけれども、藤沢通っている川越入間線のところ

でコンビニがほとんど閉めてしまって、その後新しいコンビニが

入ってこないという状況の中で、買い物がお年寄りを初め非常に

不便になってしまっていると。大型店まで行かないと買い物がで

きないと。日常的な買い物も不便になっているのですけれども、

この辺の状況をどのように分析していますか。

商工課長 コンビニエンスストアの状況について正確な調査はしておりま

せんが、確かにコンビニエンスストアが閉店して、その後業態が

変わって古着屋さんになったりとか、いろいろ形態示しているよ

うでございます。そして、近くにある世帯が買い物に非常に不便



- 176 -

になっているということで、これは生協さんを中心といたしまし

て今御用聞き、あるいは食事だけですと、それの宅配、夕食から、

いろいろあるいは病人食まで含めまして宅配する業者の方々が非

常に最近営業を活発に繰り広げていると聞いておりますので、そ

ちらの方がかなりその業種がまた都内でも伸びているということ

で、入間市でもそんな状況が出てくるのではないかというふうに

推測いたします。

以上です。

金子俊雄委員 95ページのシルバー人材センターの補助金ということで

1,200万円ということなのですが、これは何年か1,200万円でずっ

と補助しているような感じがするのですが、先ほどの説明ですと、

団塊の世代で退職者の方に二、三年の間をある程度指導なり、面

倒見なければならないということでこういう補助しているのだと

いうような理解をしたのですが、その辺はよろしいのですか、そ

れで。

商工課長 2007年問題に関しまして、昨年アンケート調査を初めシルバー

人材センターでは団塊世代の受け入れということでいろいろ体制

をつくってまいりました。また、そのアンケート調査の結果から

シルバー人材センターを知らないという、内容をよく知らないと

いう結果が出ておりましたので、チラシ広告と全戸配布など何回

か行いまして、団塊の世代の方々の取り入れを図ったわけでござ

いますが、結果的には団塊世代の方々が全体的に潜在化してしま

ったと。これは、企業で再雇用が進んだという話もございますが、
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そのほか退職後に自分の趣味や旅行、あるいはやりたかったこと

を少し家庭でやるのだという世帯が多いのではないかと、多かっ

たのではないかというふうに今推測しているところでございます

が、この波もまだ続きますので、三、四年後にはどっと需要がふ

えてくるのではないかというふうに考えています。

金子俊雄委員 先ほどの説明だと、そういうことで多くなるから面倒見た

いと、見るのだという説明で聞こえたのですが、今の答弁ですと、

その逆の答弁という感じがするのですけれども、その辺のところ

はどういう理解したらよろしいのですか。

商工課長 やはり2007年度問題のアンケート調査によりますと、団塊世代

は働かなければならないと、そういった回答も多かったことから

働く場を提供するという部分なのですが、シルバー型の労働には

なかなかイメージ的な抵抗感があったりいたしますもので、ここ

で団塊世代の方々に向けて人材としての登録ができるような仕組

み、そしてそれを企業さんや必要とする、そういう人材を必要と

するようなところに紹介していこうという職業あっせんの部門を

充実していくという考え方で取り組んでいくという考え方で20年

度は進んでいきます。

金子俊雄委員 これが当初できたときには、高齢者事業団というようなこ

とで発足をしたような気がするのですけれども、その後シルバー

人材センターというところになって、今人員派遣会社とか、人材

派遣会社とか、いろいろ名目があるのですが、このシルバー人材

センターという名称が余り今にそぐわないような感じなのではな
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いですか。ですから、退職されてもその場所へ登録するとか、し

ないとかというような状況が、むしろこれからそんなにこのシル

バー人材センターは高度に伸びないと私は思っているのですけれ

ども、その辺はどうなのですか。

商工課長 シルバー請負でございます。人材派遣業等は、なかなか法律の

制限がございまして、シルバーの法律の中では限界がございます

が、必要企業、あるいは他から必要とされているのは、やはり人

材派遣業的な業種というのでしょうか、そういった形での人を求

めての要望が強くなってきているように思います。ただ、それに

なかなかぴったしという制度はできないのですが、それをまず検

討していこうというのが１点と、もう一つはシルバー自身が業務

の開拓に非常に一生懸命取り組んでおります。退職された大手の

いろいろ企業の営業を担当された方々を含めまして業務の開拓に

力を入れておりまして、かなり仕事はふえてきておりますが、そ

れに従事いただける人がなかなか応募いただけないと、人が集ま

らないというのが現状でございます。

金子俊雄委員 ぜひ補助金、これは多分職員の何かの補助で行くのかなと

いう私なりには理解をしているのですが、これだけの高額の補助

金を使っているわけですから、活性化をしていくような指導を大

いにしていただくということでお願いしたいなと思いました。

結構です。

野口委員 今シルバーが出たので、私たちのシルバーはわかりにくいとこ

ろがあって、まず第１の疑問は普通シルバー人材センターという
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のは福祉部門に設置されたということもあって、従来は高齢者の

自己実現とか、ちょっとゆとりとかだったと思うのです。ところ

が、今は団塊の世代の特に年金が65歳になったから、その間の自

立とかいうことまで含まれているわけです。そこで、人材派遣的

なものをやられるということに変化があったと思うのですけれど

も、国との関係で、ほかの自治体との関係で国がそういう団塊の

世代の自立をシルバー人材センター、こういったものに求めてい

るのでしょうか。それともう一つ、ほかの自治体にもこういった

形で受け皿として機能するようになっているのでしょうか。そう

いう傾向についてお伺いしたいのですけれども。

商工課長 厚生労働省中心に団塊の世代を積極的に生かせる、またその受

け皿としてのシルバーへの期待というのは非常に高まっておりま

して、それに対する制度の改革あるいは予算、こういったものも

組まれてきているのが実情でございます。そういった意味で国も

団塊世代の受け皿としての役割を期待しているというふうに認識

しております。

野口委員 そうしますと、シルバー人材センターの活動というか、単にま

ちの姿勢で庭の仕事とか、何か経理とかあったら受けますよと、

それに合う人を紹介しますよというのはまちの姿勢ではなくて、

今言ったように何か就業開拓がされているということで活発にな

るわけで、人が動けば動くほど動いた人に対する報酬というか、

関係もある、必要となってくるであろうし、今の補助だけれども、

パイが大きくなったもので、パイというか、予算が。そういった
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面でどこからどこまでが補助金でやっているのか、どこからどこ

までが自分で稼いだお金かわからないような状況になっている中

で大きくなっていくと思うので、そこら辺の情報公開の明確化と

いうか、留意しているところ、指導しているところありますか。

商工課長 特に会員さんにこの財務内容がはっきりわかるように外部監査

の導入を呼びかけておりまして、これについてはもう既に検討さ

れ、外部監査を導入するという形になってきております。

金澤委員 まずは、95ページの労働諸費の中の内職相談員についてなので

すが、今の庁舎１階でも内職相談ということでいろいろとお骨折

りいただいているのですけれども、現状はどんな感じですか。

商工課長 19年度より庁舎１階に内職相談室を移させていただきました。

その後、毎年恒例のもちろん事業も実施しておりますが、現在１

名の非常勤特別職によりまして運営されておりますが、５日間の

勤務のうち水曜日の日に企業開拓の日を充てまして、内職を出し

ていただけそうな企業さんを入間市内にかかわらず、近隣周辺の

市町村にまで開拓をして内職受託件数をふやす、注文をふやすよ

うにしております。もちろん市の職員も同行して企業開拓をして

おります。このほか各地区公民館にて、毎年１回になりますが、

各地区公民館で市内巡回相談、これも実施しております。さらに

は、市内の企業さんの協力を得ましてはんだづけ講習会、はんだ

づけにつきましては非常に内職の金額がいいものですから、こち

らに手に職をつけていただくということを目的に市内の企業さん

の協力を得てはんだづけ講習会を実施しているということで、積
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極的な取り組みをさせていただきます。また、内容につきまして

は件数、相談件数や、あるいは来庁、電話、あっせん、あっせん

はふえておりますが、相談件数はやや減少傾向にございます。企

業さんにつきましても若干件数が減少しております。ただ、あっ

せんはふえております。

以上です。

金澤委員 やっぱり子育て中のお母さんとか内職の需要が多いと私も市民

相談いろいろと受けるのです。１名でなかなか厳しいとは思うの

ですけれども、やっぱり頑張っていただきたいなというふうに思

います。

続けて、シルバー人材センターについて、話出ましたので、ち

ょっと１点だけ確認したいのですが、入間市のシルバー人材セン

ターも埼玉県でもトップクラスの活動をされているというのは私

も存じ上げているのですけれども、数年後に公益法人の移行の話

が出ているのですが、その状況について確認したいと思いますが。

商工課長 公益法人法の改正によりまして、シルバー人材センターもその

改革を迫られておりますけれども、現在国が具体的な指針、基準、

こういったものをまだ明確に示してきておりません。シルバーの

上部団体を通じまして情報収集するとともに、平成20年度はこの

勉強をするという年に位置づけております。そして、５年間の選

択期間がございますので、公益法人のまま存続するのか、あるい

は通常の法人として経済活動を営むのかの選択期間が５年間ござ

いますので、この間にははっきりとした方向性と結論をもって決
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定するということになっております。

それから、先ほど申し上げた、申しわけありません。内職相談、

実はあっせん件数も減ってきております。申しわけありません。

金澤委員 ちょっと入間市のシルバー人材センターについては、一部の方

から内部留保の金額と補助金との関連性の話が出ているのも事実

ですので、その点についてはやっぱり先ほども外部監査の検討も

されているということですので、慎重に対応していただきたいと

いうふうに思います。

次に、勤労者福祉サービスセンター補助金1,920万円について

お伺いしたいのですが、現在この勤労者福祉サービスセンターの

会員数は何名になっているのでしょうか。

商工課長 平成20年１月末の数字になります。2,684名、加えてあと企業

さん、参画企業が551事業所ございます。

以上です。

金澤委員 この福祉サービスセンターについては、国の補助金があと数年

で打ち切られる予定になっているのですけれども、ほぼ約同額の

補助金が国からおりていると思うのですが、今後この勤労者福祉

サービスセンターの事業を入間市としてどのように継続されてい

くお考えなのか。また、今現状の補助金で実際にこのサービスセ

ンターが事業としてやっていけるのかどうか、その見通しについ

て確認したいと思います。

商工課長 サービスセンターにつきましては、平成11年５月にその前身と

なりますサービスセンターが開設されまして、そこから15年間国
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の補助がいただけることになっておりました。しかし、ここで国

は３年間補助を前倒しで打ち切るということになりまして、補助

は平成22年までで、23年からなくなってしまうということになり

ます。現在サービスセンターへは国の補助金815万円、これを受

け入れまして、市からの市費を上乗せしまして、市費の上乗せは

1,105万円でございますが、これを上乗せして1,920万円という形

になっております。これがなくなりますと、当然かなり厳しい運

営になります。自立を目指して今努力しているところでございま

すが、ただこの補助金が打ち切られた前例は埼玉県内にも幾つか

ございます。さらには、全国的にも幾つか事例がございます。現

在埼玉県に県内９つのサービスセンターがございますので、こち

らとよく連絡をとりながら、また前例、これらをよく調べ上げて、

研究をして自立に向けた取り組み、展開を検討していくというと

ころを指示しております。また、昨年からも既に研究を始めてい

るところでございます。

以上です。

金澤委員 今そうやっておっしゃられていたのですが、1,900万円のうち

850万円、約半分ですよね。半分近くの補助金がなくなって事業

が展開していけるとはとても思えないのですけれども、これはそ

の分を市で穴埋めされるのか、それとも打ち切るのか、どちらか

だと思うのですけれども、結論からいってどのような方向性なの

ですか。

商工課長 今研究をしているということで、今ここで結論を出せるちょっ
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と状況にないということで考えておりますが、ほかの市町村の例

で申し上げますと、やはり補助金が減った分を市がそれを負担す

るというのが前例でございます。

以上です。

金澤委員 これ以上は言いませんけれども、もしその補助金がなくてもや

っていけるのであれば、それこそ今何でそんな補助金出す必要が

あるのかという話になりますし、逆にでは今度その国の分をさら

に全額市が負担するとなると約１人に対して7,000円、会員１人

当たり7,000円、8,000円を配っているということになるわけなの

です。実際にその会員の方たちが納めている会員のサービスセン

ターの利用登録料金ってありますよね。それとほぼニアリーイコ

ールになっているわけですよね。何のためのサービスセンターな

のかという形になると思いますので、これについてはよくよく検

討していただきたいというふうに思います。

それと最後に、101ページ、無担保無保証人及び小口特別融資

預託金4,000万円、去年と同額ですが、19年まだ締めていません

けれども、利用状況についてお聞かせください。

商工課長 その制度につきましては、現在14件の利用がございます。

金澤委員 金額。

商工課長 訂正させていただきます。今14件と申し上げましたのは、いろ

いろな融資制度がございます。その無担保のみならず、いろんな

制度がございます。こちらのうち今ご質疑の無担保無保証人小口

特別融資につきましては、利用５件でございます。金額が1,592万
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円でございます。

金澤委員 中小企業の方含めてこの無担保無保証人、つまり会社経営者が

連帯保証しなくていいという制度は本来本当にありがたい制度の

はずで、これもっともっと、今現在につきましては約40パーセン

トの利用率なのですが、もっと利用されてもいいはずなのですけ

れども、何で40パーセントしか利用されないのですか。これどの

ように現状を認識されていますか。

商工課長 ことしの特徴といたしましてセーフティーネット、政府系の緊

急融資でございますセーフティーネットへの利用が急増しており

まして、こちらの利用がかなり減ってきたものというふうに理解

しております。

金澤委員 ということは昨年度まで、つまり18年度までは、料金同じです

が、それについてはもっと高利用率だったということでよろしい

ですね。

商工課長 件数といたしましては、倍近い利用になっています。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

暫時休憩いたします。

午後 ０時０４分 休憩

午後 １時００分 再開

委員長 会議を再開いたします。
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次に、農業委員会事務局所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

農業委員会事務局長 農業委員会事務局の新年度予算についてご説明申し

上げます。

まず、歳入ですが、予算書、事項別明細書26から27ページ、中

段やや下になります。款16県支出金、項２県補助金、目５農林水

産業費県補助金、節１農業委員会費補助金の188万4,000円は、農

業委員会交付金及び農地活用促進事業費補助金で、農業委員会の

運営に関しての補助及び農業委員会が行う農地の利用調整活動等

について支援する補助でございます。

次に、歳出でございます。96から97ページでございます。款６

農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費についてですが、

大事業、報酬、農業委員会委員報酬については、農業委員22名分

の報酬であり、前年と同額であります。なお、７月19日に農業委

員の任期が満了となりますので、改選となります。

それから、続いて大事業、農業委員会運営費、事務費について

は、農業委員会の定例会12回分及び臨時会２回分の計14回分及び

委員の調査、研修の費用及び委員事務局の事務経費等でございま

す。農家台帳管理システムについて、昨年まで情報システム課で

契約しておりましたが、今年度から農業委員会に移管されたこと

などによりまして272万7,000円の増額になってございます。

以上で説明を終わります。
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委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、農政課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

農政課長 それでは、農政課所管の主な事業についてご説明申し上げます。

まず、歳入から申し上げます。予算説明書26ページから27ペー

ジをお開きください。款16県支出金、項２県補助金、目５農林水

産業費県補助金、節３農業振興費補助金、茶小規模条件整備事業

費補助金180万円は、一番茶摘採前の降霜による被害を防ぎ、安

定的な茶生産を図るため、防霜ファン設置に対する県からの補助

金でございます。

続いて、歳出について申し上げます。予算説明書98ページから

99ページをお開きください。款６農林水産業費、項１農業費、目

３農業振興費、大事業、農業振興推進事業、中事業、農業振興推

進事業546万8,000円の主なものは、特産狭山茶の生産振興を図る

ものでございます。同じく中事業、茶品評会出品対策事業200万

円は、平成21年度に第63回全国茶品評会が入間市で開催されるこ

とから、出品団体に対し早期対応が必要な被覆資材、肥料購入な

どを出品対策として補助するものでございます。同じく中事業、

環境保全型農業推進事業120万円につきましては、人と環境に優
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しい農業を推進していくために有機100倍運動推進事業費補助金、

環境配慮資材購入費補助金でございます。

続きまして、大事業、農業研修センター管理費、中事業、諸工

事費564万8,000円の主なものは、全国茶品評会を初め各種品評会

に向けて出品茶製造に活用している機械の老朽化及び製造能力を

向上させるため、機械の一部を更新するものでございます。

続きまして、目４畜産業費、大事業、畜産振興事業、中事業、

家畜環境浄化事業400万円の主なものは、畜舎周辺の環境浄化を

進めるための補助金でございます。

以上で農政課所管の主な事業の説明を終わります。よろしくご

審議いただきますようお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 農業研修センターの管理費で、諸工事費の中で新規の形で564万

円、今ちょっと説明あったのですけれども、荒茶の製造機械等の

整備、これは具体的に何台、それを１台なのか、この点をお聞き

したい。

農政課長 これにつきましては、お茶の製造ラインというのがございまし

て、何種類かございまして、そのうちの一部を更新または能力ア

ップをさせるものでございます。

石田委員 １台なのか。

農政課長 １台だけではございませんで、ラインのうちの何台かを更新す

るものです。
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石田委員 何台。

農政課長 ３台です。

野口委員 99ページの農業振興費の中の農業振興推進事業、ちょっと今聞

いたらお茶だけというような言い方されたのだけれども、まずは

それでよかったのですか。お茶だけを対象にしているということ

でよかったのですか。それは、どうなのですか。

農政課長 これにつきましては、大事業で農業推進事業について金額が申

し上げましたように546万8,000円についてでよろしいでしょう

か。

野口委員 ええ。

農政課長 これにつきましては、狭山茶の生産振興を図るものでございま

して、先ほど歳入でご説明申し上げました防霜ファン設置に対す

る補助金ですとか、茶樹改植に対する補助金ですとか、そういっ

たものの補助金でございます。

野口委員 それと関係のお茶以外についての何か奨励補助金みたいなもの

はこの予算上どこにあるのですか。

農政課長 この事業の中には、お茶以外のものは含まれてございません。

野口委員 広い意味での農業振興費、これは目３農業振興費の中にお茶以

外の里芋、野菜とかの振興費は入っていないということですか。

農政課長 ただいまのご質疑は、農業振興推進事業ということですか、そ

れとも大事業で農業……

野口委員 これがわかったので、広く。

農政課長 大事業ということであれば、いろいろ野菜も含めて入っており



- 190 -

ます。広く大事業で、農業推進事業で広い枠にとられてございま

して、その中で中事業として農業推進事業というのがございまし

て、そのうちの546万8,000円につきましては主に茶に係る事業で

ございます。中にはいろいろな体験ツアーとか、そういった事業

費もございますけれども、主にはお茶を中心としたものでござい

ます。

野口委員 私が聞いたのは、お茶に関して手厚くやっている反面、その他

の農産物について何か奨励しているような予算措置があるのかと

いうことをお聞きしているのですけれども、農業振興費の中で。

見えてこないもので。

農政課長 大きな枠の農業振興推進事業の中には、すべて即売会に対する

補助とか、環境保全型農業とかということで野菜の関係とか、つ

まり農業を全般的にとらえて、畜産を除いて全般的にとられてい

ます。

野口委員 わかりました。

では、別の質疑で、同じ99ページの事業で援農ボランティア養

成事業というのがありますが、これはもともと特に茶畑の関係で

高齢者等で放棄されるということで、そういった市民によって耕

作放棄とか、荒れることを防止しようというような目的があった

と思うのですけれども、そういった目的との関係でこの養成事業

は今どういう過程を経ているのですか。

農政課長 この事業につきましては、20年度からは今まで講習を受けてい

ただいた方につきましては別の組織をおつくりいただいて、前回
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までの指導者のもとで別な組織として活動していただいていま

す。今年度につきましては、市内一の特産がお茶でございますの

で、お茶を中心としながらもＪＡ等のご理解、ご協力をいただき

ながら、お茶以外の分野についても進めていきたいというふうに

考えています。

野口委員 目的達成との関係で実際効果があるのか、機能しているのかと

いうことで、実際高齢者等で耕作できなくなった茶畑を管理して

いるとか、そういった機能、それからこれからそういった機能が

発展していくというか、継続していくという見込みとか、そうい

った観点で今どういう過程を経ているのですかと。実際そういう

団体がつくられて機能していると見ていいのですか。

農政課長 なかなか時間と経験とか要するものでございますから、一朝一

夕にはできませんけれども、現在の段階では今まで講習を受けて

いただいた方が新たな組織をつくっていただいて活動を始めてい

ただいたということでございます。

野口委員 この養成事業が10万円そこらで、養成事業だから、これでいい

と思うのですけれども、実際その団体が機能するためには事務局

が必要だし、道具も必要だと。含めてこういう数十万円では動か

ないと思うのです。将来的に団体を機能させるためには人、物が

要ると思うのだけれども、どういう構想をお持ちですか。

農政課長 あくまでも援農ボランティアでございますので、市としては現

在のところ物の提供、そういったものについては現在のところは

考えておりません。
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野口委員 そこが理解できないので、加治丘陵みたいに１区画を扱ってや

る場合、狭ければ本当に月２回ボランティアでやる可能性ありま

す、広ければ別ですけれども。そういう程度の問題ありますけれ

ども、月に１回とか行って労働奉仕するという感覚ならわかるの

ですけれども、農業の場合、生きているものを相手にしている以

上、責任持っていかなければいけない場合もあるし、それをだれ

が判断するかという問題もあるので、一応そういった管理責任者

というものがないと動かないと思うのです。そういったことまで

も無償でやれということになると、もうそれは動かなくなると思

うのですけれども、今言った市民のボランティア、無償ボランテ

ィアに頼ってこういった茶畑の管理ができるというふうにお思い

ですか。

農政課長 これにつきましては、いろいろ考え方があると思うのですけれ

ども、例えばお茶畑の地主さんとお茶畑を持っている方との話し

合いの中で農作業するかわりにできた成果品を代償というか、対

価としていただくとか、いろいろ考え方的にはあると思います。

ただ、現在のところ市としては、そこまでいろいろ考え方は今持

ち合わせてございません。

野口委員 常に目的を掲げる以上、目的に十分な制度、ものかということ

が必要なので、私としては今の援農ボランティアというのは目的

に即した十分な機能というか、支援はしていないと思うのです。

ですから、やはり実態に即して、あくまで耕作管理まで期待する

のなら有償ボランティアでもいいですから事務局を置く、小屋に



- 193 -

ちゃんと道具を置くとか、そういったものが必要だと思うのです。

これは、要請にとどめます。

以上です。

宮岡治郎委員 同じ目ですけれども、農業振興費、環境保全型農業推進事

業120万円です。額としては、19年度に比べまして減ですけれど

も、もう既に補助するまでもなく、農家が自主的に推進している

ようにも思うのですけれども、つまり消費者が健康志向が大分強

くなってきて、有機栽培とか環境保全型の農業産品を購入したい

という意識がどのくらい入間市の農業に影響していますでしょう

か。

農政課長 今委員さんおっしゃいますように、農業生産者の方も大分環境

保全型農業の意識が高くなってきております。現在この環境保全

型農業推進事業ということで助成をさせていただいていますけれ

ども、現在今１つにはこういった運動を進める有機100倍運動推

進事業、ここで現在実施しておりますのが、ばっ気処理後の養豚

の尿を茶畑に生かせないかとか、そういったものの研究をしてご

ざいまして、かなり生産者の意識は高まってきているものと考え

ております。

金澤委員 まずは、予算書97ページなのですが、農業総務費の中で外来魚

の被害対策事業ということで、外来魚被害緊急対策事業というこ

とで39万円が上がっていますが、この事業の内容と効果について

教えていただきたいと思います。

農政課長 この事業につきましては、入間川に生息する外来魚について今
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生態系を乱していることから駆除したり、その特性などを調査す

るものでございまして、対象としましてはブラックバス、ブルー

ギル等でございまして、ちなみに平成19年度実績でコクチバス

86匹を駆除してございます。

金澤委員 ブラックバス、ブルーギル八十何匹処理するのに39万円かかる

のですか。ちょっと納得できないのですけれども、もうちょっと

ほかにされていると思いますので、説明していただけます。

農政課長 これにつきましては、この事業を入間漁業協同組合のほうに委

託をしてございまして、そちらのほう個人で、１人でできません

ので、委託料、人件費とか、そういったものがかなり大部分を占

めている補助事業でございます。

金澤委員 おっしゃることわかるのですけれども、40万円出して80匹、90匹

も外来魚をとるというのは、ちょっと費用対効果からいっても効

果的だと思われますか。

農政課長 現在入間川の在来魚が少なくなっているということでございま

すので、その外来魚を駆除するためにはやはり必要な事業かとい

うふうに考えています。

金澤委員 私は、要らないと言っているのではないのです。費用対効果か

らいって40万円かかって80匹、90匹の外来魚しかとれないのは効

果的ですかと聞いているのです。

農政課長 今効果的かどうかと聞かれると大変お答えにくいのですけれど

も、やはり私どもとしては必要である。86匹とるということは、

やっぱりそれだけの効果があったというふうには考えていますけ
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れども。

金澤委員 ちょっと私の感想からいくと、効果的とは言えないなと。ただ、

必要な事業であるとは思いますので、もうちょっとその費用対効

果という面からどうかなという点で検討をお願いしたいと思いま

す。

次に、農業研修センターの荒茶製造機械の話なのですが、これ

564万8,000円ということで３台更新されるという内容ですが、そ

の３台の内容はどんな機械ですか。

農政課長 まず、１点が葉打機という機械でございます。それから、中揉

機、それから精揉機、各１台ずつ、それで３台でございます。

金澤委員 ということは、火を入れる熱処理用のものではないのですね。

農政課長 先ほど石田委員さんのほうにもご説明しましたが、一連の流れ

の中で来るものでございますので、まず葉打機、これは蒸した後、

葉打機につきましては余分な水分を取り除く機械でございます。

次に、中揉機というのは、よくもんだ後、玉になりますので、そ

れをほぐす機械、それから精揉機につきましてはもう最終的な部

分のほうに来ますけれども、形を整える機械ということでござい

ます。

金澤委員 これちなみに入札になるわけですか、それとも随契ですか。

農政課長 現在のところまだ決まっておりませんが、しかるべき方法を考

えていきたい、検討していきたいと考えています。

金澤委員 しかるべくって説明がやっぱりちょっと私わからなかったので

すが、基本的に130万円以上はこれ指名入札になりますよね。た
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だ、問題はラインの中の機械ということなので、当然前後との取

り合いがありますので、やっぱり多少いろんな寸法の、高さの問

題とか、能力の問題とかで他社さんのものを持ってくるとなかな

か仕様が合わない、かみ合わないという場合もあると思うのです

けれども、その点についてはどのように理解されていますか。

農政課長 購入につきましては、今現在ある機械とそこのラインの中のも

のでございますので、一体的なものが来るとは思いますけれども、

ただその契約の方法についてはまだご審議をいただいている最中

でございますので、差し控えさせていただきたいと思います。

金澤委員 この点については、基本的には透明性を上げるという意味で随

意契約ではなくて、できれば入札でお願いをしたいというふうに

思います。

最後に、市民農園を含めて団塊の世代がやっぱり農業に携わる

というか、いろんな意味の形でやっぱり土地と親しむということ

が今後やっぱり需要としてはふえていくというふうに思うのです

けれども、その点についてどのような方法でお考えですか。

農政課長 今現在、市民農園につきましてもある程度年齢が入った方とい

うか、そういった方が多く希望されております。市民農園につき

ましては、費用対効果を考えますと、市でやるよりも実際自分た

ちが体験してやる農業、そういったものについて農業者か及びＪ

Ａ等々、できればそちらのほうへお願いできないかなというふう

には考えています。

金澤委員 ちょっと話が関連になって恐縮なのですが、入間市で今の中国
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のギョーザの問題から保護者が入間市の給食に対して求める安全

性の意識ってよりやっぱり高まってきていると思うのです。今現

在は、冷凍食品が使われていないということで公表されまして、

一安心しているわけなのですが、さらに今後地産地消を図ってい

くという意味で、農政課として入間市の農業に対して何か方策、

方針はございますか。

農政課長 現在もそうですけれども、ふれあい朝市というふうなものを生

産者の方のご努力でお願いしていますので、そういった面をでき

るだけ入間市の農業、農産物、そういったものを利用していただ

くようＰＲに努めていきたいというふうには考えています。

金澤委員 ふれあい朝市なのですけれども、非常に好評だというのは私も

聞いているのですけれども、場所とか回数をふやすという何か計

画は検討されていませんか。

農政課長 現在毎朝７時から市民会館駐車場をお借りしてやっていますけ

れども、時間をずらしますと市民会館の駐車場の関係が出てきま

す。場所的にも駐車場がある程度あって利用していただけるとい

うことで、回数的にも毎週土曜日やっていますので、これ以上生

産者の方にご無理をお願いできないのかなというふうには考えま

す。

金澤委員 場所は。

農政課長 場所につきましても駐車場が市民会館の駐車場、結構広くあり

ますもので、現在のところは市民会館の駐車場をお借りして続け

ていきたいというふうには考えています。
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金澤委員 確かに市民会館は場所的にいいのでしょうけれども、もうちょ

っとほかの入間市の中ではそこだけではなくて、もっと近所で、

それこそ高齢者の方が歩いていけるような場所に巡回でも構わな

いので、場所をもうちょっとその会場をふやしていただけるよう

に要望したいと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、みどりの課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

環境経済部参事兼みどりの課長 平成20年度のみどりの課の関係予算につ

きましてご説明を申し上げます。

まず、歳入からご説明申し上げます。予算説明書22ページから

23ページ、項２国庫補助金、目７土木費国庫補助金、節２都市計

画費補助金、都市公園事業統合補助金1,500万円は、歳出の加治

丘陵対策事業とも関連いたしますが、（仮称）加治丘陵さとやま

自然公園の早期開設に向けて用地取得の促進を図るための国庫補

助を受けるもので、３分の１の補助率でございます。

次に、歳出についてご説明申し上げます。予算説明書112ペー

ジから113ページ、目６緑化推進費の大事業、加治丘陵対策事業

２億852万9,000円は、加治丘陵内の山林を相続等の発生により平
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成19年度に土地開発公社が取得した山林約2.4ヘクタールの買い

戻しのための費用と、特定防衛施設周辺整備調整交付金の活用に

より（仮称）加治丘陵さとやま自然公園内の山林約1.3ヘクター

ルを取得する費用及び都市公園統合補助金の活用による山林約

1.2ヘクタールを取得する費用の１億8,940万4,000円が主なもの

でございます。この結果、平成20年度末の見込みで約76ヘクター

ルを保全用地として取得できる予定でございます。また、（仮称）

加治丘陵さとやま自然公園の施設整備については、平成19年度に

引き続きワークショップで検討をいただき、平成20年９月を目途

に環境に配慮した公園整備計画の策定を予定しております。

以上がみどりの課の所管の当初予算の主なものでございます。

どうぞよろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

野口委員 今説明された加治丘陵対策事業、これは２億円、これはいいの

ですけれども、それに対して緑化推進事業、これが2,000万円。

これは、2,000万円ということで前調整区域の保護樹林とか、そ

ういったものに関してはお金がないから、まず無理よという返事

だったので、これとの対比でやっぱりほかの加治丘陵以外の緑化

のお金がちょっと少ないのかなという実感でありまして、質疑は

実際では加治丘陵ではないところの緑はどうなっているのか。何

か19年度に、これ緑被ですか、調査やられたということなので、

どういう状況になっていますか、この推移は。お聞きします。
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環境経済部参事兼みどりの課長 ただいまご質疑いただきました緑地の現

況調査でございますが、これは平成19年度の当初予算としてご決

定をいただき、実施をいたしました事業でございます。この調査

をして平成20年度の中には、実はこの調査がことしになってまと

まりましたので、平成20年度予算の中には直接は反映してござい

ません。

以上です。

野口委員 緑の現況はどういう状況になっていますかと、推移。つまりこ

れだけのずっと余りお金使ってきていないというか、比べたら使

っていないので、大幅に減っていたらやっぱりお金の使い方に問

題があるわけで、どうなっていますかと。

環境経済部参事兼みどりの課長 この調査につきましては、平成19年１月

１日に撮影をいたしました航空写真の判読可能な市全区域の緑被

地を計測した結果、緑被率は52.1パーセントになっております。

現状では、市のおよそ半分が緑に包まれているという結果が出て

おります。前回の緑被率が48.5パーセントでございますので、今

回と前回と比較しますと約3.6パーセント増加となっております。

しかしながら、前回の調査の手法が1,000平方メートル以上のま

とまりのある緑地をその対象として調査をいたしましたので、今

回同一の手法である1,000平方メートル以上のまとまりのある緑

地をその対象として今回と前回とを比較しますと1.7パーセント

の減少ということになります。

以上でございます。



- 201 -

石田委員 加治丘陵の関係で、さとやま自然公園の関係で、いずれにしろ

具体的な計画が９月ぐらいにでき上がってくるという中で、それ

に伴って工事に必要な土地というのかな、これは一定数出してお

かないと、これからいろんな用地を購入するにしても目的意識を

持ってそういったところを購入していかないと工事そのものに入

っていけないと思うのです。そういった点でどの程度の面積がそ

ういった工事に必要な箇所という、箇所を押さえるために必要な

面積になるのでしょうか。

環境経済部参事兼みどりの課長 ただいまご質疑がございました関係につ

いては、110ヘクタールが事業認可区域でございますが、そのう

ちの一部をまず工事に着手していきたいというふうに考えており

ます。その場所につきましては、今回の計画で言われております

山仕事の広場、旧ピクニック広場を中心に工事を始めていきたい

なというふうに思っております。その用地につきましては、工事

予定箇所については既に用地買収済みでございます。

石田委員 全体で110.2ヘクタールのうちに30.1、今回20年度で購入する

と110.2ヘクタールに対してどのぐらいまで進展するのですか。

先ほど76というのは加治丘陵全体だと思うのですけれども。

環境経済部参事兼みどりの課長 平成20年度取得する面積については、先

ほどご報告申し上げたのですが、その結果、用地費110.2ヘクタ

ールのうち約20年度が全部取得できますと35.6ヘクタールで、約

32パーセント強の面積が取得できる予定になっております。

石田委員 大体状況わかりました。
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いずれにしろ工事を具体的に想定しながら用地買収という方向

を明確にしていくべきではないかと思いますが、それについての

見解をちょっとお聞きしたいと思います。

環境経済部参事兼みどりの課長 ただいまご指摘いただきましたように、

これから建築計画、主要施設計画が９月にまとまりますので、21年

度以降の工事につきましてはおっしゃいましたような形で工事に

支障がないような用地取得に努めてまいりたいというふうに思っ

ております。

石田委員 もう一点お聞きしたいところは、20年度に市民の森として新た

に指定する計画というのはありますか。もしあったら具体的に何

カ所で、何平方メートルぐらいかお聞きしたいのですが。

環境経済部参事兼みどりの課長 平成20年度には市民の森として新たに指

定をする予定の箇所はございません。現状で市民の森につきまし

ては３カ所、合計で１万7,335平方メートルを指定しております

ので、引き続きこの面積については市民の森として指定をしてい

きたいというふうに思っております。

石田委員 19年度というか、ことしの２月に新たに武蔵カントリーに市民

の森であったところを売却しましたよね。それによってこれは市

民の森ではなくなってしまうのですか。売却したけれども、その

後借りられて、そのまま市民の森として残るのでしょうか。

環境経済部参事兼みどりの課長 基本的には市民の森はまず保護樹林に指

定をしまして、その保護樹林のうち市民の方が特に身近に触れ合

える緑として使えるような場所については市民の森と指定をする
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という形になっておりますので、私どものほうではそういうふう

な形を考えています。

それと今ご指摘の点については、確かに武蔵カントリーさんに

売却をいたしましたが、そこについては引き続いてもし市のほう

で使いたいというご希望があればお貸ししますよということで実

はお借りをいたしました。現在は、この４月１日からそこを保護

樹林としてまず指定をして、その後の活用につきましてはよく考

えてまいりたいというふうに思っております。

石田委員 今まで健康福祉センターのすぐ裏側というか、北側ですから、

しかも面したところですから、当然市民の森として指定してあっ

たわけですね。たしか４号地として指定してあるわけですね。だ

から、それは当然そのまんま市民の森としてもよかったのではな

いかと。それをなぜ保護樹林だけにおさめて抑えてしまったので

すか。

環境経済部参事兼みどりの課長 私どものほうでは、実はここのところに

ついてはほとんどが民有地でございました。市の土地というのは

本当にわずかでございまして、今お話ししている健康福祉センタ

ーのところについては、市のほうにお貸しするのはやぶさかでは

ないと。ただし、大部分のものについては、これはやっぱり管理

上の問題とか、いろんな問題があるので、武蔵カントリーが直接

管理をしたいということだったものですから、市民の森としても

面積に足らないということで保護樹林にさせていただいたという

経緯がございます。
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石田委員 それと同時に武蔵カントリーが武蔵カントリーの周辺をかなり

買収して、もう既に所有権もかなり移っていますよね。向こうと

しても、できたら保護していきたいという方向ですね。そういっ

た意味では、保護樹林としての指定を広げていくということは考

えているのですか。

環境経済部参事兼みどりの課長 カントリーさんのほうがぜひ市に劣らず

確実に管理をしていきたいので、私どもに任せてほしいというこ

とだったものですから、私どものほうで保護樹林として指定すれ

ば当然管理費とか、借地代とか、いろんな行政経費がかかります

が、企業さんがそのまま持っていただけて市に劣らず管理をして

いただけるということは、企業努力によって管理していただける

ということになれば、やはり市の行政経費がそれだけ軽くなると

いうことでございますので、私どものほうとしては総合的に判断

をして、企業さんが本当に責任を持ってやっていただける確証が

持てたものですから、そのような形にさせていただいたというこ

とでございます。

石田委員 そうしますと、４月以降、実際に一般市民の人たちがかなり自

由に出入りしても構わないような形態の利用になってもよろしい

のですか。

環境経済部参事兼みどりの課長 健康福祉センターの裏側については、こ

れから活用については考えていきたいと思っております。要する

に市民の活用については考えていきたいと。ただし、そのほかの

ものについては、やはり例えば倒木であるとか、枯れ枝が落ちて
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けがをするとかという管理責任というのがもし発生した場合にど

うなるかということがございますので、なかなかカントリーさん

が買収された土地を市民の方が自由に散策をするというわけには

いかないのではないかなというふうには考えております。

石田委員 そうですか。はい、わかりました。

委員長 ほかにありませんか。

金子俊雄委員 さとやま自然公園とはちょっと違うのですが、以前県の緑

のトラストと言いましたっけ、あれちょうど納骨堂の裏あたりの

ところですよね。あの辺のところは今どういうふうに市としたら

手を入れているのか、あるいは土地を求めているのか、それとも

県のほうへどういう働きかけをしているのか、その辺をお聞きし

たいのですが。

環境経済部参事兼みどりの課長 今ご指摘いただきましたトラスト地でご

ざいますが、これは県と市で合同で買収をさせていただいて、ト

ラスト６号地として指定をしたものでございます。最初に開設を

するときには、県のほうで中を整備をしていただきました。開設

後につきましては、さいたま緑のトラスト協会ボランティアスタ

ッフ入間支部という支部が結成をされまして、ここでボランティ

アの方々が日常の山林管理をしていただいております。私どもの

ほうの支援といたしましては、もし活動をする場合に資機材等が

足らないというような場合には、みどりの課で、市のほうで持っ

ている資機材をお貸ししたり、または援助申し上げたりして現在

活動をしていただいております。
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以上でございます。

金子俊雄委員 そうしますと、かなり状況はいいものといいますか、非常

に整備されているということで理解をしているのですが、よろし

いですか。よく整備をされているということで理解してよろしい

のですか。

環境経済部参事兼みどりの課長 実は全部で13ヘクタールほどあるので

す。１つの団体だけで、実はこの団体が構成員が12人でございま

す。この方たちは本当に精力的に一生懸命やっていただいている

のですが、何せかなり広いところなものですから、私としてはか

なり努力をしていただいて管理をしていただいているなというふ

うには思っておりますが、全体的に言えばかなり広いものですか

ら、やや管理が行き届かない点もあるかなというふうには思って

おります。

金子俊雄委員 実は加治丘陵いろいろな場所でかなり緑が多いし、水も多

い場所があるのですが、あるいは唐沢川と言いましたっけ、あの

場所は県で緑のトラスト地域にする前からかなり緑と水というこ

とをよいということでやっているのでしょうけれども、今までど

んな状況でいっているか、宣伝とかそういうもの、皆さん望んで

いるのはそういう場所を望んでいるのかなってあるのです。です

から、それまで管理をされているのであるならばやはり皆さんに

来ていただいて、このボランティア団体ばかりではなく、もしく

は入ってきてやるのであるならば、また違うボランティアもやっ

ていただくような、やるにはある程度宣伝をして入間市民の皆さ
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んに来ていただくような状況、加治丘陵の中で一番環境のよい場

所かなと、環境の中の環境のよい場所かなと、これは個人的な考

えが入っているのですが、こんな感じを持っていますので、ぜひ

行政のほうもある程度お金をかけるのならお金をかけて、市民が

すぐ行っても十分憩えるという場所にしていただくのも一つかな

と感じておりますので、この辺はぜひお願いしたいなと思ってい

ます。

環境経済部参事兼みどりの課長 先ほどちょっと申し足りなかったのです

が、私どものほうでは先ほどそういうふうな援助を申し上げてい

るのですが、埼玉県のトラスト協会からもこの団体には補助金等

が出て、それらの活動の援助をしているというような状況でござ

いますので。また、今ご指摘いただいたように、これから加治丘

陵かなり広い、さとやま計画424ヘクタールもございますので、

広い区域でございますので、ボランティアさんに今後もやってい

ただくように、広く活動をお願いするような広報なり、またパン

フレットなりをつくってまいりたいと、今後も努力していきたい

と思っております。

委員長 ほかにありますか。

金澤委員 説明がなかったと思うのですが、公園等管理事業については、

111ページなのですけれども、これについては維持管理費が減っ

ていますけれども、これ何か理由があって削減されているのです

か。予算上仕方なく減っているのですか。

環境経済部参事兼みどりの課長 この維持管理費につきましては減額にな
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っておりますが、主に委託料でございまして、例えば昨年は愛宕

公園の池の清掃をいたしましたが、ことしは３年に１度ぐらいず

つ行いたいということでその部分は少し減っております。そのほ

かに、都市公園のうち比較的大規模な公園の年間管理でございま

すが、入札した結果、昨年と比較しますと、昨年がかなり入札金

額が少なくなりましたので、その金額に基づいて予算見積もりを

させていただいていますので、その部分が減っているということ

でございます。

金澤委員 いろいろと区画整理事業、例えば藤沢の区画整理事業等も進ん

で、中央公園が新しくできたりとか、いろいろと維持管理という

意味では予算的に必要だというふうに考えているのですけれど

も、その点についてはいかがですか。

環境経済部参事兼みどりの課長 確かに維持管理で公園の改修であるとか

いろんなご要望をいただいておりますが、私どものほうでは直営

の職員もおりますので、その職員が対応するなどして、なるべく

経費をかけないで、なおかつ安全で安心な公園としてご利用いた

だけるように今後も努力をしてまいりたいと、そのように考えて

おりますが。

金澤委員 みどりの課さんには本当現場に出て、職員さんが現場に出て一

生懸命されているのは本当にいつも感謝しているので、大変だと

思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。

それと、あと県営公園にある彩の森公園、これを入間市に移管

するとかという計画、相談が持ち上がっていると思うのですけれ
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ども、今後の見通しについて教えてください。

環境経済部参事兼みどりの課長 ご指摘のとおり、もうかなり前から入間

市でこの管理をしていただけないかというお話もございます。現

在は、指定管理者が管理をしております。県のほうからはそうい

うご要請があるのですが、何せあそこを１年間もし管理するとな

ると何千万円というお金、予算が必要となります。現時点では、

確かに入間市民がお使いになるということで、県がそういうふう

におっしゃいますけれども、入間市民に限らず県内の県民の方が

お使いになっているというのが実情でございますので、県に対し

てはそういうご要請がありますが、今後もぜひ県で管理をしてい

ただきたいというふうに私はお願いをしてまいりたいというふう

に思っておりますが。

金澤委員 それと、同じ111ページで公園等遊具設置事業で久しぶりにこ

の設置事業が増額されているのですけれども、すばらしいことだ

なと思っているのですけれども、これは特に中央公園とか新しい

公園に新規に設置するのか、それとも老朽化したものによる入れ

かえなのか、どちらの内容になるのでしょうか。

環境経済部参事兼みどりの課長 ご指摘の点につきましては、実は特に新

光中央公園に木製遊具が設置されております。この木製遊具が公

園開設時からのずっと引き続いて設置をしてございまして、かな

り老朽化が進みまして、当初部分的に直して延命化を図ろうかと

いうふうに考えもあったのですが、いろいろ調査を担当等がいた

しましたら、やはり最近木製遊具でけがをする率がかなり多くな
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っておりまして、老朽化が早くて、今後の維持管理経費等を総合

的に精算をいたしましたらばかなり費用がかかるということでご

ざいますので、思い切ってここでは随時撤去をしてまいりたいと。

撤去した後に新たな遊具を設置してまいりたいというふうに考え

て増額をさせていただいたということでございます。

金澤委員 確かに子供が遊ぶ場所ですから、安全第一という考え方わかる

のですけれども、例えば木製の遊具に関しても、先ほど出ている

加治丘陵の間伐材等を使ってボランティアの方たちが木製のベン

チを提供していただいたりとか、そのような形で加治丘陵の手を

入れる間伐材と、それを再利用という形でこの木製遊具も含めて

やっぱり木の手ざわりのよさというものを大事にしていただい

て、維持費の問題もあると思うのですけれども、そのようなご検

討というのはできないものでしょうか。

環境経済部参事兼みどりの課長 おっしゃるように、例えば富士見公園に

複合遊具が、木製のものがございます。あれも市民の方がつくっ

ていただいたのですけれども、あれなんかは木製ということなの

ですが、あれなんかもある程度時間がたちますとやっぱり傷みが

かなり激しくて、特に踏み台がございますが、その踏み台がささ

くれまして、子供さんが乗ると足をけがをしてしまうというよう

なことで、どうしても今小学校なんかは撤去しているのですが、

私どもその対策として上方の表面をコンクリート塗って腐食が進

まないようにというようなこともしているのですが、これも直営

でやっているのですが、実はかなりそういうふうな努力をしても



- 211 -

なかなか木製遊具というのは劣化が激しくて、今委員がおっしゃ

いますように本来であればもう少し検討して延命措置をすればよ

ろしいのですが、とてもちょっと追いつかない状況になっており

ますので、どうしても撤去ということなのですが、今後について

は加治丘陵の中にボランティアさんなんかもいらっしゃいますの

で、ベンチなんかを、ベンチ等についてはそういうふうな形でお

願いをできるものについてはしていきたいなというふうには思っ

ておりますが、遊具についてはちょっとなかなか難しいのですが、

よく研究をさせていただきたいなというふうに思っております

が。

金澤委員 数日前一般紙に公園の遊具を、親子を含めて子供たちも一緒に

なって木製の遊具を手づくりでつくる手づくりの公園というの

も、事業の話も載っていましたし、いろいろと維持費とかもうお

金のことだけを考えると確かに難しいと思いますけれども、いろ

んな総合的な視点に立っての公園の遊具の設置を検討していただ

きたいなというふうに思います。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これで環境経済部所管のものの審査は終了しましたが、建設部

及び区画整理部所管のものの審査が終了するまで討論、採決を保

留をいたします。
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暫時休憩いたします。

午後 １時５５分 休憩

午後 １時５６分 再開

委員長 会議を再開いたします。

次に、建設部所管のものについて審査に入ります。

まず、道路管理課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

道路管理課長 議案第38号 平成20年度入間市一般会計予算のうち、道路

管理課所管の予算についてご説明いたします。

まず、歳入から説明いたします。予算説明書の18ページから19ペ

ージをお開きいただきたいと思います。款14使用料及び手数料、

項１使用料、目７土木使用料、節１道路橋りょう使用料は、電柱、

地下ケーブル、ガス管及び広告看板等の道路占用料で、前年度と

ほぼ同じ7,071万5,000円を計上いたしました。また、武蔵藤沢駅

自由通路の壁面に設置しました有料の広告板の使用料126万円を

計上いたしました。

次に、20ページから21ページをお開きいただきたいと思います。

項２手数料、目７土木手数料、節１土木管理手数料は、公図及び

土地、家屋台帳の閲覧手数料と境界確定及び道路証明の証明手数

料でございます。前年度対比８万円減の84万8,000円を計上いた

しました。
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以上で歳入の説明を終わります。

続きまして、歳出について説明いたします。予算説明書の104ペ

ージから105ページをお開きいただきたいと思います。款８土木

費、項１土木管理費、目１土木総務費、大事業、職員給与費１億

8,173万7,000円は、道路管理課15人、営繕課６人の合計21人の人

件費であります。

目２地籍調査費138万6,000円は、過去に実施した国土調査成果

に地権者等から修正申し出が出た場合に行う測量委託料でありま

す。

項２道路橋りょう費、目１道路橋りょう総務費のうち、大事業、

道路台帳整備委託事業1,201万2,000円は、道路法第28条に基づく

道路台帳の更新、市道路線図の更新、公共用地境界データの整備、

システムの保守点検、また道路占用料にかかわる道路埋設物管理

データの更新、システムの保守点検の費用であります。

次に、106ページから107ページをお開きいただきたいと思いま

す。大事業、都市基準点測量委託事業315万円は、２級基準点を

６点設置するための測量費用です。この事業は、測量法第５条、

公共測量及び国土調査法第２条第１項第１号に基づく都市再生街

区基本調査により市内全域について基準点を設け、その成果から

道路等境界確定及び民家移転の分筆等の精度を高めるものであり

ます。

次に、大事業、道路・水路境界確定事業382万7,000円は、道路、

水路の官民境界を明確にするために境界確定測量等を行うための
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費用であります。

続きまして、目２道路橋りょう維持費の大事業、道路等維持管

理事業のうち、中事業、諸施設管理事業3,344万1,000円につきま

しては、入間市駅前広場、歩道橋、雨水排水ポンプ、武蔵藤沢駅

自由通路等の電気代、水道料、清掃委託料及び機械類の保守点検

など施設を維持管理するための維持管理費3,296万8,000円と豊岡

にあります「さんかくはし」の既存の信号機をドライバーが認識

しやすいようにするための諸工事費47万3,000円であります。な

お、前年度当初予算に比べ2,163万4,000円と大幅な増額となった

理由でありますが、武蔵藤沢駅自由通路が開通したことにより、

主に床等の清掃代や電気代、エレベーター、エスカレーターの保

守点検などが新たにふえたことによるものであります。

以上で説明を終わらさせていただきます。よろしくご審議くだ

さるようお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

宮岡治郎委員 18から19ページてす。款14使用料及び手数料、項１使用料、

目７土木使用料の中の先ほどの行政財産目的外使用料、これは武

蔵藤沢駅の広告塔の看板だったかと思うのですけれども、７基あ

りまして、今現在「広告主募集中、道路管理課」なんて書いてあ

りますけれども、あの応募状況はいかがでしょうか。

道路管理課長 武蔵藤沢駅の広告板の関係ですけれども、３月３日から募

集ということできょうからなのですけれども、締め切りが３月
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10日ということで、現在18社からの掲出申し出がございます。

宮岡治郎委員 ７基あるのですけれども、そのときは先着順なのですか。

それともある程度公序良俗と言ってはいけないかもしれないけれ

ども、取捨選択というか、審査するのですか、入間市のほうで。

道路管理課長 抽せんということで方式を決めておりますので、よろしく

お願いします。

以上です。

石田委員 武蔵藤沢駅の関係で、自由通路の中の清掃だとか、電気だとか、

エレベーターの保守管理等もあったのですが、それと同時に駅前

はこれには入っていないということなのでしょうか。その場合に

自由通路関係だけで全体としてかかる費用というのは幾らなので

しょうか。

道路管理課長 自由通路のみの清掃委託料関係でございまして、西口の駅

とか駅前広場は入ってございません。清掃業務につきましては、

清掃業務は年に652万円を現在予算化してございます。

以上です。

石田委員 その自由通路関係、電気だとか、エレベーターとか、それひっ

くるめると全体としてあそこのところで幾らかかるのかなと。そ

れを聞きたい。

道路管理課長 全体では、2,014万320円ということで予算化してございま

す。

以上です。

石田委員 これは前にもちょっとお話出たかと思うのですけれども、駅の
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清掃管理との関連は同じところが請け負っているような形になる

のですか。それともまるっきり別で発注なのでしょうか。

道路管理課長 当初駅のほうにお願いしようと思ったのですけれども、清

掃管理につきましては駅のほうでもできないということで、これ

は別途に自由通路の清掃管理につきましては、３社から見積もり

でやりたいということで予定してあります。

石田委員 その清掃の関係なのですけれども、具体的にどういう仕様とい

うか、なっているのでしょうか。例えば汚れた状態が丸一日放置

されているような状況になるのか、１日何回か規制があって行わ

れているのか、時間的にも例えば何時から何時だとか、そういう

細かい内容はどういう状況なのですか。

道路管理課長 現在、清掃の内容としましては１日１回です。

石田委員 １日１回。

道路管理課長 はい。床面積にして約625平方メートルなのですが、床面

のエレベーター、エスカレーター等のはき掃除が１点です。２点

目として、通路とか階段、エスカレーターの手すりのふき掃除、

これが２点目です。あと、３点目としまして、ごみ、空き缶、空

き瓶、その他嘔吐物とか汚された場合の収集、廃棄ということで、

その３点が１日１回ということで日常清掃にしております。それ

から、もう一点床洗浄ということで、１カ月に１回程度というこ

とで約550平方メートル、水または適宜洗剤を用いまして床面と

階段の洗浄を行うということで、当面２件ですか、毎日と月に１

度程度の清掃を考えております。
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以上です。

石田委員 わかりました。

委員長 ほかにありませんか。

金澤委員 この駅前の自由通路については、私も前回大分質疑させていた

だいたのですけれども、この清掃に関しては入札をされるという

ことでお伺いしているのですけれども、かなりの金額が下がると

いうことで私前回もお話ししたと思うのですけれども、これ補正

はいつされる予定ですか。

道路管理課長 清掃管理につきましては確かにかなり額が下がる予定なの

ですけれども、その補正につきましては早い時期に行いたいとい

うことで、調整をしまして補正をさせていただきたいと思います。

以上です。

金澤委員 よろしくお願いしたいと思います。

ちょっと戻りますけれども、先ほど宮岡委員もお話しされた例

の自由通路の広告の件なのですけれども、これに関しては１週間

のたしか応募期間で18社あったというのは大変喜ばしいことなの

ですけれども、これについては１年間の契約ですか。

道路管理課長 １年以内ということで要綱をつくってありまして、６カ月

程度にするか、１年にするかということで、１年以内をというこ

とで契約はしていきたいと考えております。

以上です。

金澤委員 特に18社あったということに関しては、それはどのようにお考

えなのですか。というのは、要するにあのいい立地条件、場所に
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対して広告代の設定が安かったのか、それは西武鉄道さんの敷地

内の他の広告に比較して割安だったのかどうか、そういう点につ

いて何か検討はされましたか。

道路管理課長 月額の使用料の関係だと思いますけれども、２社から情報

収集しまして、逆に高いほうを選定したということで、３万

1,500円ということで月使用料は決定させていただきました。

金澤委員 世知辛い話ですけれども、例えば６カ月で見直し、契約したそ

の後、それだけ要するに需要があるということであれば、では広

告料も多少もう少し、例えば４万円とか５万円とかということも

可能性としてないわけではないわけですよね、これ。そのような

ご検討はされる予定はありますか。

道路管理課長 確かに需要が多ければという考えもございますでしょうけ

れども、１年以内の１度契約ということで契約をしまして、また

その後状況を見ましてまたそれは見直しを行うのか、使用料訂正

するのは検討していきたいと思いますので、ご理解いただきたい

と思います。

金澤委員 よろしくお願いしたいと思います。

そして、あわせて今度は自由通路だけではなくて、駅前広場内

の広告については何かご検討されていますか。

道路管理課長 今駅前の広場につきましてはまだ施工中でございますけれ

ども、その看板といいますか、広告塔も今のところは考えてござ

いません、正直言いまして。

金澤委員 近隣含めて、多分他市の例も参考に、広告収入限られた歳入で
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すので、いろんな何か知恵はないかということで検討していただ

きたいと思いますので、何かあればどうぞ。

道路管理課長 失礼しました。駅前広場につきましては、県の広告の看板

の条例の関係で禁止されているそうなので、ちょっと広告看板に

ついては駅前の関係県の条例で違反ということでありますので、

またほかの面で対応できるものにつきましては検討させていただ

きますので、よろしくお願いします。

金澤委員 はい、ありがとうございました。

委員長 よろしいでしょうか。

ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、道路整備課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

道路整備課長 議案第38号 平成20年度入間市一般会計予算のうち、道路

整備課所管のものについてご説明申し上げます。

予算は、歳出のみであります。予算説明書の104、105ページを

お開きいただきたいと思います。款８土木費、項２道路橋りょう

費、目１道路橋りょう総務費のうち、大事業、職員給与費１億

4,172万円は、道路整備課職員18人の人件費です。前年度に比べ

減額予算となっているのは、維持担当の現業職員１名が定年退職

となり、再任用職員の配置を予定しております。その人件費につ
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いては、職員課の対応になるためであります。

次に、106、107ページをお開きください。大事業、事務費21万

5,000円は、道路整備課の事務的経費であります。

続きまして、目２道路橋りょう維持費のうち、大事業、道路等

維持管理事業、中事業、委託事業3,133万5,000円は、街路樹の剪

定や道路側溝及び調整池の清掃、草刈りなどの業務委託費であり

ます。次の中事業、直営事業2,820万6,000円は、道路整備課の職

員が行う道路等補修の原材料費が主なものであります。

次に、大事業、道路等緊急補修事業7,000万円は、市民等の通

報や要望等により道路等の補修をするための工事費であります。

続きまして、目３道路橋りょう新設改良費のうち、大事業、道

路改良事業、中事業、市道整備事業、小事業、道路整備事業１億

3,965万7,000円の内容につきましては、予算参考資料31ページに

記載されておりますのが主なものであります。上段の表より説明

いたします。委託料は、上藤沢・林・宮寺間新設道路の詳細設計

及び用地測量業務委託です。次に、工事請負費は、市道幹27号線

道路改良、市道Ｄ113号線道路整備、大規模団地内道路改修、バ

リアフリー対策工事です。土地購入費は、市道Ｂ543号線、Ｃ513号

線ほかの用地取得に伴う償還金であります。以上が道路整備事業

の主なものでありますが、武蔵藤沢駅自由通路等駅周辺整備が完

了したため、前年度に比べ大幅な減額予算となっております。

次に、予算説明書107ページに戻っていただきまして、小事業、

４メートル拡幅整備事業800万円は、小規模な拡幅整備事業に対
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応するための費用であります。

次に、予算説明書の109ページをお開きください。大事業、舗

装補修事業3,337万5,000円は、予算参考資料31、32ページをごら

んください。市道幹39号線、幹50号線、幹56号線の舗装補修工事

が主なものであります。

次に、予算説明書109ページに戻っていただきまして、大事業、

排水整備事業2,294万円は、民有地にある水路所有者の要望によ

りルート変更する必要が生じたため、ルート変更に関する業務を

委託するほか、道路、水路等の排水、改善するための小規模な工

事に対応するための費用です。

次に、大事業、道路整備事業857万9,000円は、予算参考資料32ペ

ージをお開きください。万年橋の上部工補修のための工事費です。

以上で説明を終わります。よろしくご審議くださいますようお

願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

宮岡治郎委員 今最後におっしゃった橋りょう整備事業の中の万年橋です

けれども、霞川の最も下流の部分かと思いますけれども、３つほ

ど橋がありますね、あの地域には。ちょっと３つぐらいあるので

すけれども、耐用年数というか、耐久性はどうなのですか。別に

新しく早く直せとかという意味ではなくて、今のまま風情があっ

ていいとは思うのですけれども、耐久性はどうなのですか。

道路整備課長 今のこの補修するのは万年橋と申しまして、これは蓮華院
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の前の通りの橋なのですけれども、これは昭和29年に施工された

橋なのです。それで、霞川の橋の長さ、川の幅からいいまして、

本来は橋脚を必要とするところのあれではないのです。ところが、

29年当時ですから、中に橋脚がありますし、相当古い橋なのです。

本来私どもとすればやりかえたいのやまやまなところなのですけ

れども、前後に家等の関係もございまして、やりかえるとなると、

工事費もそうですけれども、補償料もちょっと莫大で、かかるも

のですから、できるだけ現在の橋を補修して少しでも長く持たせ

ようという意味で、何年か前にこれ橋脚を補修させていただきま

した。それはやっぱりちょっとえぐれていまして、いろいろ危険

な状態だったので、橋脚は補修をさせていただきまして、今度は

上部のほうが、ちょっともう大分古いものですから、コンクリー

トがはがれて鉄筋が見えたり、幾らかそういうような部分もあり

ますので、それをモルタルつけたり、いろいろ吹きつけ等で補強

をして持たせていこうというふうな考えでいるところの工事でご

ざいます。

宮岡治郎委員 はい、ありがとうございました。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

石田委員 上藤沢・林・宮寺間の新設道路の関係で今回委託料で組んでい

ますけれども、1,009メートル、これ所沢との関係はどうなって

いるのですか。このうちのどのくらいの距離が所沢市分になって

いるのですか。
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道路整備課長 所沢市分が1,645メートルです。入間市分が1,009メートル

です。これは、いろんな工事とかいろんな関係、工事は別々に出

すと思いますけれども、測量委託とかそういう今までの業務委託

のほうの関係はこの比率で全部割ってやってございます。

以上です。

石田委員 そうしますと、入間市分が1,009メートルでこの金になると。

１億3,965万円という解釈で、所沢市は所沢市でまた別個にその

分かかっているということでよろしいですか。

道路整備課長 もちろんそれは所沢は所沢で発注し、これは入間市ですけ

れども、これ１億3,965万7,000円が全部このあれということでは

ありません。いろいろのものがまざっているということです。

以上です。

石田委員 そうしますと、この委託料の関係でこの道路の関係は幾らなの

ですか。

道路整備課長 1,102万5,000円が上藤沢の新設道路関係の委託料になりま

す。

石田委員 わかりました。

あと、工事請負費の関係で大規模団地内道路というの、これは

どこの団地で、どうしてこういった事業が必要になっているので

しょうか。

道路整備課長 これはどこという形ではなく、大規模団地の中を補修して

いこうという意味で予算しているのですけれども、今回はちょっ

と正直な話525万円で金額も少ないものですから、角鳳の中にち
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ょっとやりかけたのもありますから、それをちょっとやっていこ

うかなというふうに現在のところは考えております。

以上です。

石田委員 道路の幅員によっても違うのですけれども、525万円というと

どのくらいの長さでと考えているのですか。

道路整備課長 メートルはわからないですけれども、100メートルはでき

ないと思っているのですけれども、ちょっとやるものにもよると。

側溝直したりとか、もちろん舗装をはいだり、いろんな形で違っ

ていきますから、多分100メートル未満ということでご勘弁いた

だきたいと思います。

石田委員 あと、舗装の関係で幹56号上藤沢地内250メートルということ

なのですけれども、これでどこからどこまで大体、16号まで今回

で終わってしまうようなことになるのですか。

道路整備課長 ちょっとわかりづらいのですけれども、健康福祉センター

のところから19年度で少しやっているのです。200メートルぐら

い終わりまして、それから20年度は250メートルをやる予定です。

あともう一年度、21年度で一応補修が終わるかなという予定でご

ざいます。

石田委員 そうすると、あと同じぐらい残ってしまうということでよろし

いのかなと思うのですけれども、同時にちょっと市長もどこかで

ぼやいていたのですけれども、あそこに大きな運送会社ができて

大きい車が入ってきたので、これもかなり今度傷みが激しくなっ

てしょっちゅう補修するようになるのかなと思ったのですけれど
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も、そういった影響もある程度考えているのですか。

道路整備課長 考えているのは、それがどの程度の交通量なのか私もあれ

なのですけれども、一応２層打ちにしてある程度強くするという

ふうな形では考えております。

石田委員 ああいった特殊なものというか、特に大きい車がどんどん出入

りするような場合、例えば企業から寄附金だとか、そういうのを

いただくということはできないのでしょうか。

建設部長 法的にはちょっともらえないのですけれども、事前協議の段階

で、今回のアウトレットのところを見ていただくとわかるのです

けれども、国道から150メートルぐらいと思うのですけれども、

あそこの部分は本来は別に企業が負担しなくてはいけないわけで

はないのですけれども、協力していただけるということで、あそ

この16号から150メートルぐらいの新しい信号のところまではア

ウトレットのほうで対応していただくと。今回の、今度オークシ

ョン会場がちょっと絡むのですけれども、オークションのほうで

も事前協議の段階ではうちのほうでお願いをしているという段階

で、ただ強制はできませんので、ご協力をいただきたいというこ

とで強く事前協議の段階では申し上げているというのが現状でご

ざいます。

石田委員 確かにお願いの段階でしかないと思いますけれども、あそこに

少なくともアウトレットができてオークションができて、あの大

きな運送業ができているので、その間ぐらいは何とか16号から道

路をきちっと整備できればいいなとは思っております。



- 226 -

あとは、いつも聞いていて、今回も本会議でもちょっと部長に

我が会派のほうで聞いた内容なのですけれども、生活道路の関係

で現状は非常に深刻だということと、整備が必要なんだけれども、

ここ数年来は大体応急的な対策になってしまっているという状況

なので、いずれにしても今の状況だとだんだん老朽化してくるの

に追いつかない状況です。どんどんひび割れがひどくなっていっ

て。その辺でやっぱり抜本的な見直しを20年度ですべきではない

かと思いますが、そういった検討は20年度でできないものでしょ

うか。

道路整備課長 これちょっと私も何回か言わせてもらっていると思うので

すけれども、抜本的な見直しって現在はそれが全然追いついてい

ない状態ですから、抜本的な見直しをするということになると私

ども職員を何倍にふやしていただいて、予算もとてつもなく、こ

の程度の金額ではなく、とんでもない金額をいただかなければで

きないことだと思うのです。そういうふうな計画を立てても、私

らも何年か前に幹線だけは向こう何年間で全部やり終わるような

計画は立てたのですけれども、全然それに追いついていかないわ

けです。そうなりますと、結局その中でつく予算の金額で悪いと

ころからやっていくという形ですから、だからどうしてもなかな

か追いつかないで、抜本的な計画が立てようがないというのが私

どもの立場で、ちょっと答弁にならないかもしれないですけれど

も、そういうふうな形でございます。

石田委員 いずれにしろ、でもそうやって実際に現場を一番知っている人
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がそういう状況を放置していれば、それはいずれかは膨大なお金

が必要になるわけです。それで、補修が必要な最初の段階で整備

してしまうということを考えねば、だんだん、だんだんひどくな

って、路盤まで全部直さなくてはという事態になってくるのだろ

うと。そういった状況の中で、やっぱりどこかでそういった方向

で抜本的に現行体制そのものを考え直す必要があるのではないか

と思うのです。

建設部長 ちょっと総括のときにもお答えしたのですけれども、予算がこ

ういう状況がここ数年続いていると。私どもが総括のときはちょ

っとお答えしたのですけれども、道路についても福祉という考え

方も含んだ道路整備だということで、ハードの福祉だという言葉

を使わせていただいたのですけれども、数年前まで、10年以上前

まではハードの部分が非常に投資が多かったわけです。10年以上

前。ただ、現状では今この財政状況、また今度福祉のニーズとい

うのが非常に強くなっているということで、ハードからソフトへ

ということで、予算があれば先ほど課長が言ったように私どもは

要望しているつもりなのですけれども、ハードの部分の福祉に回

ってきていないというのが現状で、私どもはこれからも引き続き

この道路整備については要望はしていきます。ただ、ソフト面の

福祉が非常に強く、そこのあんばいというか、その辺で今現状で

はこういう状況になっております。要望は、していくつもりでい

ますので、よろしくお願いいたします。

石田委員 いずれにしろ区画整理は扇台等がまだこれから金かかりますけ
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れども、藤沢が終わり、狭山台ももう終盤になってきているので、

どこかで区画整理以外のところについても抜本的に改善を図る必

要があるのではないかということを主張しておきたいと思いま

す。

以上です。

野口委員 道路橋りょう維持改良費ということで説明、参考資料で31ペー

ジでバリアフリー対策で入間市駅周辺、これはバリアフリー法で

すか、あれに伴う、バリアフリー、特に歩道の改良ということで、

もしよろしかったらこの対象はどの地域、どのぐらい終わってい

るのかを聞きたいのですけれども。

道路整備課長 これは、道路管理課のほうで調査しまして、委員会を設け

ましてやったやつだったのですけれども、それで22年までに終わ

るような計画を立てているわけです。入間市駅周辺のこれは以前

つくったやつです。私らが今回やろうとして、ことしたまたま今

入間市駅のところ、バスの停留所のところをやらせていただいて

いるのですけれども、それに20年度も引き続きましてその近くを

やらせていただくと。基本的には、これは入間市駅周辺のバリア

フリーの計画を18年から22年ですか、そのときに計画をさせても

らったのが全部あるのですけれども、その中を順次やらせていた

だいているというようなことでございます。

野口委員 入間市駅周辺、具体的に地名というか、大体どこからどこまで

というか、本当真ん前だけではないでしょう。周辺ってどのぐら

い。ロータリーだけではないでしょう。
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道路整備課長 ちょっと案内図があるのですけれども、駅前広場と幹１号

線ですか、それからこれが前の役所の前の通りです、これが。こ

れが区画整理の中のまるぺ通りというのですか、その辺の間隔の、

この辺一帯をバリアフリーで直そうというふうな計画だそうで

す。

金澤委員 まず、建設部長にお聞きしたいのですけれども、いろいろと国

会のほうでは道路特定財源について触れられているのですけれど

も、入間市において道路特定財源の必要性含めて建設部長のご見

解をお伺いしたいと思うのですが。

建設部長 道路特定財源につきましては、影響額ということで、暫定ベー

スを含んで特定財源として６億2,360万8,000円ということで特定

財源を充てられています。この中で、道路関係、区画整理を除い

て道路関係、土木関係ですと２億8,000万円、これが特定財源で

ございます。この部分につきましては上乗せ分ということで、い

わゆるここで切れる分の数値でございます。したがいまして、こ

の２億8,000万円という大きい数字が今現在20年度予算でも数値

的には自動車取得税、それから地方道路譲与税、それから自動車

重量譲与税、この３つの特定財源が２億8,000万円という大きな

数字になっているものですから、土木費としてもこの数字が例え

ば本則課税になった場合大きな影響を受けると。この部分が穴が

あくという格好になりますので、ぜひこの辺につきましては例え

ば一般財源化するにしても地方の道路特定財源として何とか残し

ていただきたいなということが今現在の心境でございます。
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以上でございます。

金澤委員 はっきりとはおっしゃらないのですけれども、例えばそれが一

般財源化されたときにきちんとこの２億8,000万円が入間市に対

する土木費、道路関連として入ってくるという見込みはあります

か。

建設部長 今一番話題になっているのは軽油税なわけです。軽油税の部分

については、この地方道路譲与税の部分の一部ということで、こ

の部分が約4,256万円ということで、数字的にはガソリンを下げ

た場合の数値のその差額、ガソリンを引き下げるという、数字的

には4,250万円が充当になっておりますが、ほかの自動車重量譲

与税、それから自動車取得税の部分については非常に論議されて

いない部分で、これは特定財源は特定財源なのですけれども、こ

の部分が約２億3,000万円程度ございますので、この部分さえ確

保されれば、この4,200万円という数字は大きいのですけれども、

ガソリン税だけの部分を引き抜けば、こう言ってはなんですけれ

ども、大きな影響はないと思います。ただし、道路特定財源とし

て一括すると、ガソリン税を入れて一括すると先ほどの２億

8,000万円という大きい数字になりますので、かなりの事業がで

きなくなるというのが現状でございます。

金澤委員 それを受けてさらにお尋ねしたいのですが、先ほど言った暫定

税率、軽油の分の4,200万円を含めて、もしこれが入ってこない

となると入間市のそれこそ生活道路の道路整備含めて成り立たな

くなるというふうに理解してよろしいですか。
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建設部長 そのとおりだと思います。

金澤委員 わかりました。

では、ちょっと次に移らさせていただきたいと思います。まず、

予算書109ページ、順番が飛びます。109ページで橋りょう整備事

業で、先ほど他の委員からも出ましたが、万年橋の整備なのです

が、これは国や県の補助金についてはどうなっていますか。

道路整備課長 これは、補助金は一切ございません。

金澤委員 これ市の単独でなければいけないということで、予算はないか

ら非常に苦しい話だと思うのですけれども、今後この橋りょう維

持に関してどのような補修計画を立てられているのでしょうか。

教えてください。

建設部長 特にアメリカの橋りょう落下事故から、非常に国のほうも橋り

ょう関係につきましてはチェックが厳しくなっております。そう

いった中で、職員のほうもことしに入りまして研修等を受けまし

て、目視によるチェック、これを第１段階として進めてもらうよ

うに指示がございました。そういった中で、先ほど来ちょっとお

話があるのですけれども、もう既に30年、それから50年たってい

る橋が多くなってきておりまして、１度入間市では独自に、平成

13年にチェックをさせていただきました。これは、入間川と霞川

の水系のものだけでございました。その中でやはり今回出ている

万年橋、それから一番ひどかったのは向橋です。その上の橋でご

ざいました。こういった橋につきましても定期的にチェックをし

なければいけないことと、今度はもう少し詳細な診断をしなけれ
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ばならないということではございますので、計画的にこの部分に

ついても実施計画にのるように補修の関係も努力をしてまいりた

いと思ってございます。

金澤委員 ちょっとご答弁の中で研修を受けたのはことしという話があっ

たのですが、たしか去年だったと思うのですけれども、よろしい

ですね。去年でよろしいですよね。

建設部長 失礼しました。19年です。

金澤委員 それで、やっぱり計画、これ国及び埼玉県のほうではもう18年

度、19年度から点検作業には入っているわけなのですけれども、

入間市は若干おくれて今橋りょう整備の再スタートを切るという

ご決意だとお伺いしたのですが、具体的に今後計画を立てていき

たいというような話だと思うのですが、具体的にどのように、ど

れぐらいの割合で進めていかれるご決意ですか。

建設部長 先ほどちょっとお答えしたのですけれども、落下事故以前に、

平成13年に既に入間市は、目視によるチェックでございますけれ

ども、業者に発注をいたしまして、その状況を見ていただきまし

た。その中で今お話があった万年橋、向橋、これが非常にもう老

朽化しておるというような診断もいただきました。そういった中

で、その後アメリカの事故、それから国のほうの今度チェック項

目が入ったというような段階で、非常に早い段階では入間市は橋

の老朽化についてはチェックはしておったというような現状でご

ざいます。

したがいまして、これをどういうふうに今度は実施計画に生か
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していくかということでございますけれども、やはり橋を１本直

すにはきっと5,000万円単位から１億円以上の改修か改築が必要

では必要かと思います。そういった段階で、今回万年橋を実質的

には16年に橋脚を直して、それから今回20年に予算を計上してい

る上部の部分ということで、最低限三、四年は１つの橋を直すの

にかかっているというのが現状です。したがいまして、この実施

計画をのせていくのにまとめて橋を計画をできるかというとなか

なか難しいことだと思います。したがいまして、13年の結果、そ

れから今度始まるチェックを踏まえまして、なるべく30年から

50年たって経過をしている橋について実施計画をのせるような計

画ということで、全体計画というのは現実的には無理ではないか

なというふうに思っております。

金澤委員 ちょっと今の答弁の中で13年にチェックをしましたよとおっし

ゃられたのですが、その際にチェックをして、市内の約40本の橋

を検査しました。40本のうち緊急対策が必要だと判断されたのが

４本。ところが、その４本も実際には全く手つかずで来てしまっ

て、それ以外の万年橋が急に今傷んだということで16年と今回で

すか、直す形になったというのが現状だと思うのです。私がお話

ししたいのは、お聞きしたいのは、確かに入間川系と霞川系はチ

ェックは13年にされました。ところが、実際には入間市には不老

川、林川という１級河川があります。これについては、過去いつ

チェックされていますか。

建設部長 私は、その資料を持ち合わせておりませんけれども、恐らくチ
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ェックをしていないのではないかなというふうに思っておりま

す。ただ、橋の長さ、橋長15メートル、国のほうは15メートル以

上を主にチェックしていくという話なので、不老川については全

体のうちで15メートル以上が２橋になっております。それから、

入間川が２橋、それから霞川が29橋という非常に多い数字になっ

ております。入間市の特徴として３本大きな川が流れているとい

うことで、いずれにいたしましても大きい川のほう、橋長が長い

ほうの橋から対応していったということが現状ではなかろうかな

と思っています。今後職員のほうのチェックも含めて、不老川も

含めてチェックをしていきたいなというふうに思っております。

以上でございます。

金澤委員 そこで、先ほど私がお聞きしたので、部長の答弁で補修計画は

なかなか立てられないのだというようなお話が、予算的なことも

あってご答弁されたと思うのですが、あくまでも先ほど私がお話

ししたのは、要するに全くずっともう10年、20年見ていない、チ

ェックもしていない不老川系の橋も含めて、最初の監査的な目視

によるチェック、このチェック計画はいつまで、どのように立て

られるのかというふうにお聞きしたのです。

建設部長 失礼しました。チェックにつきましては、今年度から５年間の

間隔ぐらいはあけて、いや、チェックはするのです。チェックは

しますけれども、５年ごとに１回ぐらいのチェックが必要ではな

かろうかなというふうに考えております。ただ、橋の数が入間市

は、先ほどお話ししましたとおり非常に多いのです、地形の関係
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から。したがいまして、不老川を含めて全体で182橋ございます

ので、どのようなチェックをしていくか。これが１年間でできる

かどうか心配なのですけれども、それはやはりやらなくてはなら

ないのかなということが今の心境でございます。

以上でございます。

金澤委員 では、確認なのですが、この182橋については大変だけれども、

20年度いっぱいであくまでも目視による簡易テストは終了させて

いきたいというご決意でよろしいですね。

建設部長 これは、国のほうでそういう指示もあると聞いておりますので、

それに合わせてやらなければならないというふうに思っておりま

す。

以上です。

金澤委員 そこで、この橋りょうに関しては国のほうでもこの長寿命化の

修繕計画を策定するに当たっては事業費の補助をしますよという

制度があるというふうに理解しているのですが、その活用につい

てはどのようにされるご予定ですか。

建設部長 詳細については、ちょっとわからない部分もあるのですけれど

も、改修という段階で補助がどの程度つくかというものは、ちょ

っと今のところ私つかんでいないのですが、改築というか、全体

の橋をかえてしまうということならばつくのではないか。ちょっ

とその辺まだ勉強不足で申しわけありません。

金澤委員 あくまでも私がお話しした計画をチェックする、計画を策定す

るのに、計画策定に補助金が２分の１つく制度なのです。ですか
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ら、これをしっかりと使っていただきたいなというふうに思うの

ですけれども、いかがでしょうか。

建設部長 今のは計画というか、実施計画ではないのですけれども、実施

計画的な計画のお話だと思うのですけれども、検査、チェックは

今年度中にぜひやりたいと。ただ、その後の182橋をどういうふ

うに改修していくかという計画は財政計画とも整合しないとつく

れませんので、今の段階ではちょっとはっきりはお答えできない

部分がございますので、よろしくお願いいたします。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

ここで暫時休憩いたします。

午後 ２時５０分 休憩

午後 ３時００分 再開

委員長 会議を再開いたします。

次に、都市計画課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

都市計画課長 それでは、都市計画課所管分の主なものについて説明いた

します。

歳入につきましては、特に必要とする説明はありませんので、

歳出のほうからさせていただきます。一般会計予算説明書の108ペ
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ージから109ページをお開きいただきたいと思います。款８土木

費、項３都市計画費、目１都市計画総務費のうち、大事業、報酬、

中小事業、都市計画審議会委員報酬の27万5,000円につきまして

は都市計画審議会の３回分の報酬でございます。同じく大事業、

職員給与費、中小事業、一般職給与３億1,435万2,000円につきま

しては都市計画課次長を含む８名、建築指導課15名、みどりの課、

参事を含む15名、合計38名分の人件費でございます。

同じく大中事業、都市計画基本図事業、小事業、都市計画情報

システム修正事業の100万円につきましては、土地利用状況の変

化に伴いまして、最新の情報、データに更新するものでございま

す。

次に、予算説明書110ページから111ページになります。参考資

料につきましては32ページでございます。目２街路事業費、大事

業、都市計画道路整備事業のうち安川新道線整備事業の1,117万

2,000円につきましては、事業着手に向けて基準点測量、路線測

量、用地測量を実施するものでございます。延長につきましては、

約280メートルを計画してございます。同じく中小事業、久保稲

荷線整備事業の１億7,180万2,000円につきましては、平成17年度

設定の債務負担行為により取得した用地につきまして、入間市土

地開発公社へ支払う償還金でございます。同じく中小事業、中神

狭山台線整備事業の801万3,000円につきましては、狭山台土地区

画整理事業区域界から都市計画道路の金子坂線までの約111メー

トルの区間につきまして、事業着手に向けて土地の評価、建物調
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査、道路設計を実施するものでございます。同じく中小事業、馬

頭坂線整備事業の110万3,000円につきましては、財務省から借用

する予定の擁壁及び右折車線設置部分の用地を確定するため、測

量及び分筆図作成等を行うものでございます。

最後に、予算説明書112ページから113ページでございます。目

５下水道費、大事業、下水道事業特別会計繰出金９億7,600万円

につきましては、一般会計から下水道事業特別会計への繰出金で

ございます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りま

すようお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 都市計画道路の関係でちょっとお聞きしたいのは、都市計画道

路が実態としてはもう既に完成してしまっているものがありま

す。三ケ島何線とかいう道路だとか、国道463号のバイパスにな

ってしまったり、たしか463号のほうも別の名前がついていると

かあるのではないですか。そういったものについては、ずっと都

市計画決定したら永久にいくものなのですか。一定程度完成した

ら、もうそれは国道なら国道に譲ってしまって都市計画決定とい

うのはそこから解除してもいいのではないかという感じがするの

ですけれども。

都市計画課長 都市計画決定は、都市施設ということで道路とか公園とか

いろいろ、河川なんかもそうなのですけれども、都市計画の施設
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として将来的に決めたものでございまして、都市計画決定したも

のについて、あとは都市計画事業でやる事業もございますし、

463号なんかは多分道路事業のほうで、そちらのほうの補助金で

やっていますから、463号のバイパスみたいなことで実際の整備

はしているのですけれども、だから都市計画道路としての名前そ

のものは永久的に廃止しない限りは残るというか、そういうふう

な部類のものだと思います。

石田委員 もともと指定したものだから、いずれは指定そのものを解除す

ることはできないのですか。463号なら463号のバイパスに関して。

都市計画課長 都市計画法に基づいた都市施設として計画決定ということ

でいわゆる土地利用の方向づけをしてあるものですから、それは

その道路をなくすとか、そういうふうなことがない限りは都市計

画としての道路としての決定は廃止できない。ただ、ここで長期

未整備の関係で見直しをして、入間市でも３本対象になって、安

川につきましてはここで３月に変更するというようなことで今進

めているのですが、あと残り高倉黒須新道線と鍵山新道線、これ

につきましては交通量調査等を実施しまして、現在の道でも十分

都市計画道路として整備しなくても足りるというようなことで、

これから地元のほうで説明会等を開いて廃止というふうなこと

で、その辺のところについては、そういうふうな事情があればそ

ういうふうなおっしゃられるような結果にはなると思うのですけ

れども、ただ単純にでき上がってしまったから廃止ということは

ないと思います。
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石田委員 私は、一定程度都市計画決定して、それは一定の規制を行って、

どうしてもそこは将来50年、100年かかっても道路として整備し

ていくのだと。463号バイパスみたいな形で現実的にもでき上が

ってきてしまえば、それはもうそれで廃止してもいいのではない

ですか。廃止できないということなのですか。

都市計画課長 ちょっと同じような答えになってしまうかもしれないので

すけれども、ただ廃止するとしたらどういう意味で廃止をするの

か。ただ、管理は当然都市計画事業でつくろうが何しようが道路

法に基づいたことで管理なんかするわけなのですけれども、いわ

ゆる都市計画法に基づいた都市施設ということの道路ということ

で計画決定してございますから、これはだからわざわざそこでそ

のものを消す必要も出てこない。都市計画法的に現実にある道路

を都市計画道路として廃止しましょうというのは、そういうよう

なのはあり得るのかどうなのか、ちょっと勉強不足というかあれ

なのですけれども、そんなことしかちょっと申し上げられないで

すが。

石田委員 例えばその463号のバイパスのところの場合、三ケ島何とか道

路と都市計画してあったのです。それがずれたりなんかしたので

す、463号ができてくる段階で。それを調整してまた変更になっ

たりして、いろいろあったのですけれども、それも変更や何かす

べてあって、最終的には全部でき上がってしまったと。するとも

う都市計画決定そのものは全部終わってしまったと私は解釈した

のですけれども、無駄に残すことはないので、都市計画道路とし
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てあったからと余分に国からの管理費が来るとか、そういうこと

はないわけですよね、もちろん。国で管理しているのですから。

それだったらそれは私は廃止したほうがいいのではないかなと。

しかも、名前がそのまま残っていますと、現場が全部463号のバ

イパスになっているのに昔の都市計画道路の名前が出てくるわけ

です。そういった意味では必要ないのか。いずれにしても検討し

てみていただきたいと思うのです。

あと、もう一点お聞きしたいことは、安川道路で今回都市計画

一部変更しました、道路。その中でケーヨーデイツーと、あれは

日本ハムかな、あそこの道路の南側なのですけれども、歩道がな

くて非常に危ないのですけれども、あそこいらは例えば20年度で

もって地権者にお願いして、一部例えば歩道のような形であけて

もらうような交渉というのはできないのでしょうか。

都市計画課長 犬猫病院ができたのですけれども、そこの向かい側のお茶

畑のちょっと残っていたところがあるのですが、そこにつきまし

てはその病院のほうで駐車場というようなことで借りたのだと、

詳しくは調べていないですが、現地のほうでも、議会のほうでも

一般質問出たものですから、借りるか……買うというのはなかな

か難しいので、貸してもらうようなことはできないかなと言った

ら、たまたまそんなようなことで土地利用されて、道路と同じよ

うな歩道になっていますので、通行には支障がないような。あと、

ジャパンのところにつきましても、あそこは用地買収させていた

だいたのですけれども、これ２月27日に看板がとれまして、障害
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物がなくなって通行できるようになってございます。

以上です。

野口委員 今も出た安川新道線の見直し、これによって、現道利用するこ

とによってどのぐらい費用が削減というか、どのぐらいかかった

ものがどのぐらいで、見込みだけで億単位で結構ですが。

都市計画課長 軽減額でございますけれども、大ざっぱに言って９億円減

額、現道を生かすというようなことで。

金澤委員 まず、石田委員から先に出てしまったので、私からもお聞きし

たいのですが、先ほど言った畑のちょっとだけ残った、茶畑が残

っていて歩道が確保されなかったのです。あそこは、実はプルミ

エールマンションの南側にあるあたりの子供たちが北小に行くの

にあそこが、あのわずか10メートルちょっとが歩道がないという

ことで、道路へ出るということで、のぐち病院の交差点のほうま

でわざわざ行って、横断歩道を渡っていかなければいけないとい

うことで非常に遠回りになって、しかもあの交差点付近は危険だ

ということで遠回りしているのですけれども、その部分を歩道整

備して通学路としてきちんと使えるようにしていただけるという

ことですか。

都市計画課長 安川通り線は結構長い距離がございまして、今までも説明

させてもらっているのですけれども、１期工事としましては上藤

沢の郵便局から中学校の入り口の信号まで、そこも当面、24年に

工事ということで、今回も予算をお願いしまして測量等をやらせ

てもらうわけなのですけれども、だからそれよりちょっとまだ先



- 243 -

になるのです。現地のほうを確認させてもらったのですけれども、

そこはたまたま、さっき申し上げたのですけれども、病院さんの

ほうの、民間の土地利用の関係で道路とは平らというようなこと

で、そんなふうなことなので、普通ただ人が通る分には支障ない

程度の空間というのはあいているので、我々のほうとしてもよか

ったなというようなことで、今そんな段階でございまして、だか

らちょっとまだそこ用地買収というようなことまでは今のところ

は考えていないのですけれども。

金澤委員 私言ったのはきちんとそれこそガードレールつけてとか、そこ

までの整備ではなくて、外側線を引いていただいて、学校が通学

路として認められますねと言っていただけるレベルで結構なので

すけれども、そういう処置というのはしていただけないものです

か。

建設部長 １度話として出たことがあるのですけれども、単管等で、道路

沿いと畑の間に単管等を打てないかなという話が出たのですけれ

ども、やっぱり土地利用する人がその単管を打つことによって利

用がちょっとしづらくなるという話がありまして、それで立ち消

えになってしまっている経緯がございます。ですから、その部分

について今言った単管等を打てないかどうか、これをもう一度検

討してみて、道路とその歩く、歩道ではないのですけれども、そ

の畑と間ぐらいをそういった確保はできないか、もう一度ちょっ

と検討させていただければと思います。

以上です。
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金澤委員 ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。

それで、次に先ほどの概要の15、16ページで下水道事業特別会

計繰出金なのですが、多少減額されているのですけれども、下水

道事業自体がこれから維持管理の時代に変わってくるという方針

転換がされている中で、この繰出金について今後変更、見直しと

いうのはあるものなのですか。

建設部長 今回2,400万円ぐらい減らされているわけですが、これはまた

人が減らされまして、その分相当を減額するということで10億円

を切られたわけです。今後は10億円を基準にして、20年、21年が

一応10億円、それから21年以降２年ごとに5,000万円ずつ減らし

ていって一般会計のほうの負担軽減、それから使用料の値上げも

させていただきましたので、その中で維持補修のほうに取り組ん

でいきたいと、そういうふうに思っております。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、建築指導課所管のものの審査に入るわけですが、その前

に建設部長より予算についての報告とお願いをしたいという旨の

申し出がありますので、これを許します。

建設部長 済みません。１点だけ報告をさせていただきます。

建築指導課長の説明の前に、今回提案予算の１件について報告

を申し上げます。事項別明細書108ページから109ページをお開き
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願いたいと思います。その中に計上の大事業、指定道路台帳等整

備事業2,999万9,000円につきましては、建築基準法の施行規則の

一部改正に伴いまして必要額を計上いたしているところでござい

ます。これは、法定処理といたしまして台帳等の整備を位置づけ

るということで法定処理となっております。近隣市においても、

おおむね大体20年度には当初予算を計上しているのが現状でござ

います。

そういった中で、未確定な情報でございますけれども、その業

務処理を任意とすると、いわゆる法定としないという条文が入り

ましたので、２月28日に入手できました。したがいまして、これ

によれば業務内容、この中で後ほど説明申し上げますけれども、

調書、台帳等の整備は必要なものの、国にあってはそれを強制し

ないと。また改めて建築基準法の施行規則の新たな一部改正をす

るという予定が、４月の中旬になされるということを聞いており

ます。したがいまして、これは入間市を含めた多くの特定及び限

定特定行政庁の国交省の当初の改正規則に疑問が反映されたこと

だと思いますけれども、具体的な対応は現在未定でございますけ

れども、報告だけさせていただきます。

以上でございます。

委員長 それでは、改めまして建築指導課所管のものについて説明を求

めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明
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建築指導課長 平成20年度入間市一般会計予算案のうち、建築指導課所管

のものについて予算説明書によりましてご説明申し上げます。

まず、歳入でございますが、予算説明書の20、21ページをごら

んいただきたいと思います。款14使用料及び手数料、項２手数料、

目７土木手数料、節、都市計画手数料996万4,000円のうち建築指

導課所管の主なものをご説明いたします。まず、建築確認等申請

手数料216万8,000円につきましては、建築確認申請、完了検査、

計画変更申請等の手数料でございます。これにつきましては、本

年度実績等を踏まえまして今後申請件数の増加が見込まれないた

めに前年度当初対比で97万3,000円の減額で計上いたしました。

次に、開発行為許可等申請手数料647万9,000円につきましては、

開発許可申請、建築許可申請、適合証明等の手数料で、前年度対

比で14万4,000円の減額で計上いたしました。次に、道路位置指

定申請手数料40万円は、前年度と同額で計上いたしました。次に、

屋外広告物許可等審査手数料68万2,000円は屋外広告物許可審査、

許可期間、更新審査手数料ですが、前年度対比３万9,000円の減

額で計上いたしました。

以上で歳入の説明を終わります。

続きまして、歳出でございますが、予算説明書108、109ページ

をごらんください。款８土木費、項３都市計画費、目１都市計画

総務費、大事業、建築確認支援システム推進事業の159万7,000円

は、建築行政の迅速かつ的確な事務を行うため、業務委託料及び

機械借上料でございます。
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大事業、建築物耐震改修促進計画策定事業の346万5,000円は、

これは新規の事業でございまして、建築物の耐震改修の促進に関

する法律に基づきまして、大地震により想定される被害の拡大を

未然に防ぐため、市内にある建築物の耐震診断及び耐震改修に係

る取り組みの方針、円滑な避難の支障となる建築物の把握、耐震

化を促進するための施策の検討等耐震化に係る基本的な方針を策

定するものでございます。

次に、大事業、市道拡幅整備事業の3,913万3,000円は、入間市

道路拡幅整備要綱に基づく道路後退用地の整備に必要な物件等の

補償、補てん費等に係る費用及び公共嘱託登記に係る委託料等で

ございます。

大事業、建築行政ＯＡ化推進事業の287万7,000円は、事務の効

率化を図るべく、ＯＡ化に係る入力業務の委託と機器の借上料等

が主なものでございます。

次に、大事業の指定道路台帳整備事業の2,999万9,000円は、冒

頭部長のほうから説明がありましたように、建築基準法の規則の

改正に伴いまして、道路情報の適正化、明確化、客観化のため、

その要件を満たす道路台帳の整備に係る経費を新たに計上するも

のでございます。内容に関しましては、先ほど冒頭も説明があり

ましたように、今回規則改正等が見込まれまして、今月いっぱい

ぐらいパブリックコメントがかかるのですけれども、４月の中旬

に順調にいけばそういう義務化がなくなるということで告示され

る予定でございます。
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以上、建築指導課所管の予算説明を終わります。よろしくご審

議のほどお願いいたします。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

野口委員 109ページの建築物耐震改修促進計画策定事業、これは計画策

定は委託ですか。まずその辺を。

建築指導課長 業務委託を予定しております。

野口委員 この耐震診断とか耐震化取り組み方針、これがはっきり言って

入間市がどのぐらいお金を出せるかというような施策の内容に絡

むと思うのですけれども、委託という場合何を決めてもらうので

すか。それちょっとざくっとした質疑ですけれども、どういうも

のを決めてもらうのですか。

建築指導課長 市内にある建築物の耐震化の方針であるとか、支障のある

建築物の位置を把握するであるとか、避難上支障になるような道

路がどこであるとか、あるいは耐震化を促進するための補助金等

も含めたそういう施策の内容を検討するものでございます。

野口委員 そういった避難に支障がある建物でしたか、もしくは道路、こ

れ入間市をよく知っている職員の方というか、知っていると思う

し、補助金絡みは当然職員が勉強しないといけないことだし、

300万円も出して委託するというのが何かわからない。つまり最

終的には、市長がお金幾ら出せるかによって耐震診断をどのよう

に普及させるかとか、耐震工事をどのようにするか、市民に啓発

するかという問題になるわけです。だから、300万円という意味
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がわからない。今言った３つのことについては職員がよくわかっ

ていると思うのですけれども、その委託する趣旨というか、必要

性というのはどういうことなのですか。

建築指導課長 一応すべての業務内容に関しまして委託によって作成する

ことは考えておりませんで、内部の検討等におきまして耐震化の

方針や市の方向性等に関しましては庁内検討委員会等で、職員で

検討していく予定でございますけれども、その他資料収集を初め

といたしまして、一つの報告書を作成するために必要な情報の収

集であるとかコンサルタントの能力を十分に活用する部分も含め

まして、そちらのほうを委託も一緒にやるという形でございます。

野口委員 何かこれから難しいというか、何か構想をしないといけないと

いう面では専門家の力をかりたほうがいいと思うのだけれども、

その辺にたけたもち屋はもち屋というか。しかし、耐震というこ

とに関しては、１級建築士さんもいっぱいいらっしゃるし、やる

ことは多分ほとんど決まっていると思うし、300万円ちょっとと

いうような気持ちするのです。繰り返してあれなのですけれども、

この300万円全部使い切る予定ですか。それだけ聞いて終わりに

します。

建築指導課長 全部使い切るといいますか、設計委託を出す段階では仕様

書等をつくりまして、金額を定めて入札をするような形になると

思いますので、その中でどこまで今回発注の中で見るかというの

をまた今後検討していきたいと思いますけれども、そういう状況

でございます。
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以上です。

委員長 ほかにありませんか。

石田委員 建築確認申請の市で受け付けているのと民間との関係は、20年

度、19年度もあわせてですけれども、どんな状況に変わってきて

いるのでしょう。

建築指導課長 昨年あたりで７割くらいが民間のほうにシフトしている状

況でございます。それで、本年度も昨年当初、今回当初に比較い

たしましてかなりの件数が、行政で行う件数が減少しているとい

うこともありましたので、補正で今年度についても130万円ほど

の減額をしております。それと、ご存じかと思うのですけれども、

この法改正に伴う建築確認の遅延化といいますか、そういうもの

の影響もあるのではないかと思っています。

以上です。

石田委員 実際今年度の予算というのは、これ何件を見ているのですか。

建築指導課長 単純にその予算、建築面積等によりまして、それから完了

検査とか申請の量によりまして金額が違いますので、単純に件数

というわけにはいかないのですけれども、建築ですと……建築確

認で84件を見込んでございます。

以上です。

石田委員 84件というのは、では実際には市内のうちの３割ぐらいだとい

うことで、残りの７割は民間にいっているという解釈でよろしい

のですか。

建築指導課長 民間動向に関してはまだ若干未定の部分もあるのですけれ
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ども、今年度の実績を踏まえて件数を選定しておりますので、申

請は建築主さんというか、申請者のほうの判断なので、多分でも

大きな変化はないのではないかと思っております。

石田委員 それと、昨年の建築基準法の改正で、今時々テレビをにぎわせ

ている遅延化の問題、許可がおりるまで相当の期間がかかってい

るというのですけれども、これは市のほうの出されたものだとど

のぐらいかかって、民間だとどのくらいの状況なのでしょうか。

つかんでいる範囲で結構です。

建築指導課長 具体的に数字をおさめた例はないのですけれども、当初６

月に法改正がなされまして、その後二、三カ月の間はかなりお互

いになれていないという状況の中で申請件数が激減していること

は確かです。その問題を補完するために、本来直接確認申請を出

すのですけれども、事前審査制度というのを利用いたしまして、

あらかじめ建築確認の概要に関して事前審査をした上で補整等が

ないような状態で新規に申請していただくような形をとっており

ます。これは今後もしばらく多分続くのではないかと思うのです

けれども、そういう中で実際の申請から確認までの件数というも

のに関してはほとんどもう１週間以内で市で処分するものについ

ては動いておりますけれども、その前の事前相談に関して申請者

のノウハウ、能力の問題等もありまして、長い方では３週間ぐら

いかかって、普通の方であれば１週間ぐらいで終わるような、そ

んなふうな形になっているとは思うのですけれども。

以上です。
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石田委員 これは民間の場合には事前審査なんてないのではないかと思う

のですけれども、これはどうなんでしょう。最終的に処理された

書類が来ますよね、市のほうにも。それを見れば一定の期間わか

るわけですね。

建築指導課長 改正当初に関しましては、申請に基づくものを事前審査を

すると民間でそういうことをやること自体が問題になるというこ

とで、国のほうからの通達というか、指導等もありましたので、

多分そういう形ではなかったと思うのですけれども、今円滑化の

動きがありまして、これ以上遅延行為してはいけないということ

で、その事前相談等も含めて今積極的に利用しているのが現状で

ございます。

石田委員 状況は大体わかりましたけれども、少なくても一般の家庭で新

築するような木造２階等についてはスムーズにおりるようになっ

たというふうに解釈してよろしいですか。

建築指導課長 そのとおりでございます。

石田委員 では、結構です。

委員長 ほかにありませんか。

金澤委員 まず、歳入で屋外広告物の予算説明書21ページですけれども、

これ法改正で県から移譲されたと思うのですけれども、１年たっ

てどのような状況になっているでしょうか。

建築指導課長 ことしちょうど１年目になるのですけれども、ふなれなも

ので、最初の段階ではかなり相談等といいますか、窓口等で相談

をするような形になっていたのですけれども、最近は大分なれて
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きたということで円滑に事務のほうは進めさせていただいていま

す。

金澤委員 例えば市民の間から、あれはちゃんと払っているのかいなんて

いう、そういうような電話等が入ったりというのはしないですか。

建築指導課長 そういうものはありません。

金澤委員 では、歳出のうち109ページなのですが、先ほど野口委員もお

話しされたとおり、建築物耐震改修促進計画策定事業で、これは

あくまでも基本方針の策定ですよね。ということであれば、もう

先行している自治体で幾つも参考になる資料あるわけです。特別

に入間市は、何か補助メニューで他市にないような目新しいのや

ろうなんていう計画はないわけです。ということであるならば、

基本的に庁舎内で防災、防犯含め、道路と協力してきちんとした

ものは十分できるのではないのですか。改めてコンサル等に出し

て外部にお金を払う必要ないのではないかと思うのですが、改め

てちょっと答弁していただきたいのですけれども。

建築指導課長 コンサルタント委託ということに関しましては、職員でで

きないノウハウの部分に関して十分情報をいただいて、よりいい

ものをつくるように協議していきたいと思っているのですけれど

も、内部の職員でできないかというご指摘なのですけれども、最

近いろんな企画課等が行っている中でも職員を中心としてそうい

う業務を行っていることも確かにあるのはわかっているのですけ

れども、それに要する時間であるとか経費であるとかいうものも、

職員も時間を使ってつくっていくわけなので、必ずそれでよりい
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いものができればいいのでしょうけれども、その辺のバランスを

考えまして一部コンサルに委託していろんな情報をいただきなが

ら、入間市についても今回これも初めての作成の業務でございま

すので、そういうところも含めて検討していきたいと思っており

ます。

ちなみに近隣市の状況も含めまして、狭山市さん等でも皆委託

という、委託がいいのかどうかというのですけれども、一応狭山

市も、上尾市とか、秩父市とか、そういうところも皆委託で今や

っていますので、現在ここで耐震改修促進計画が、県が昨年つく

りまして、ことしから市町村レベルに落ちてきているのですけれ

ども、私のほうで把握している中では市町村の職員だけでこの市

町村耐震改修促進計画をつくっているという事例は今のところち

ょっとまだ確認していないのですけれども。

以上です。

金澤委員 これ以上は繰り返しなので、お話ししませんけれども、やっぱ

りもうインターネットでいろんなところの自治体の資料が手に入

る時代ですので、無理にそれほどコンサルに頼んだからといって

目新しい話が出てくるような内容ではないと私正直言って思って

います。それよりも実際には、先ほど避難経路の問題、避難場所

の問題については、よくわかっているのはこれ地元の自治会さん

です。ですから、外部に頼むのではなくてもっと地元の自治会と

連携をして、しっかりと今指定している避難場所に無理がないか

とか、避難経路は本当に大丈夫かとか、そういうようなほうにも
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っとちょっと予算を使っていただけたらなというふうに、これは

要望にとどめたいというふうに思います。

続きまして、指定道路台帳等整備事業なのですが、これは私も

ちょっとかなり疑問に思っていまして、いろいろと話もさせてい

ただきました。その中でどうなのかなと思ったら、先ほど部長の

お話でこれは任意になるので、任意の話だったのですが、入間市

において任意になったというもし方針が決まった時点で、それで

入間市においてはこの指定道路台帳等整備事業についてはどのよ

うになるというふうにお考えですか。

建設部長 事前に調査していく中でもちょっとおわかりになった部分があ

ろうかと思いますけれども、直接市民に対してメリットがあるの

かということが非常にこの指定台帳の制度については特定行政

庁、全部の行政庁が非常に疑問に思っている作業でございました。

そういった中で入間市でも、これはどうなのかなと疑問を持ちな

がら、ただ法的に整備、法的に設置しなくてはいけないというよ

うなしなければならない規定だったものですから、今回予算もご

提案差し上げたところなのですけれども、先ほどのとおり市民の

メリットが非常に少ないということなので、この金額全体につい

ては減額をしていきたいという方向で、私どもはもう既に企画の

ほうにはお話ししたのですけれども、先ほどの道路の整備ではな

いのですけれども、道路整備のほうの予算としてつけていただき

たいということはもうお願いしてあるのが現状でございます。

以上です。



- 256 -

金澤委員 結局指定道路台帳等整備事業でこれ何するかといったら、入間

市の道路すべてに私道も含めて色をつけて、業者さんが買いやす

くするというだけの話なのですよね、極論からいうと。こんな意

味のないことに何でそんなお金かけるのかというのは、というこ

とはでも裏を返すとこれが法定の事務であればもう、入間市では

かなり台帳の整備が、紙台帳での整備が進んでいるので、そこま

でＯＡ化する意味がないとわかっていてもやっぱりこのお金はか

けなければいけなかったということでよろしいのですか。

建設部長 成果品そのものが特定されていますので、それに合わせた作業

というのが今の私どもの道路図に落とした部分だけでは済まない

という作業がもう大半でございますので、現実的には今の道路図

で生きるわけですけれども、それを成果品として国の指定する汎

用でつくるには大変な作業があるということで今回予算計上をし

ているものでございます。

以上です。

金澤委員 最後になりますけれども、入間市として今回のこの指定道路台

帳等整備事業については、入間市はもうきちんとできているのだ

から必要ないのではないかというようなことを県や国に対して意

見を述べられたような場というのはあったのですか。

建設部長 これはさっき私も説明のほうでも触れましたけれども、入間市

を含めた特定または限定特定行政庁のほうで説明会、それからそ

ういう懇談会、研修会があったときには、もう非常に疑問という

ことでかなりの数値が、パブリックコメントではないのですけれ
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ども、おかしいということで上げた結果がこうなったのではない

かなというふうに理解しております。

委員長 よろしいですか。

金澤委員 はい。

委員長 ほかにございますか。よろしいですか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

次に、営繕課所管のものについて説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

営繕課長 平成20年度入間市一般会計予算のうち、営繕課所管のものにつ

いて予算説明書によりご説明いたします。

まず、18、19ページをごらん願います。款14使用料及び手数料、

項１使用料、目７土木使用料、節２住宅使用料、説明欄、公営住

宅使用料7,526万6,000円につきましては、市で管理しております

21団地460戸の使用料でございます。同じく説明欄、市営住宅駐

車場使用料327万6,000円につきましては、富士見台団地ほか３団

地に設置してあります駐車場の使用料でございます。

続きまして、28、29ページをごらん願います。款16県支出金、

項３県委託金、目７土木費委託金、節２住宅費委託金、説明欄、

住生活総合調査委託金16万円でございますけれども、これは国が

５年ごとに実施している調査でございまして、国から県が委託を

受けまして、埼玉県から再委託をされるものでございます。この
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調査の内容につきましては、住宅や居住世帯の状況、家賃等の負

担感、または住宅の購入や増改築計画、住環境に関する評価など

住宅に関する意識や意向の分析を行うことにより、住宅施策の展

開を図る上で基礎資料とするために行われる調査でございます。

同じページでございます。款17財産収入、項１財産運用収入、

目１財産貸付収入、節１土地建物貸付収入、説明欄、土地貸付料

1,214万円のうち当課所管のものにつきましては81万8,000円でご

ざいまして、山崎団地674.52平方メートルの土地貸し付けに係る

ものでございます。

続きまして、32、33ページをごらん願います。款21諸収入、項

５雑入、目１雑入、節１雑入、説明欄、土地転貸料（南台団地外

１団地）129万6,000円は、南台団地544.4平方メートル、中原団

地110.54平方メートルの土地の転貸に係るものでございます。

歳入につきましては以上でございます。

続きまして、歳出についてご説明いたします。114、115ページ

をごらんいただきたいと思います。予算参考資料33ページもあわ

せてごらん願います。款８土木費、項４住宅費、目１住宅管理費、

大事業、市営住宅管理費運営事業、中小事業、維持管理費942万

7,000円のうちの主なものは、市営住宅の維持管理に必要な修繕

費、原材料費及び消耗品等が主なものでございます。同じく中小

事業、諸工事費2,683万円は、定期改修として池ノ下団地６号棟

給排水設備、ガス管改修工事、池ノ下団地及び霞台団地の消防用

の避難ハッチの取りかえ工事及び老朽化木造住宅の解体工事を実
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施するものでございます。同じく中小事業、事務費529万1,000円

の主なものは、中層耐火の８団地に設置されております消防用設

備の定期点検のための消防用設備点検業務委託を初めとする市営

住宅21団地を維持管理するための委託料等でございます。

次に、大事業、土地借上料1,235万3,000円につきましては、中

原団地624平方メートル、南台団地5,494平方メートルの土地の借

り上げに係るものでございます。

次に、大事業、住生活総合調査事業、中小事業、一般職給与16万

円は、先ほど歳入でご説明申し上げました住生活総合調査に携わ

る職員の時間外手当を計上したものでございます。

次に、大事業、市営住宅ストック総合活用計画策定事業300万

円でございますけれども、市営住宅の建てかえ、改修、借り上げ、

維持管理事業など市営住宅を総合的に活用するため、計画を策定

するための委託料でございます。

以上で営繕課所管のものについて説明を終わります。よろしく

ご審議賜りますようお願い申し上げます。

委員長 では、これより質疑に入ります。

質疑を願います。

野口委員 また委託について、市営住宅ストック総合活用計画策定事業、

こういう、中身はここに建てかえ、改修、借り上げ、維持管理事

業、総合的に活用すると言っていますけれども、これは営繕課が

積み上げてきたノウハウをもとにつくる以外ないと思うのです。

つまり非常にローカル的なものだと思うのです。これを外部委託



- 260 -

するということがまずちょっと理解できないのだけれども、どう

いう趣旨で外部委託するのですか。

営繕課長 もちろん方針等につきましては、営繕課並びに庁内で方向性等

または計画等につきましては最終的には決定するものでございま

す。しかしながら、例えば建物の改修とすれば、当然これからは

少子高齢化の時代に入ってくると。そういう面におきまして、今

の市営住宅がそれらの時代のニーズに合っているか否か、または

改修するとすればどのような計画が理想なのかどうか、それの分

析並びに建物の調査、あと住民等の意識調査もあわせて行う予定

でございます。

それから、あと先ほど建築指導課長のほうも申し上げていまし

たけれども、コンサル等の力をかりて、民間のノウハウ等も取り

入れてよりよい計画にしていきたいと、それが主な目的でござい

ます。ただ、かなりコンサルタント業務、例えば図面を作成する

であるとか、または細かいデータを全部整理するとか、またはイ

ンターネットで調べれば結構細かく調べはつくものだとは思いま

すけれども、先進地の事例等も参考にしながらよりよい計画をつ

くるように目指したいと、そのようなところからコンサルタント

を活用いたしまして、計画を策定していきたいと、そのような趣

旨で計上させていただいたものでございます。

委員長 ほかにありませんか。

石田委員 今の意味がよくわからないのですけれども、なぜそれわざわざ

今入間市でそれ委託してまで計画する必要があるのでしょうか。
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市のほうの方針ってまだ明確になっていないですよね。全部例え

ば現在あるやつを前みたいにそれこそ隔年ぐらいで思い切って建

てかえていくのだとか、何か方針があればそれに沿った形で現状

を分析してどうやっていこうかというのわかるのですけれども、

その方針があいまいなままただ単に委託して現状だけ把握して計

画つくるのだと、何かぴんとこないというのが実態なのです。こ

の委託する必要性というのはどこにある。もう少しわかりやすく

説明してもらいたい。

委員長 営繕課長、簡潔にお願いします。

営繕課長 はい。ちょっと計画の、要するに計画できる状況にあるのかと

いう多分ご指摘だと思います。まず、必要からすれば、埼玉県営

住宅入間市には1,427戸ございます。それと、あと市営住宅含め

れば今の県下でも最上位に位置する水準にあると。ということで、

それにつきましては市長等もはっきり申し上げていますけれど

も、これ以上増設する考えはないと。ただ、しかしながら今申し

上げた市営住宅460戸の中に木造の市営住宅140強ございますけれ

ども、これらも大分老朽化しております。それで、今現在は募集

を停止して、また中層団地等へ積極的に移っていただきたいと、

そういうことで転居対策等も行って、老朽化木造住宅の早期廃止

を促進しているところでございます。しかしながら、中層耐火の

団地もなかなかあきが出ない状況がございます。そういうことで、

木造団地の今現在の入居者のあるところ、そういうものにつきま

しては、建てかえでいくのか、借り上げでいくのか、それともそ
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のほかの別のもっといい手法があるのか否か、そういうものも当

然検討していかなくてはならないと、これは議会等でも申し上げ

ております。また、それらの中で、入間市には単身用の住宅が１

戸もないではないかと、そのようなご指摘も受けております。そ

のようなものもあわせて今回のそのストック総合活用計画の中で

計画していきたいと。

それと、あと老朽化木造団地の跡地、これもいろんな先生方か

ら解体した跡がほとんどかなり多く見受けられて非効率的ではな

いかと。そういうこともございまして、これらの当然早期廃止し

た後の市営住宅団地の跡地をどうするか、これらについてもあわ

せてこのストック総合活用計画の中で検討していきたいと。大ざ

っぱに申し上げれば計画をしていきたい内容についてはそんなよ

うな状況で、なおかつ維持管理であるとか、または定期改修等の、

これも適切な手法等を年次的にどのようにやっていけばいいの

か、これを計画していきたいと、それが計画の内容の主なもので

ございます。

以上です。

委員長 ほかにありますか。

金子俊雄委員 秋津団地で４棟壊すということなのですけれども、先ほど

の説明ですと木造の空き家はもうあと募集しないというような話

で聞いたのですが、ある場所でその市営住宅をもうほかへうちを

つくって出ていくというときに、今どういうふうな市営住宅の規

約というか、先に聞かせていただきたいのですけれども、どうい
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うふうになっているのですか。

営繕課長 退去しようとするときに今までの入居者は何をしなければなら

ないかというご質疑でよろしいですか。

金子俊雄委員 はい、いいです。

営繕課長 当然退去する場合には、市営住宅でございますから、貸したと

きの状況に戻していただきたいと。この内容を具体的に申し上げ

れば、貸した後に個人が設置したもの等については全部改修して

いただきたいと。それから、ちょっと民間の住宅と異なりますの

は、ふすまと畳、ふすまについては張りかえていただく、また畳

については表がえをしていただく、これが特に公営住宅の独特な

部分でございまして、これを条例で課してございます。

以上です。

金子俊雄委員 そういう条例化されているということなのですが、先ほど

ふすまの張りかえとか畳の表がえをするということは木造だと思

うのです。それで、木造を募集をしないということですと、何で

そこでそういうことを、解体を４棟やるという中でどうしてそう

いう出ていく人に、もう解体するのですから、ほかの方法をとっ

て……

〔（解体するときでもやらなきゃなんで

すか）と言う人あり〕

金子俊雄委員 いや、募集しないということはもう解体をするということ

と理解しておって、空き家になるわけでしょう。ですから、そう

いう面からいきますとちょっと矛盾というか、考え直すところが
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あるのかなという感じが私なりに感じているのですけれども、そ

の辺はいかがですか。

営繕課長 ちょっと私今申し上げたのは、一般の中層団地も含めて条例上

の内容を具体的に申し上げたわけでございますけれども、今金子

委員さんがおっしゃる内容につきましては、当然もう次に入る入

居者等がいない団地につきましては、ふすまの張りかえ及び畳の

表がえ、これについては特に指示をしていないと、それが現状で

ございます。

以上です。

建設部長 ちょっと今わかりにくかったのですけれども、木造のはもう募

集しませんと。出たらもう木造は解体という方向ですから、木造

は一切その改修、もちろん出てしまえばそのまま次は応募しない

ですから、改修はしませんということが１つ前提です。ですから、

もう木造の部分については、全く空き家になった部分はもう解体

の計画にのせるということだけで、次を入れるということは考え

ていませんので。

金子俊雄委員 そうしますと、現在木造で入っている方が出ていくにして

も、もうそういうことで理解してよろしですか。

〔（そうです）と言う人あり〕

金子俊雄委員 わかりました。結構です。

委員長 ほかにございますか。よろしいですか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。
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これで建設部所管の審査は終了しましたが、区画整理部関係の

審査が終了するまで討論、採決を保留いたします。

暫時休憩いたします。

午後 ４時０１分 休憩

午後 ４時０２分 再開

委員長 会議を再開いたします。

次に、区画整理部所管のものについて審査に入ります。

区画整理部所管のものについての説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

区画整理課長 それでは、議案第38号 平成20年度一般会計予算のうち、

区画整理課所管のものにつきましてご説明申し上げます。

まず、歳入からご説明いたします。予算説明書の35ページをご

らんいただきたいと思います。款21諸収入、項５雑入、目１雑入、

大事業、土地区画整理事業清算金111万1,000円につきましては、

豊岡第一土地区画整理事業の換地処分公告、これによりまして確

定いたしました清算金分割徴収対象者49名のうち、残りの３名の

第６回及び第７回の徴収金であります。平成20年度末見込みの収

納率を約96パーセント見込んでおります。

次に、歳出につきましてご説明いたします。予算説明書の110ペ

ージから113ページをごらんいただきたいと思います。款８土木

費、項３都市計画費、目４土地区画整理費の主なものにつきまし
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てご説明いたします。まず、111ページの大事業、まちづくり研

究会関係費234万3,000円につきましては、武蔵藤沢駅周辺まちづ

くり研究会ほか３研究会の委員報償金と補助金であります。

次に、113ページの大事業、武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業

の３億7,000万円、大事業、入間市駅北口土地区画整理事業の２

億5,155万円並びに大事業、扇台土地区画整理事業の３億5,400万

円、それとあと大事業、狭山台土地区画整理事業の３億2,400万

円は、それぞれ各事業特別会計への繰出金であります。

また、大事業、野田土地区画整理事業組合の6,000万円につき

ましては、組合事業に対する補助金であります。ちなみに当組合

事業の平成20年度末の進捗率は、約82.5パーセントを今のところ

見込んでおります。

次の大事業、水道工事負担金の5,702万6,000円につきましては、

区画整理事業区域内におきます水道管先行布設工事に係る水道部

への償還金であります。

以上で区画整理課所管の予算説明とさせていただきます。よろ

しくご審議いただき、ご決定いただきますようお願い申し上げま

す。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 野田の土地区画整理事業というのはオーナー民間だということ

で、見えてこないのですよ、いつも。そういった関係で、今進捗

状況はどんな状況なのか。大分もう進んでいるので、そろそろ最
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終的にはいつごろを見ているのか、あわせてちょっと事業状況を

聞きたい。

区画整理課長 事業費ベースの進捗率になりますけれども、18年度末で約

71パーセント、19年度末見込みになりますけれども、こちらです

が、78パーセントでございます。

それと、あと現在の状況でございますけれども、平成22年度ま

でに主立ったいわゆる工事、ハード面をすべて終了させまして、

24年度あたりに換地処分は行いたいと今のところ予定を組んでお

ります。

石田委員 今回補助金が6,000万円ということで20年度見ているのですけ

れども、今まで補助金はどのくらい投入してきたのかと、これは

事業計画だからわかると思いますが、最終的には幾らまで補助金

を投入するのでしょうか。

区画整理課長 市の補助金、総額になりますけれども、12億5,600万円で

ございます。19年度末現在の受入額、累計になりますけれども、

９億3,229万円でございます。差し引き、平成20年度以降という

ことになりますけれども、３億2,371万円が20年度以降というこ

とになります。

以上でございます。

石田委員 総額で12億5,600万円というのは、事業費の中で何パーセント

ぐらいになっているのですか。

区画整理課長 約68パーセントでございます。

石田委員 当然減歩やなんかやっているけれども、68パーセントで３分の
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２ですね。補助金でやっているということなのですか。

区画整理課長 確かに組合事業ということでございますけれども、過去何

度か事業計画の変更をしているわけなのですけれども、他の市施

行と同じような形になりますけれども、やはり平成３年のバブル

の崩壊ということを受けまして、当初見込んだやはり保留地処分

金と、それがいわゆる半値以下になってしまったということもご

ざいまして、それで実際には組合、法的には賦課金を課して新た

にまた組合員の方からというのもあるのですけれども、それとも

う一点はいわゆる組合と言い、今組合実際施行しているわけなの

ですけれども、その事業の生い立ちというか、そういうことを考

えますとほとんど基本的には市施行と同じような考え方で施策の

上で我々も応援しているというような位置づけでございまして、

そういった意味でいわゆる目減り分を逆に市の補助金としてもそ

こがふやさざるを得なかったという実情がございます。

以上でございます。

石田委員 市施行と同じで３分の２は補助金でやっているということにな

ると、せめてこうした参考資料の中でも一部事業状況を載せると

か、そういうことが必要なのではないですか。３分の２補助とい

うことになるとほとんど市の事業と一緒ですから、その点ではど

うでしょう。もう一回お願いします。

区画整理部長 確かに今石田委員からのご指摘のとおり、野田の全容が見

えないような形になっておりまして、ことしで言えば5,500万円、

新年度で6,000万円の市の補助金を受け入れることになっており
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ますから、今後はこの新年度予算の中で進捗状況を含めて全容が

明らかになるような書類を掲載していきたいと思っておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。

石田委員 あと、全体で繰出金の関係で今回12億9,955万円、これが20年

度になっています。19年度が多分15億8,500万円ぐらいだったと

思うのですけれども、だからそれから比べるとかなり減ってきて

はいるのです。今後の見通しというのはどんな状況になっている

のでしょうか。この繰出金、要するに区画整理全体の繰出金が。

区画整理課長 資金計画上の市費ということでお答えさせていただきたい

と思いますけれども、それともう一点、過去毎年表をつくってい

るわけなのですけれども、ここで武蔵藤沢駅周辺と扇台土地区画

整理事業、この２事業の事業計画の変更というものを実施いたし

まして、その辺で若干やはり資金計画上の動きがあったというこ

とをご理解いただきたいと思います。

それで、今のご質疑でいきますと、19年度末見込み、累計でご

ざいますけれども、215億5,274万4,000円がいわゆる繰出金の累

計額になります。それで計画残ということになりますけれども、

242億5,314万7,000円が計画残ということになります。若干数字

的なものはまだ見込みということもございますので、その辺につ

いてご理解いただきたいと思います。

石田委員 19年度末で215億円というのは、これ何年から19年度末までで

すか。少なくてもそれでまだ今後今までつぎ込んだよりもさらに

多くの242億円が残っているということで解釈してよろしいです
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か。

区画整理課長 藤沢が一番立ち上げ時期が早いかと記憶しておりますが、

昭和63年が最初になります。

石田委員 はい、わかりました。結構です。

委員長 ほかに。

宮岡治郎委員 111ページの職員給与費ですけれども、７名ですね。他の

市施行の区画整理はそれぞれ特別会計で給与費が出ているもので

すから、この７名の職員給与費の内訳と言ったらおかしいのです

けれども、大多数の方は結果的に野田の組合施行の土地区画整理

事業に専従と言っては言い過ぎかもしれませんけれども、専らそ

っちに携わっていることになるのですか。

区画整理課長 今私以下７名で構成しているわけなのですけれども、比率

大ざっぱでいきますと６割ぐらい正直なところ組合事業のほうに

つきまして市の、いわゆる部の統括事務とか、そういった比率で

なっているかと思います。

宮岡治郎委員 はい、ありがとうございます。

委員長 ほかにございますか。

野口委員 では、繰出金について、４つについて、一概に言えませんけれ

ども、やっぱり金額の多寡、多い少ないによって繰出金、政策の

優先順位が決まるというふうに普通は見られるのです。ですから、

藤沢、狭山台早期完成ということで多い、当然。北口と扇台比べ

る。北口は、この四、五年国道16号という大きな問題を抱えてい

る。もう金額的にちょっと違っているという中で、確かに扇台も
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待っていらっしゃるし、金額を少なくする努力もして着実に進め

ていって地権者の理解を得るという努力が必要なのだけれども、

この四、五年は北口に持てる資金を投入する必要が入間市の責任

としてもあると思うのです。ですから、今回の予算の多寡につい

ての説明をいただくのと、このことが特殊事情かもしれないので

すけれども、今後四、五年の間の予算のお金のつぎ込みとの考え

方についてお聞かせください。

区画整理課長 優先順位につきましては、今委員さんおっしゃられたとお

りでございますけれども、北口につきましても確かにさきの総括

等でもご質疑あったように、非常に16号の拡幅ということが、５

年がどんどん延びてしまっているのではないかというお話、それ

を受けてかと思うのですけれども、流れ的にはある程度例えば事

業の中に、詳細につきましては、その事業の内容はまた特別会計

の中でできればお聞きしていただきたい。一般論としてというこ

とであれば、我々例えば事業を進めるには、お金があってもやは

り地権者との交渉の熟度という、例えば補償を例にとった場合で

すよね。区画整理ですから、再三お話出るかと思うのですけれど

も、平たく言えばこちらの人がどいてそこのところにこの人が入

ってくるというそういった工程上の話、それぞれ一つ一つには個

人というものがおられて、やはり交渉の熟度もそれぞれ違うとい

うこともあります。だから、すべて同じような形で交渉が整った、

また工程上もクリアした、だからこれだけ欲しいという考え方で

あればある程度投入することも可能かとも思います。これは、一
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般論としてお答えさせていただいたわけなのですけれども。

以上です。

野口委員 ですから、その一般論としてそこへ一つ一つ移転させて事業の

遂行に時間はかかるのだけれども、１年にこれだけやるという最

大限の予算をつけるとか、そういう方向性、優先度の明確化とい

うか、そういう意識のもとにこれから四、五年やるという決意で

はないけれども、方向性はおありですか。それをお聞きしますけ

れども。

区画整理部長 明らかな方向性というのは、ちょっと若干胸を張って堂々

と言えるものではありませんと思っております。先ほどの北口に

つきましては、16号が最も今急がれるピンポイントの箇所でござ

いますけれども、交渉の中で非常に不確定な要素を抱えながらの

交渉でございます。財政といいますか、実際に企画部門からは、

補正予算で必要ならば対応するので、当初予算のスタートではこ

の額でまずいっていただくと。つまりそれは相当な予算が必要と

しますけれども、仮にそれをつけたとしてもそれで交渉がまとま

るかどうかという不安定な要素がある。それを流すとか、あるい

は未執行になると、結構合理的な、あるいは効果的な予算の使い

方でないということが心配されるので、まとまれば補正予算で対

応するので、頑張ってもらいたいという裏づけをとりながらの進

め方でございます。ですから、北口が当初予算でスタートの時点

で若干予算が少ないというのは、そういうことが背景にあるとい

うことでご理解いただければと思っています。いずれにしても、
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北口の16号については、今ほかの事業、武蔵藤沢、狭山台の換地

処分に向けての最後のラストスパートに比しても負けないぐらい

の今重要性を持ちながら16号の拡幅には取り組んでいるというこ

とで、予算との裏づけがきちっとできていないという部分は確か

にちょっとしっかりした説明になりませんけれども、そういうこ

とが背景にありながらの事業展開ということをご理解いただきた

いと思っております。

野口委員 わかりました。

委員長 ほかにございますか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

以上をもちまして各部ごとの質疑が終結をいたしましたので、

これより討論に入ります。

では、反対の方からお願いいたします。

石田委員 議案第38号 平成20年度入間市一般会計予算のうち、所管のも

のに反対討論を行います。

小泉、安倍内閣と続いた構造改革路線によって家計は痛めつけ

られ、貧困と格差が広がっています。昨年９月の民間給与実態統

計調査によると、民間給与所得者で年収200万円以下の人が2006年

１年間で40万人以上ふえ、1,022万人に達しました。生活保護受

給世帯も、108万人に上ります。家計の可処分所得はこの10年間

で304.6兆円から280.8兆円へと大きく減少しています。しかも、

最近の原油、穀物市場の高騰を受けた原材料の値上がりが家計に
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追い打ちをかけています。賃金は一向にふえないのに物価だけ上

がっているためです。物価の上昇は、とりわけ低所得者世帯に打

撃を与えています。また、多くの中小零細企業が原材料の値上が

り部分を価格に転嫁できず、極めて厳しい経営を強いられていま

す。今必要とされることは、格差と貧困を是正し、経済のゆがみ

を正すことなのです。こうした国の政治が行われる中で、地方自

治体としての入間市の役割は、厳しい市民生活を守る立場に徹し、

温かい政治をすることが求められています。こうした観点から、

具体的に２点を指摘し、反対します。

第１は、市民生活に直接かかわる生活道路及び幹線道路の整備

がおくれていることです。道路が亀甲状に割れ、補修すべき箇所

は数え切れません。各地見られます。私たちはこの数年間にわた

って指摘してきましたが、問題を回避していける具体的対策がつ

くられておりません。市民の安全を守るために緊急な対策が必要

です。同時に、早急に抜本的対策をとらないと道路の路盤からの

改良が必要となり、財政的な負担も増大することになります。道

路橋りょう維持費は前年よりも2,285万9,000円増加し、１億

6,298万2,000円になりましたが、道路がほかの進展に追いつけな

い状態です。抜本的な対策が必要であります。

道路の問題につきまして、財源問題に関して資料も配られ、部

長の答弁も一部ありましたので、道路特定財源の問題について一

言触れておきたいと思います。道路特定財源、一番の問題は計画

先にありきで59兆円もの事業が行われる、こうした内容にありま
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す。この間の事業の中でも、東京湾アクアライン、当初の交通量

の半分くらいしか車の量がなく、永久に赤字が続くという状況で

あります。それにも懲りず、今後も東京湾にさらにもう一本のラ

インをつくり、伊勢湾、和歌山と四国を結ぶ、あるいは四国と九

州を結ぶ、こうしたラインが今後も計画されております。そして、

さらに日本の主な港湾を10分で結ぶための高速道路、この建設も

相変わらず続いております。そうした内容があり、内容的にこれ

は抜本的な改善が必要であります。投資するお金と効果の観点を

考えても、採算がとれないものについて投資することは大きな問

題もあります。こうした中で、今回こうした一般財源化を行って

いく中で、こうしたものを抜本的に見直すことができること、そ

してさらに本当に必要なこの地域の道路等に関してはきちっと財

源としても確保できる、こうした確信を持っております。そうし

た意味からも、今回のこれらの道路財源、道路特定財源は一般財

源化すべきと考えております。

第２は、狭山台の土地区画整理事業への繰出金、これについて

反対であります。昨年当初は３億8,562万円であり、ことしも３

億2,400万円と事業費の半分以上を占めており、余りにも高額で

あり、認めることはできません。この事業は、バブルが崩壊し、

市民生活が困難になる中、高齢者に対する福祉の削減など市民生

活を犠牲にしながら最優先課題として行われてきた開発事業で

す。今後一定の税収が見込まれるのは当然ですが、この間に失わ

れ、今も続いている福祉が後退した市民生活は取り戻せません。
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また、この事業は当初の計画どおりには保留地処分は見込めなく

なり、４回目の見直しで市費投入額が24億9,000万円から62億

8,055万円、252パーセントにふやされ、余りにも市民負担が大き

くなり過ぎています。そうした中で、2004年度は１億円程度だっ

た繰入金が2005年度には２億円にふやされ、市財政の最も厳しい

この時期に2008年度の３億2,400万円の繰入額は市民の理解を得

られません。繰入額を減額し、市民生活を応援する予算に回すべ

きです。

以上の２点の理由で議案第38号 平成20年度入間市一般会計予

算のうち所管のものに反対します。

以上です。

委員長 次に、賛成の方願います。

友山委員 未来新政会を代表して、議案第38号 平成20年度入間市一般会

計予算のうち、当委員会に付託された予算について賛成の討論を

申し上げます。

厳しい財政状況の中、また一方で行政需要の増大、多様化が進

む中で、引き続き行財政改革を進めながら市民福祉のため次に述

べる主立った各種事業を推進するための予算編成に努力してお

り、より的確かつ効果的な執行を行うことを要望し、賛成の討論

とするものです。

まず、加治丘陵の公有地化に向けて市民との協働による管理推

進と、（仮称）加治丘陵さとやま自然公園の整備計画の見直しに

ついて推進されていること。
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２番目に、環境管理について、西部４市と合同でＩＳＯ14001の

自己宣言で、より積極的な環境管理に配慮した事務事業を展開さ

れること。

３つ目として、産業振興として各種振興策への助成、また中心

市街地の活性化のための助成の配慮が図られていること。

４つ目として、都市計画道路の整備推進に向けて計画的な着手

が図られていること。

５番目として、建築物耐震改修促進のための計画策定に対応し

ていること。

６番目、今後の市営住宅の総合的なあり方と効果的活用のため

の計画づくりに着手すること。

以上、主立った事業を挙げ、賛成討論とするものでありますが、

道路整備予算、特に生活道路予算の対応については、数年減少傾

向であり、健全財政に配慮しつつ市民の安全に支障の出ることの

ないよう今後対応についてあわせて要望するものであります。

以上で賛成討論といたします。

委員長 ほかにありませんか。

金子俊雄委員 入間自民クラブを代表しまして、議案第38号 平成20年度

入間市一般会計予算のうち、当委員会に付託された予算について

賛成の討論を申し上げます。

一般会計予算における歳入の状況は、以前にも増して厳しい状

況の中で予算編成がなされたものと認識をしているところでもあ

ります。当委員会の所管する環境経済部、建設部及び区画整理部
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の20年度予算についてもそのような中での編成であり、執行に当

たってはより一層の効果を上げるべく、全職員が十分に認識し、

取り組んでいただくことを最初に要望をいたします。

それでは、何点か賛成理由を申し上げます。まず、農業の振興

については、入間市で開催される全国茶品評会において、その対

策強化を図るとともに、環境保全型農業の推進を図っていること。

環境への取り組みについては、ごみ減量や資源化への積極的な

取り組み、また加治丘陵公有地化を推進し、（仮称）加治丘陵さ

とやま計画の整備見直し等に着手すること。

また、産業振興として、商工会を中心とする各種振興策への助

成が図られているところです。

次に、都市計画道路の整備については、安川新道線の現状道路

に即した計画見直しによる整備計画のスタートとして、用地買収

に伴う測量を行うこと。また、中神狭山台線についても、整備促

進に向けての対応が図られています。また、より安全な建築物改

修促進のための促進計画の策定など、安全、安心なまちづくりの

ための配慮となっております。

区画整理事業への繰出金については、厳しい財源の中ではあり

ますが、事業推進に向けての努力が見られる予算であると認識を

するものであります。

以上、主な何点かの事業により賛成の理由を申し上げましたが、

総括質疑等にも触れましたが、生活道路の現状への対策について

今後の予算的配慮を要望し、賛成討論といたします。
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委員長 ほかにありませんか。

金澤委員 議案第38号 平成20年度入間市一般会計予算について、公明党

を代表し、賛成の討論をいたします。

我が国の経済は緩やかな回復基調にあると言われるものの、昨

今の原油や原材料価格の高騰、進まない価格転嫁や下請け価格の

低迷など厳しさを増してきており、楽観できる状態ではありませ

ん。入間市においても、平成19年後半からの市税収入の低下は予

想を超えて著しいものがあり、地方交付税不交付という状況、さ

らに年々増加する一方である扶助費などの固定経費とあわせて、

ますます市の財政は厳しくなっております。そのような中、平成

20年度一般会計予算の編成に当たっては、執行部の皆様のご苦労

が忍ばれるところであります。

平成20年度の主要事業について述べたいと思います。まず、環

境課のＩＳＯ14001推進事業ですが、継続審査の外部委託をやめ、

自己完結になるように変更し、さらに近隣市と連携して無理や無

駄を廃し、効率を上げていくその手法は、他の部局の模範となる

べきものと高く評価いたします。

次に、総合クリーンセンターにおいては、リサイクル率も向上

していること、またごみ中間処理事業費が前年度比で削減されて

いる点を評価いたします。

最後に、執行部におかれては、限られた予算を最大限有効に執

行していただき、市民の負託にこたえていただくよう要望し、賛

成の討論といたします。
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さらに、一言つけ加えさせていただきます。狭山台区画整理事

業に対する繰出金についてです。共産党はさまざまな点を述べて

反対をされておりますが、繰り返しになりますが、計画当初の市

税収入が3,500万円から、この間の総括質疑でもあったように、

案分を考えても６億円以上になっております。この収入増をどの

ように考えておられるのか、一切お答えいただいておりません。

ましてや今回はこの点についても触れられておりません。認めて

いただいたのでしょうか。

狭山台の区画整理については道路特定財源の問題も触れられて

おりますが、この狭山台にお住まいの住民の方々に対しては入居

する際に快適な住環境をお約束して入居していただいています。

この区画整理事業についてまだまだ道路の整備が必要であるにも

かかわらず、片や道路特定財源の反対を言い、片や生活道路予算

の増を訴えていることは全くの矛盾であり、到底納得できるもの

ではありませんということをつけ加えさせていただきます。

以上で終わります。

委員長 ほかにありませんか。

野口委員 議案第38号 平成20年度入間市一般会計予算の所管のものにつ

いて、賛成の討論を行います。

財政難の中、全体的に見て経費削減の努力の上でバランスのと

れた施策となっております。特に土木費については、前年度対比

15.1パーセント、額では７億円強の減となっており、今後もこう

いう厳しい状況が続く中、重点施策についても削減の努力が見ら
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れます。施政方針の中に挙げられているものの中でも、扇台での

削減、扇台の資金計画というか、工事計画においての削減、安川

新道線での路線変更の削減、加治丘陵さとやま自然公園の設置に

ついての整備計画の見直しと大幅な見直しを行っています。今後

土木費関連等については、今まで出された生活道路の補修、整備、

これについてはやはり重点的に取り組まなければいけないので、

予算の配分等これからも検討していただきつつ、土木関連につい

て施策を施行していただきたいと思います。

次に、残りの衛生費、労働費、農林水産業費、商工費の諸施策

については、継続事業を含めて、新規事業を含めてバランスがと

れたものとなっておりますが、やはりこれらについては時期を得

た効果的な遂行が望まれますので、特に施政方針で触れられてい

る大型施設、商業施設のオープンに対しての施策の検討や一般廃

棄物処理計画に基づくごみの減量、資源化等のそういった遂行等

を含めて、効果的な遂行を期待して賛成の討論といたします。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第38号 平成20年度入間市一般会計予算のうち所管のもの

は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔起立多数〕
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委員長 起立多数であります。

よって、議案第38号 平成20年度入間市一般会計予算のうち所

管のものは、原案のとおり可決いたしました。

暫時休憩をいたします。

午後 ４時３８分 休憩

午後 ４時３９分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 時間延長

委員長 ここでお諮りいたします。

会議時間もわずかになりましたが、本日の日程が全部終了する

まで時間延長をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、会議時間を延長いたします。

暫時休憩します。

午後 ４時４０分 休憩

午後 ４時５０分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第４３号 平成２０年度入間市下水道事業特別会計予算
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委員長 次に、議案第43号 平成20年度入間市下水道事業特別会計予算

を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

下水道課長 それでは、ご説明をいたします。

議案第43号 平成20年度入間市下水道事業特別会計予算の概要

につきまして、予算書及び予算説明書によりご説明いたします。

本年度予算総額は歳入歳出それぞれ28億293万8,000円で、前年度

対比2,710万4,000円、率にして0.96パーセントの減となっており

ます。

それでは、予算説明書252ページから253ページをお開きいただ

きたいと思います。初めに、歳入について申し上げます。款２使

用料及び手数料、項１使用料、目１下水道使用料15億1,604万

6,000円は、前年度対比１億2,169万1,000円、率にして8.73パー

セントの増で、昨年６月施行の下水道使用料改定による増分及び

処理区域の拡大等による増分を見込んだものでございます。

次に、款５繰入金、項１繰入金、目１一般会計繰入金９億7,600万

円は、前年度対比2,400万円の減で、特別会計に占める繰入金の

割合は34.82パーセントとなります。

次に、次ページの款８市債、項１市債、目１下水道債２億5,480万

円のうち公共下水道整備事業債１億8,500万円は、前年度対比１
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億300万円、率にして35.76パーセントの減で、起債対象である市

単独事業費を見込んだものでございます。また、流域下水道整備

事業債は、荒川右岸流域下水道事業に対する入間市負担分9.38パ

ーセントに当たる6,980万円を計上したものでございます。

以上で歳入の説明を終わります。

続きまして、歳出についてご説明をいたします。256ページか

ら257ページをお開きいただきたいと思います。初めに、款１総

務費、項１総務管理費、目２下水道普及促進費、中事業、私道共

同排水設備設置事業補助金4,991万7,000円は、補助対象18路線、

延長642メートルに対する補助を見込んだものでございます。

次に、258ページから259ページ、目３下水道維持管理費、中事

業、下水道使用料徴収等委託料8,238万8,000円は、下水道使用料

の徴収事務等を水道部に委託する費用でございます。次に、中事

業、補修工事費6,714万4,000円は、人孔等の緊急補修工事、マン

ホールぶた取りかえ工事及び管渠補修工事を予定するものでござ

います。

次に、大事業、荒川右岸流域下水道維持管理負担金５億2,086万

4,000円は、前年度対比1,377万5,000円、率にして2.72パーセン

トの増で、処理区域拡大に伴う有収水量の増加を見込んだもので、

和光市にある終末処理場の維持管理負担金でございます。

次に、款２事業費、項１事業費、目１下水道建設費、中事業、

管渠築造工事費３億5,354万1,000円の主なものは、予算参考資料

の55ページにお示ししてございますが、市単独事業７工事、延長
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2,558メートル、藤沢区画工事、延長337メートル、野田区画工事、

延長44メートルの合計９工事、総延長2,939メートルの整備を見

込んだものでございます。次に、中事業、水道管等移設補償料

4,700万円は、管渠築造工事に伴う水道管切り回し等の移設補償

料でございます。

次に、260ページから261ページ、目２流域下水道事業費、大事

業、荒川右岸流域下水道事業費負担金6,989万6,000円は、荒川右

岸流域下水道事業に関係する13市町の負担金総額７億4,515万円

に入間市の負担率9.38パーセントを乗じたものでございます。

次に、款３公債費、項１公債費13億8,252万8,000円は、政府資

金及び公営企業金融公庫等から借り入れた市債の償還元金、償還

利子で前年度対比157万1,000円、率にして0.11パーセントの増と

なっております。なお、平成20年度末の未償還元金は144億267万

4,000円で、平成19年度末と比較して６億2,269万5,000円、率に

して4.14パーセントの減となる見込みでございます。

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い

申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 今最後のところで、公債の残高で、19年度は150億円、その前

が156億円で20年度が144億円になるという予定になっているので

す。今後こういった流れの中で、ずっと減っていくというふうに

考えてよろしいのですか。それとも新たにまたふえる可能性もあ
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るのでしょうか。

下水道課長 公債費の残高の関係でございますが、今後借入額にもよるわ

けでございますが、約２億5,000万円程度借り入れを委託します

と、まず償還額で申し上げますと、平成20年度が13億8,252万

8,000円でございます。今後少しずつ減少してまいりまして、平

成29年度で申し上げますと、平成20年度が約13億8,200万で、こ

れがピークとなりまして、平成29年度が約10億6,600万円、金額

で約３億1,600万円、率で約22.9パーセントの減少となる見込み

でございます。

以上でございます。

石田委員 そうしますと、平成29年の年度末というのは、幾らぐらいの残

高になっているのですか、公債費の元金。

下水道課長 公債費の残高でございますが、平成20年度が元金残高が約

144億円でございます。これに対しまして平成29年度の見込みと

しては約82億3,500万円。したがいまして、平成18年度末と比較

して約73億8,800万円、率で47.3パーセントの減と、そういった

数字の見込みでございます。

以上でございます。

石田委員 そうした中で、昨年なのですか、19年度で補償金を免除された

形での繰上返済が大きく進展したのですけれども、これは今後は

何かこういった動きというのはさらに強まってくるのではないか

と期待しているのですけれども、見方としてはどんな状況なので

しょうか。
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下水道課長 19年度の繰上償還本数で20本予定を、これ今後３月に繰上償

還予定しておるわけでございますが、今回の場合は７パーセント

以上のものが対象で、19から21年の３カ年という限定でございま

す。今のところ、それが今後率を下げるかどうかというのはちょ

っと未定でございます。ただ、我々担当といたしましても、やは

り補償金免除の繰上償還につきましては何とかお願いしたいなと

いうことで、実は今までも日本下水道協会についても毎年国に対

して要望等も行っております。それからまた、西部第１広域行政

推進協議会の下水道部会というのございまして、こちらでも毎年

国に対しまして繰上償還に対する要望等も行っておりますので、

今後もそういった方向で考えておるところでございます。

以上でございます。

石田委員 はい、わかりました。結構です。

委員長 ほかにありませんか。

野口委員 下水道の今後の方針というか、将来に向けての方針なのですけ

れども、施政方針12ページは事業認可区域については96.5パーセ

ント終了でほぼ終了で、今後は管理ということに書いています。

ただ、計画区域、調整区域なのですけれども、もうやらないよと

いう宣言をして計画変更するぐらいの調整区域等含めて、計画区

域ですよ。事業認可区域ではなくて計画区域。もうやらないよと

いうぐらいの決断というか、判断というか、そういうものはもう

されているのですか、その将来的方向。

建設部長 これ第５次総合振興計画にも載せてある部分なのですけれど
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も、調整区域についてはこの10年間を維持管理の期間として、そ

の間に再度調整区域に住んでいる人たちのアンケート、それから

効果的な投資ができるかどうか、その辺を勘案して決定していき

ますというような状態になっております。

野口委員 わかりました。

委員長 ほかにありませんか。

金澤委員 歳出の257ページ、水洗便所改造資金預託金、これ毎年200万円

計上されていますけれども、これは今後どのような形で推移して

いく予定ですか。

下水道課長 この水洗便所の預託金の関係でございますが、200万円とい

うことでございますが、市街化区域が平成20年度で一応整備が終

了する工事の予定でございます。この改造資金につきましては、

供用開始後３年以内が基本的に対象になりますので、20年ですか

ら23年までかな、その３年間はまだ現在のところ予定をしていく

ものでございます。

以上でございます。

金澤委員 続けて、次の259ページに移ります。公共下水道維持管理事業

のうち調査清掃等委託料なのですが、今回906万2,000円になって

いますが、平成19年度は706万5,000円で、率にするとかなりふえ

てはいるのですが、内容について教えていただきたいと思います。

下水道課長 この調査清掃等委託料906万2,000円計上させていただいたわ

けでございますが、内容をちょっと申し上げますと、ふえた理由

でございますが、久保川と不老川というのがございまして、そこ
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に接続点、いわゆる県のメーターがついておるわけでございます

が、県の要綱によりまして接続点の24時間調査を行うわけでござ

います。ふえた理由としては、それが２回から４回にふやしたた

めにふえたものでございます。

以上でございます。

金澤委員 ２回から４回にふえて140万円にふえたということ、つまり１

回当たり70万円の増というふうな理解でよろしいですか。

下水道課長 実は、そのほかに特定事業所というのがございまして、その

調査費用も含んだ合計でございます。

以上でございます。

金澤委員 次に、その下の公共下水道台帳整備等委託事業なのですが、

1,564万5,000円、これ平成19年度は871万5,000円、約倍増してい

るのですが、その内訳について教えていただきたいと思います。

下水道課長 この内訳でございますが、まず現在運用しています台帳管理

システムというのがございまして、このシステムにつきましては

毎年工事が完了しますと前年度分をマンホールの管、スパンごと

に管種、それから口径、それから延長、それから管底の高さ等を

システムに入力をいたしまして、そのシステム管理を行ってペー

パーレス化を図る、こういったものが１つございます。この費用

が987万円でございます。

それから、もう一点は平成20年度に汚水の整備がおおむね完了

いたします。今後は、計画的な維持管理事業を実施する予定でご

ざいます。詳細な事業計画策定を今後していくためには、どうし
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ても水系別、あるいは流域別、それから設置年度別ですとか、あ

るいは管種、口径別の集計、あるいは検索が必要となってまいり

ますので、維持管理上どうしても更新や修繕内容の履歴も重要な

データとなってまいりますので、そういった内容でシステムの更

新を図るための委託費用でございまして、その費用がシステムの

更新事業といたしまして577万5,000円ということでございます。

以上でございます。

金澤委員 今のご答弁の中で、この台帳整備等委託事業1,500万円を２つ

に分けて、新しいシステムにするの577万円で、旧来のシステム

の整備、メンテナンスするのに987万円とお聞きしたのですが、

そうするとこの歳出の987万円、これ何で去年871万円でできたの

ですか。

下水道課長 では、伊藤主幹のほうから答弁をさせていただきます。

下水道課主幹 毎年やっております整備委託事業は、前の年の、前年度の

工事、あるいは民間開発、その辺のボリュームによって入力作業、

それから検索作業が全く違いますので、年度によって高かったり

低かったりというのが発生します。たまたま20年度は19年度より

も若干多くなるということでございます。

以上です。

金澤委員 システムの維持管理についてはお話は承りました。

次に、新しいシステムに更新するのに577万円ということなの

ですが、これはソフトとハードの内訳はどれぐらいになっていま

すか。
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下水道課主幹 システムの更新なのですが、更新はいたしません。今ある

台帳システムがございますが、それの機能増設でございます。今

システムの台帳には図面、要するにマッピング的なものが載って

いるのですが、それに属性を持たせていないものですから、集計

とか、先ほど課長のほうが説明しましたが、データとして取り出

せない、集計的な、数的なものは全く取り出せないというシステ

ムになっています。今までは整備中心でしたので、そこまで必要

はなかったのですが、維持管理をする上ではそれがないとできな

いので、今のシステムの中に属性を取り込むという作業の基本シ

ステムといいますか、その辺をやるだけで、ハード的なものは特

に大規模なものを導入するとか、そういったものは考えておりま

せん。

金澤委員 これについては、やっぱり随契になるのですか。

下水道課主幹 随契になるか、その辺はちょっとまだ今の段階ではわかり

ませんが、基本システムが平成11年に構築されまして、それから

年々毎年の整備事業で中の点数はかなりふえてきますが、それを

もとに今の改修といいますか、機能増設しますので、ほかの会社、

例えば指名競争してもシステム上ちょっと難しいかなというのは

懸念はあります。ただ、今の段階では指名にするか、あるいは見

積もり合わせにするか随契にするかはちょっと確定はしておりま

せん。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕
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委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第43号 平成20年度入間市下水道事業特別会計予

算を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

暫時休憩いたします。

午後 ５時１４分 休憩

午後 ５時１５分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第４４号 平成２０年度入間都市計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区

画整理事業特別会計予算

委員長 次に、議案第44号 平成20年度入間都市計画事業武蔵藤沢駅周

辺土地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。
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歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 議案第44号 平成20年度入間都市

計画事業武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業特別会計予算について

概要を説明申し上げます。

初めに、事業の進捗状況についてご説明申し上げます。事業費

ベースの進捗率でございますが、平成19年度末で約93パーセント

となっております。平成20年度の事業が予定どおり終了いたしま

すと、進捗率は約96パーセントとなる予定でございます。事業費

別での整備率につきましては、街路築造工事では約97パーセント、

建物移転率につきましては約96パーセントとなる予定でございま

す。

それでは、平成20年度の予算についてご説明申し上げます。歳

入歳出それぞれ４億9,476万2,000円を計上したものでございま

す。事業も終盤を迎え、駅西口交通広場整備工事の完成もあり、

前年度当初予算との対比では約43パーセントの減となっておりま

す。

では、歳入からご説明申し上げます。予算説明書の277ページ

から278ページをごらんいただきたいと存じます。款１事業収入、

項１目１保留地処分金につきましては一般保留地１区画、つけ保

留地３区画の合計４区画の処分枠といたしまして3,683万4,000円

を見込んだものでございます。

次に、款２国庫支出金、項１国庫補助金、目１区画整理事業国
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庫補助金につきましては、通常費850万円、臨時交付金1,375万円

及びまちづくり交付金2,900万円の合計額といたしまして5,125万

円を計上したものでございます。

続きまして、款４項１繰入金、目１一般会計繰入金につきまし

ては３億7,000万円を計上したものでございます。

次に、款５項１目１繰越金につきましては3,667万8,000円を計

上したものでございます。

次に、歳出についてご説明申し上げます。予算説明書の279ペ

ージから282ページをごらんいただきたいと存じます。款２項１

目１事業費、大事業、調査設計等委託事業につきましては、工事

測量、建物調査、積算、仮称４号公園地下調整池詳細設計、街路

汚水管布設工事の実施設計等の委託料として5,644万9,000円を計

上したものでございます。

次に、大事業、工事費につきましてご説明を申し上げます。お

手元にご配付いたしました平成20年度施工予定箇所図をごらんい

ただきたいと存じます。中事業、街路築造工事費につきましては、

区域内、街路築造工事５路線及び歩道整備工事２路線の合計７路

線の整備を行います。同じく中事業、雨水工事費につきましては、

藤沢中央公園地下調整池設置工事の２期工事及び同調整池の排水

施設としてポンプ施設工事、雨水管布設工事３路線等を実施いた

します。同じく中事業、公園工事費につきましては、新しく移転

いたしました駅前交番の北側に位置します仮称１号公園、420平

方メートルを整備いたします。
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続きまして、大事業、物件等補償費、中事業、物件等移転補償

料として９棟、同じく中事業、電柱等移設補償料として１億

1,240万3,000円を計上したものでございます。以上、事業費の総

額といたしまして３億8,251万8,000円を計上したものでございま

す。

以上で平成20年度予算の概要説明を終わります。よろしくご審

議いただき、ご決定いただきますようお願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

宮岡治郎委員 277ページから278ページです。款１事業収入、項１保留地

処分金、目１保留地処分金です。武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事

業保留地処分金、延べ４区画のようですけれども、この４つとい

うのは一番最後に残って、ばらばらに残っているという感じなの

ですか、それとも１カ所にまとまっているような感じなのですか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 場所としては、今回４区画処分と

いうことで、ちょっと場所はずれておりますけれども、区域内の

駅の大体周辺に集中してございます。今回につきましては一般保

留地が１区画、それからつけ保留地３区画、以上４区画でござい

ます。

石田委員 今回保留地処分をやって、残りはどうなっているのですか。ど

んな状態。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 平成19年度末で未処分となってお

ります保留地は19区画ございます。今年度４区画処分いたします
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ので、残りは15区画ということでございます。

石田委員 15区画の特徴というか、さっきつけ保留地があったりいろいろ

すると思うのですけれども、その内容はどうですか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 19区画のうち一般保留地が６区

画、それからつけ保留地は13区画でございます。今年度一般保留

地は１区画処分いたしますので、５区画、それからつけ保留地が

９区画ということでございます。

石田委員 今のは15区画が残で、一般が５区画のつけ保留地が９区画と言

いましたね。１つ足りないね。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 15というのは20年度終わった段階

の話でございまして、実際は20年度に４区画、それからあと予定

としては21年８区画、それから22年６区画と、それから23年に１

区画で全部で20年度含めまして19区画と。ちょっと数字が一部間

違っておりましたけれども。

石田委員 そろそろ最後の段階になってきて、それぞれ保留地処分で残っ

てしまいそうなところというのは、大き過ぎてとか、あるいは地

形が悪くてとか、残ってしまいそうな区画というのはないですか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 残る区画はございません。全部処

分していくと。

石田委員 大体状況はわかりました。あと事業はいずれにしろそろそろ最

終段階になってきて、20年から本庁舎のほうへ事務所も移ってく

るという中で、事業が終わる場合に最終的に地権者の中でどうし

ても協力が得られない人というのが残る可能性はあるのですけれ
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ども、そういった状況はどうでしょうか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 事業も終盤を迎えておりまして、

なかなかまだご理解いただけない地主さんも何件かございます。

でも、ことし、来年ぐらいには何とかご協力いただけるようにま

た事務所も頑張っていきますので、何とかおおむね21年までには

大体街路築造ですとか建物の補償についても終わりにするという

ことでございます。

石田委員 その困難な人というのは何人ぐらいなのですか、人数では。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 ３名程度ございます。

石田委員 何とか解決して、どこでも最終的にちょっと残ってしまう可能

性もあるのですけれども、スムーズに何とか最後は解決していた

だきたいというふうに要望しておきたいと思いますけれども、も

う一つ武蔵藤沢の駅前、藤沢中央通り線、ここのところでせっか

く区画整理やったのですけれども、民間の開発というのは少し計

画が新たに出ているでしょうか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 地権者の方で１件だけ今５階建て

のビルをつくっておりまして、その１件だけ出てきております。

この後移転に伴いまして、あと民間の方で２件出る予定でござい

ます。

石田委員 そうしますと、精算金というのは大体どのくらい、いつごろ見

通しが立つというふうに考えているでしょうか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 精算金につきましては、全部事業

が終わらないとなかなかこれはできませんので、実際には平成
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24年度末を予定しております。

石田委員 もう一つ出てくるのが住居表示の変更というのが審議会かけて

当然決めなくてはならないと思うのですけれども、これはいつご

ろからこの予定組んでいくことになるのでしょうか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 いずれにしても最終的には全部町

名の変更をしていきたいと思っております。議会とかいろいろま

たお諮りをしながらでございますけれども、やはり換地処分前に

やるということでございましたので、平成23年度中にはそういっ

た作業を進めていきたいというふうに考えています。

金子俊雄委員 この絵は、もう完成にほとんど間近い絵なのですけれども、

これで道路、例えば一番上のほうのこの絵を見ますと、この辺の

ところ。この辺のところは、道路がなくなるうちはないでしょう。

この絵でいくと、かなり移転するような感じがするようなあれが

しますけれども。この真ん中の旧の道路がありますよね。これは、

抹消してしまうわけでしょう。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 これにつきましては、大きな画地

を持っておりまして、地主さんがかなり持っておりますので、こ

のまんまの状態。

金子俊雄委員 うちがたくさんついていても。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 そうです。

金子俊雄委員 当然皆さん道路づけがあるということなのですか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 はい。

石田委員 １号公園の工事の関係なのですけれども、今度予算がついて、
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これはいつごろから工事をやって完成はいつごろになるのかとい

うのをお聞きしたいことと、それからこの武蔵藤沢の駅前に今保

育園がつくられていますね。この保育園は、この１号公園を使う

ことが前提で、保育園ですから、実際にグラウンドは必要なので

すけれども、これで間に合うというような話で来ているものです

から、その辺ができるだけ早く完成させてもらわないと利用でき

ないのではないかというふうに心配しているのですが、いつごろ

工事は完成する予定ですか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 保育所のほうが４月１日から開園

という話を聞いております。実際にはやはり事業がございますの

で、実際かかるのが、まだちょっと設計もしておりませんので、

実際には８月、９月以降になると思います。ですから、年度内、

12月ぐらいまでには全部整備が終わるのではないかと思います。

金澤委員 今ちょっと私もお話を聞こうと思ったのですが、１号公園に関

しては12月では遅い。全然遅い。秋の運動会シーズンには何が何

でも間に合わせていただきたいなというふうに思っているのです

けれども、１号公園は12月ということなので、できるだけ急いで

いただくということで要望させていただいて、４号公園の地下調

整池なのですが、これに関しては地下水のボーリング調査は念入

りにしていただくということで了解してよろしいですか。

武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事務所長 念入りに進めていきたいと思って

おります。

委員長 ほかにありませんか。
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〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第44号 平成20年度入間都市計画事業武蔵藤沢駅

周辺土地区画整理事業特別会計予算を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

△ 議案上程

議案第４５号 平成２０年度入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整

理事業特別会計予算

委員長 次に、議案第45号 平成20年度入間都市計画事業入間市駅北口

土地区画整理事業特別会計予算を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

区画整理部参事兼入間市駅北口土地区画整理事務所長 議案第45号 平成

20年度入間都市計画事業入間市駅北口土地区画整理事業特別会計
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予算の概要についてご説明申し上げます。

平成20年度につきましては、国道16号の拡幅及び馬頭坂線関連

を重点に事業を行う予定でございます。なお、北口事業の進捗率

ですけれども、平成20年度末で27パーセントを見込んでおります。

最初に、歳入について申し上げます。予算説明書の297から298ペ

ージをお開きください。款１項２目１、6,500万円ですけれども、

区画整理事業補助金であります。内容につきましては、通常費

850万円、臨時交付金6,050万円を計上したものでございます。

次に、款２一般会計繰入金につきましては２億5,155万円を予

定いたしました。

款３繰越金につきましては、前年度繰越金450万円を計上し、

歳入合計を３億2,500万円といたしました。

次に、歳出についてご説明いたします。299ページから300ペー

ジをお開きください。款２項１目１事業費の大事業、調査設計等

委託事業774万円ですけれども、これは16号及び馬頭坂関連の建

物物件調査積算12棟及び地質調査の２カ所の委託事業が主なもの

でございます。

次に、大事業、工事費、中事業、街路築造工事費7,050万円で

すけれども、それは馬頭坂線擁壁工事、延長36.3メートルを施工

するものでございます。また、汚水工事費520万円は区画道路６

―６と馬頭坂線の一部に汚水管延長110メートルを布設するもの

でございます。その他工事といたしまして、不備な道路の補修費

として530万円を計上いたしました。
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次に、大事業、物件補償費ですけれども、中事業、物件等移転

補償費１億4,556万円ですけれども、16号関連７棟、馬頭坂線関

連１棟、その他４棟の合計12棟の建物移転補償でございます。

なお、各事業の施工箇所につきましては、配付いたしました工

事予定箇所を参照いただきたいと思います。

以上で説明を終わります。よろしくご審議をいただきますよう

お願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 物件等の補償費の関係で建物移転補償、どの辺の場所になるの

ですか、この図面では。

区画整理部参事兼入間市駅北口土地区画整理事務所長 先ほど言いました

ように、補償関係は16号沿線と、それから馬頭坂でございます。

補償につきましては、資料を添付しておりませんので、概略は今

お話しいたしましたように河原町の交差点周辺、それから馬頭坂

の周辺、こういうことでご理解をいただきたいと思います。

石田委員 あそこに大きな教会がありますけれども、あそこも今回含まれ

ているのですか。

区画整理部参事兼入間市駅北口土地区画整理事務所長 教会につきまして

は、今回予算に計上してございません。計上いたしまして、ある

程度まとまりそうなところといいますか、こういうものを中心に

予算計上しております。

宮岡治郎委員 入間市駅の北口のバリアフリーなのですけれども、階段、
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エスカレーターとかエレベーター設置、これは恐らく前も北口の

駅前広場に合わせてということなのでしょうけれども、それであ

りますとめどが立っていないというふうに思っていいわけです

か。

区画整理部参事兼入間市駅北口土地区画整理事務所長 まだ、今申し上げ

ましたように国道関係、馬頭坂をしておりまして、駅広までまだ

少し先になりますので、その段階ということでご理解いただきた

いと思います。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第45号 平成20年度入間都市計画事業入間市駅北

口土地区画整理事業特別会計予算を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

暫時休憩いたします。

午後 ５時３３分 休憩
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午後 ５時３４分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第４６号 平成２０年度入間都市計画事業扇台土地区画整理事業特

別会計予算

委員長 次に、議案第46号 平成20年度入間都市計画事業扇台土地区画

整理事業特別会計予算を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

扇台土地区画整理事務所長 それでは、議案第46号 平成20年度入間都市

計画事業扇台土地区画整理事業特別会計予算についてご説明申し

上げます。

最初に、歳入についてご説明申し上げます。予算説明書315ペ

ージ、316ページをお開きいただきたいと思います。まず、款１

事業収入、項１目１保留地処分金1,985万円につきましては、保

留地処分金、つけ保留地150平方メートル処分する予定で予算計

上いたしました。

款２国庫支出金、項１国庫補助金、目１区画整理事業国庫補助

金１億6,015万円につきましては、通常費2,000万円と臨時交付金

２億7,300万円の基本事業費に対しまして通常費は２分の１です
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ので、1,000万円、臨時交付金については10分の5.5掛けていただ

きますと１億5,015万円、これの合計であります。

款４項１繰入金、目１一般会計繰入金３億5,400万円につきま

しては一般会計からの繰入金ですが、このうち２億200万円につ

きましては地方特定道路整備事業による起債であります。

款５項１目１繰越金1,200万円は、前年度の繰越金であります。

次に、歳出についてご説明申し上げます。予算説明書の317ペ

ージから318ページ、予算参考資料の58ページ等をご参照願いた

いと思います。まず、款２項１目１事業費についてご説明申し上

げます。大事業、調査設計等委託事業、中事業、調査設計等委託

料385万5,000円につきましては、予算参考資料に示した画地確定

杭打測量、建物・物件調査積算及び事業計画変更に伴う総合設計

見直し業務委託料でございます。

続きまして、事前配付させていただきました図面をお開き願い

たいと思います。この凡例によりますと、赤いところが平成20年

度の工事箇所でございます。黄色い部分が19年度の工事箇所でご

ざいます。

大事業、工事費、中事業、街路築造工事費6,340万円につきま

しては、国庫補助事業対象の区６―５、６、図面の左側ほうです。

その路線と89号線、図面の一番右上の部分でございます。この３

路線、幅員６メートル、延長258メートルと地方特定道路整備事

業の扇台愛宕公園線、右のほうのちょっと太いところでございま

す。それが約75メートル、そのほかに区画街路を合わせまして合
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計延長385メートルを一応工事の予定をしております。それから、

中事業、汚水工事費1,980万円につきましては、この道路築造に

伴います汚水管の布設工事でございまして、200ミリの管を530メ

ートル施工するものでございます。中事業、その他工事費4,240万

円につきましては、これは図面の右上のほうに愛宕公園と書いて

あって市民会館と書いてございますが、市民会館の補償工事が主

なものでございます。これは、市が市に補償するというのは変な

話ですので、直接市が施工を補償にかえてやるということでござ

います。道路拡幅部分にある支障物件を動かすものでございます。

次に、大事業、物件等補償費、中事業、物件等移転補償料３億

840万円につきましては、国庫補助事業対象の16棟の建物移転補

償が主なものでございます。代替移転箇所につきましては、郵便

局の前あたりと富士見道路の開通したときの約束の地権者の物件

が主なものでございます。

以上で説明を終わりますが、20年度予算執行が順調に終わりま

すと事業費ベースで18パーセントの執行率になる見込みでござい

ます。それから、図面の右下に道路整備率以下建物補償までの率

が書いてございますが、これは先般事業計画変更を行っておりま

すので、行った全体に対する比率に書きかえてございますので、

19年度当初と数字が若干ずれてくるかと思いますので、その点を

申し添えさせていただきたいと思います。よろしくご審議賜りま

すようお願い申し上げます。

以上でございます。
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委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

宮岡治郎委員 款２項１目１事業費です。その他の工事費です。この資料

によりますと、市民会館外構補償というのがあります。これです

と、例えば粕谷義三さんの像とかそこの台座とか、あのあたりま

で下がるとか、何かかかわってくるのですか。

扇台土地区画整理事務所長 ここにかかわる市民会館の補償工事の内容で

ございますが、前にありますベニカナメの垣根から始まりまして、

市民会館の入り口にモニュメントというか、アーケードがござい

ます。それと電話ボックスを過ぎまして、粕谷義三さんの銅像を

含め、最後に子育て地蔵がありますけれども、そこの部分までが

補償工事の内容になります。

宮岡治郎委員 補償といいますと、例えば電話ボックスなどは撤去すれば

済んでしまうかもしれないし、アーチは移動できるけれども。粕

谷義三さんの場合は、あれはどうするのですか。削ってしまうの

ですか、例えば。それとも少し押し込んでしまうのですか。

扇台土地区画整理事務所長 自治文化課のほうとお話をしまして、市民会

館の粕谷義三さんの後ろにスペースがございますので、そのまま

１回その銅像部分を保管させていただいて、台座を全部つくりか

えて移設するという形でございます。

石田委員 わからないですが、今の関係はここのところをあけるわけです

よね。何のためにあけるのですか。これ見ている限りわからない

のですけれども。



- 308 -

扇台土地区画整理事務所長 ここは、会館通り線という都市計画道路で、

多分石田委員さんもご存じだと思いますけれども、市役所のほう

から郵便局へはカーブをしています、テニスコートのわきあたり

から。そのカーブは、現況が非常にカーブがきついので、そのカ

ーブを緩やかにするために都市計画決定は市民会館側に食い込ん

でいる形になります。その都市計画決定を私どものほうで変える

わけにいきませんので、その都市計画決定に沿った形でそこの部

分をやると。なおかつご存じのとおり郵便局側の歩道が異常に狭

いと思われます。それを向こうへシフトすることによって車道を

一、二メートルシフトしてこちら側の歩道を拡幅していくという

ことでございます。ですから、このちょうど38と書いてあるとこ

ろにマンションができていると思いますが、そこの歩道並みにな

ってくるというふうにご理解願いたいと思います。

石田委員 市民会館道路沿いだけだったらまだそれもわかるのですが、北

側に延びています、直角に。これはどういう意味なのですか。

扇台土地区画整理事務所長 市民会館の子育て地蔵から北側へ向かって擁

壁ができています。その擁壁を直さないと建物が、市民会館の高

さのほうが、そのわきは住宅の展示場になっているのですけれど

も、そちらが低いのです。ですから、そこの土どめを全部やりか

ていくのだという意味でございます。

石田委員 今の関係はわかりました。

もう一点ちょっとお聞きしたいのは、この扇台愛宕公園線とい

う道路の形態、幅員だとか歩道だとか、それどんな形になるので
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すか。

扇台土地区画整理事務所長 愛宕公園線、この道路につきましては道路一

般部の構成が車道７メートル、歩道が2.5メートルずつで12メー

トルになるかと思います。それが一般部でございます。交差点部

になりますと、右折車線がつきます関係で15.5メートルになりま

す。ですから、富士見通りとの交差点の付近とか市民会館とのク

ロスするあたりとか、ちょうどテニスコートのわきになるのです

が、これは15.5メートルになるということでございます。

石田委員 まちづくり研究会ですか、ここでもありますよね、当然ね。そ

れで、どんな論議になったかちょっとお聞きしたいのですけれど

も、いずれにしろテニスコートのところの桜が市の名勝にもなっ

ている中で、それを切ってしまうのだろうかというのでかなり心

配の声がいっぱい上がってきている。今度工事が始まってくると

いよいよそれは現実になってくるということの中で、いろいろな

意見が上がってくるのではないかと思いますけれども、まちづく

り研究会ではこれについてはどんな論議をされたか。

扇台土地区画整理事務所長 桜については、まだ研究会での論議はされて

おりません。というのは、この道路を整備する順番といたしまし

て、この赤く書いてあるのと同時に下側のほうも整備し始めてい

るのです。この久保稲荷側から富士見通り線まで、これがあと４

軒家が残っていまして、それを進めているところですので、そち

ら側を当面やっていって、今この赤いところから市民活動センタ

ーの付近まで相当の家がございます。それを動かすまでに相当の
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年月かかりますので、テニスコートへ行くまでには相当時間がか

かるということです。ですから、そのころにまたご論議をいただ

くというふうに考えています。

石田委員 当然幅2.5メートルの歩道がつくわけですよね。歩道の中に当

然植樹というのは可能ですよね。そういった意味で早目に例えば

かわりの桜を植えておくとか、何か対策を考えておかないと恐ら

く相当の苦情が市に集中するのではないかなと。何かやっぱり具

体的なそういった面での検討というのはなされないのですか。

扇台土地区画整理事務所長 ２メートル50センチの歩道に今のような大木

の桜を植えるということは不可能なのですけれども、植樹升とい

う形で、要するに植樹帯という帯のようにはできませんが、植樹

升というような形で飛び飛びに植樹することは可能なのですが、

今の段階でこの古木をすべて切って新しいものにして理解が得ら

れるかどうかちょっとわかりません。いずれにしてもまだまだ建

物を動かす、市民活動センターまで来る時間を見ながら、まちづ

くり研究会へ諮りながら、なおかつテニスコート利用者とも懇談

しながらその辺の準備をしていったほうがいいのではないかとい

うふうに考えております。

石田委員 いずれにしろこの地元の人たちの了解が得られるような形とい

うのを何とかつくってもらいたいなと思って、結構地元の付近の

人たちから何とかならないのか、残せないのかという意見が強い

ものですから、ぜひいい知恵を出していただくように要望してお

きたいと思います。
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金澤委員 ちょっと根本的なことで恐縮で、お教えいただきたいのですけ

れども、この土地区画整理地内の固定資産税の話なのですけれど

も、この固定資産税というのは換地のタイミングの問題があると

思うのですけれども、例えばＡとＢとＣという土地があって、Ａ

の人がＢの土地、Ｂの人がＣの土地へ移るとします。Ｂの土地が

たまたまあきましたと、取り壊しましたとしたときに、このＡの

人がＢの土地に移った場合に家を建て始めたとします。この固定

資産税はどの時点で切りかわるのですか。

扇台土地区画整理事務所長 区画整理で仮換地を指定するという仮換地指

定処分というのがあるのですが、行政処分ですが、その処分を受

けたからといって紙の段階で課税は移行しません。それを新しい

換地先へ移行する税金の切りかえということでご質疑だと思うの

ですけれども、１月１日現在がご存じのように課税の標準日でご

ざいますので、その１月１日に合わせて区画整理課で仮換地指定

をして、街区課税に移行してほしいものについては私どものほう

から資産税課にデータを上げて、先ほど言いましたＡさんがＢさ

んの土地をもう使用している、完了していると、100パーセント

大丈夫だという場合はその時点で通知を申し上げて、１月１日か

ら、次の年度から新しいその土地での課税になる。では、しから

ばＢさんはその土地を奪われた場合どうするのだということにな

ると、そこから収益を上げられませんので、その部分について固

定資産税を減免していただくという措置をしております。

以上です。
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金澤委員 その固定資産税の減免については、本人の申請に任せているの

ですか、それともきちんと切りかえについて通知をされているの

ですか。

扇台土地区画整理事務所長 本人から申告するのが原則になってございま

すが、手続上は。だけれども、私どものほうでちゃんと地主さん

のところへ行って、こうですので、出してくださいということで

１軒１軒回って出しております。

金澤委員 これまでに手続が漏れて後々還付をしたというような事例はあ

りませんか。

扇台土地区画整理事務所長 現在のところございません。

金澤委員 私は、還付を受けたという方から相談を受けているのですけれ

ども、それ間違いありませんか。

扇台土地区画整理事務所長 扇台地区では還付した例はございません。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第46号 平成20年度入間都市計画事業扇台土地区

画整理事業特別会計予算を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕
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委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし

た。

△ 議案上程

議案第４７号 平成２０年度入間都市計画事業狭山台土地区画整理事業

特別会計予算

委員長 次に、議案第47号 平成20年度入間都市計画事業狭山台土地区

画整理事業特別会計予算を議題といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

歳入歳出一括して願います。

提案理由の説明

狭山台土地区画整理事務所長 それでは、議案第47号 平成20年度入間都

市計画事業狭山台土地区画整理事業特別会計予算の概要を申し上

げます。

平成20年度の予算総額は、歳入歳出予算それぞれ５億8,500万

円となっております。予算につきましては327ページから、説明

書につきましては330ページからとなっております。

まず、説明書の333ページの歳入からご説明申し上げます。款

１事業収入、項１目１保留地処分金、大事業、狭山台土地区画整

理事業保留地処分金１億3,000万円につきましては工業専用地域、

工業地域の２画地の売却を予定しているものでございます。

款２国庫支出金、項１国庫補助金、目１区画整理事業国庫補助
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金１億3,000万円につきましては、通常費分として補償費の900万

円と臨時交付金として街路築造工事の１億2,100万円、計１億

3,000万円を見込み、計上したものでございます。

款３項１繰入金、目１一般会計繰入金、大事業、一般会計繰入

金３億2,400万円につきましては、市からの繰入金を計上したも

のでございます。

続いて、歳出につきましては説明書335ページから338ページを

ごらんいただきたいと思います。それでは、主な事業費からご説

明をいたします。款２項１目１事業費、大事業、調査設計等委託

事業、調査設計等委託料1,882万4,000円につきましては、参考資

料の59ページにお示ししてございます仮換地指定変更作業及び街

区・画地点等測量業務委託等の委託業務を計上したものでござい

ます。

次に、大事業、中事業、街路築造工事１億6,900万円につきま

しては、街路築造工事箇所図に示してあります。お手元に街路築

造工事の図面が行っておりますので、ごらんになっていただきた

いと思います。赤く塗ってあるのは平成20年度の街路築造工事の

箇所でございます。具体的には工業専用地区内の都市計画道路、

根岸二本木線の一部、延長465メートル、幅員16メートル、それ

から第２種中高層住居専用地区内の区26号線、延長225.9メート

ル、幅員９メートル、そして第１種低層住居専用地域内の区35号

線の一部、延長136.5メートル、幅員６メートル、それから区47号

線の一部、歩１、歩３号線、延長139.7メートル、幅員６メート
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ルの街路築造工事を行うものでございます。次に、中事業、雨水

工事費2,020万円につきましては、都市計画道路根岸二本木線の

一部、延長96メートル、内径400から450ミリ、それと区35号線の

一部、延長225メートル、内径300から350ミリの雨水管布設工事

を行うものです。これにつきましては、道路築造工事の裏面に図

面に落としてありますので、ご参照願いたいと思います。汚水も

同じでございます。中事業、汚水工事費860万円につきましては

区47号線、66号線の一部、延長116メートル、内径220ミリの汚水

管布設工事を行う予定のものでございます。それから、中事業、

その他工事費450万円につきましては、道路の維持管理のための

道路補修工事及び交通安全施設設置工事等を行う予定のものでご

ざいます。

次に、大事業、物件等補償費２億8,120万円につきましては、

建物等９棟と電柱移設補償等を計上するものでございます。

以上が平成20年度当初予算の概要でございます。これにより平

成20年度末の進捗率は事業費ベースで77.7パーセントとなる予定

でございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い

申し上げます。

以上でございます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

石田委員 保留地処分２区画ということなのですけれども、それぞれ面積

はどのくらいかということと、残りの保留地はどのぐらい残って
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いるでしょうか。

狭山台土地区画整理事務所長 平成20年度に売却するのは２区画というこ

とで先ほどご説明したのですけれども、面積につきましては１つ

のほうは1,354平方メートル、もう一つが209平方メートル、合計

しまして1,563平方メートルでございます。

石田委員 場所的には、これはどの辺の場所なのですか。

狭山台土地区画整理事務所長 これは、１つは工業専用地域でございます。

場所につきましては、南北に都市計画道路根岸二本木線が通って

いますが、その西側が１カ所、それからもう一つは東西に都市計

画道路が走っているのですけれども、これが中央通り線という都

市計画道路ですが、その南側に１カ所ございます。その２つでご

ざいます。

石田委員 それと、あと残っている保留地というのは何区画でどのぐらい

の面積ですか。

狭山台土地区画整理事務所長 残っている面積が一応19年度末ということ

で、19年度末の数字でよろしいですか。それに加えますので。19年

度末に残っている面積が１万4,595平方メートルです。それで、

画地数なのですが、全体で91区画あるのですが、20年度除いて21区

画が残っているということです。要するに20年度は２つ売れたと

いうことで、残りが21という画地数でございます。

以上です。

石田委員 20年度に２区画しか処分しないというのは、全体として見ると

21区画まだその後残るわけです。１万3,032平方メートルになり
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ますか、引いて言うと。それだけ残っているものだから、もうち

ょっと20年度で保留地処分の数をふやしてもいいのではないかな

と思われるのですけれども、それについてはどのように考えてい

ますか。

狭山台土地区画整理事務所長 保留地の処分については、処分計画という

のを立てておりまして、それでやはり売るについては保留地に面

した道路は街路築造工事がきちっとできて、それがやはり売れる

状態になっていないと売れないものですから、例えば上に物があ

って、それを補償して、除いて更地の状態にして売らなければな

らないと、そういう諸条件があるものですから、やはり売れる状

態にして売らなければならないものですから、そういうことで

20年度につきましてはとりあえず２区画ということでございま

す。

石田委員 そうすると、残りの21区画というのは大体どの辺に、左の下の

ほう残っていると見ていいのですか。道路がまだ未整備というと

ころを見ると。

狭山台土地区画整理事務所長 いろいろ全体に展開しているのですけれど

も、大体、大部分が住居系のほうに残りが残ってございます。

石田委員 あと大きな区画で工業系なんかで処分する形の中で、大きなも

のというのはどのくらいの面積のものが何区画ぐらいあります

か。この１万3,032平方メートル残の、この内訳ということで。

狭山台土地区画整理事務所長 工業につきましては、20年度に売却をする

と残りはつけ保留地だけということで、事実上一般の方に売れる
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ようなものはございません。

石田委員 そうすると、現実的につけ保留地を除いてしまって、あと処分

しなくてはならないというのは実際どのくらい残っているのです

か。実態が見えてこないのですけれども。

委員長 暫時休憩します。

午後 ６時０４分 休憩

午後 ６時０５分 再開

委員長 会議を再開します。

狭山台土地区画整理事務所長 面積としましては、約ということでご理解

いただきたいのですが、１万3,000平方メートルと若干というと

ころはあります。

石田委員 まだ実態として１万3,000平方メートルぐらいはつけ保留地以

外で21年から処分しなくてはならないと。かなりの事業が残って

いるのだなという感じがしました。

あと本会議の中で７億円から８億円の税収がここで上がってい

るという話の中で、ちょっと確認しておきたいのですけれども、

固定資産税と都市計画税、これは間違いなくこの区域から上がっ

ておるものだと思うのですが、それと合わせますと３億2,690万

円という数字であることと、法人税と償却資産、115件あるとい

うことなのですが、これを合わせますと４億8,242万円と。実際

には、これはその収入のうちの約40パーセントは間違いなく固定

資産税、都市計画税として上がっていると。法人税そのものは実
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際４億8,242万円で全体の60パーセントぐらい、ほかの狭山台以

外の法人の分が含まれた数字になっているというふうに解釈した

のですけれども、こういった解釈でよろしいですか。

区画整理部長 総括質疑の中でご答弁申し上げました。今確認をさせてい

ただきたいのですが、私そのときの資料は今手持ちがあるのです

が、土地につきましては１億6,056万2,279円、家屋が470棟で１

億1,286万410円と。そして、これに都市計画税がございますので、

これが5,341万5,489円と。償却資産が115件、それから法人市民

税、これは法人税割と均等割の合計でございますが、これが合わ

せまして償却資産が１億3,642万9,000円、法人市民税が３億

4,597万4,900円と。今石田委員がおっしゃいました何割ぐらいか

というのは、これは総括でもご答弁申し上げましたが、重複して

いる部分、重なっている部分については市民税のほうで厳密に抜

き出しはできないということなので、これ重なっておりますけれ

ども、７億円から８億円あるということで、同じような答弁であ

りますけれども、６割とか４割というふうな形でなくて、どのぐ

らいか全く抜き出すことはできませんので、これらを合わせて７

億円から８億円ということでご理解をいただきたいと思っており

ます。

石田委員 私もその点はわかっているのです。私が言ったのは、40パーセ

ントというのは要するに固定資産税、都市計画税を足すと約３億

2,690万円になると。それで、法人税と償却資産を足すと４億

8,242万円になって、全体では８億924万円と、大体こういう数字
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になると。そのうちの40パーセントは間違いないと、この固定資

産税と都市計画税は。それで、残りの60パーセントについては法

人税だから、狭山台以外の工場の分も含まれていると、それが６

割を占めているという数字ではないかと思いまして、ちょっと確

認させてもらったのですが。

区画整理部長 おっしゃる意味はわかりました。そのとおりでございます。

ですから、６割は償却資産と法人市民税と。いわゆる７億円から

８億円のうちのですね。いわゆるその償却資産と法人市民税の中

には少し企業が、会社が重なっている部分がございますけれども、

それは一緒になっておりますということで、その６割の中には含

まれているということでご理解いただければと思います。

委員長 ほかにありませんか。ございませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

まず、反対の方から願います。

石田委員 議案第47号 平成20年度入間都市計画事業狭山台土地区画整理

事業特別会計予算に反対の討論を行います。

狭山台土地区画整理事業は、一般会計からの繰入金３億2,400万

円が事業費全体の55パーセントを占めています。入間市は、バブ

ルが崩壊し、市民生活が困難になる中、財政が苦しいからという

理由で敬老祝金を毎年支給から節目支給にし、さらにその金額ま

でも減額しました。また、就学援助制度を入間市独自制度で対象
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者を減らし、寝たきり老人手当を廃止、重度身体障害者福祉手当

に所得制限を導入するなど、市民の暮らしや福祉、教育分野の予

算を削減してきました。このように市民生活を犠牲にしながら最

優先課題の１つとして狭山台土地区画整理事業を行ってきまし

た。工場や住宅ができて一定の税収が見込まれるのは当然ですが、

数億円の税収が見込まれたとしても、この間に失われた市民生活

は取り戻すことはできないし、ほとんどは今も後退したままであ

ります。これらの背景は、この事業が当初の計画どおり保留地処

分金が見込めなくなり、４回目の見直しで、市費投入額が24億

9,000万円から62億8,055万円、252パーセントにもふやされ、余

りにも市負担が大きくなり過ぎたことにあります。こうした中で、

2004年度は１億円程度だった繰入金が2005年度は２億円にふやさ

れ、市財政の最も厳しいこの時期、昨年度に続き2008年度も３億

円を超える一般会計からの繰入金は市民の理解を得られません。

繰入金を減額し、私たちの納める高い税金は工業団地造成よりも

全市民を対象にした暮らしや福祉、教育分野へ使用し、厳しい市

民生活を応援する予算に回すべきです。

以上で反対討論といたします。

委員長 次に、賛成の方、願います。

友山委員 議案第47号 平成20年度入間都市計画事業狭山台土地区画整理

事業特別会計予算について、未来新政会を代表して賛成討論をい

たします。

狭山台土地区画整理事業は、平成５年に事業認可を受けて以来
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14年目が経過し、関係地権者のご理解、ご協力と市執行部の努力

により着々と整備が進み、工業専用地域で100社を超える企業が

事業活動をし、また住居地域では約240戸を超える住宅が建ち、

今後も増加の傾向にあり、工業団地を含む新市街地へと日々発展

をしています。しかし、特に区域内の幹線道路であります都市計

画道路根岸二本木線と第２種中高層住居専用地域、第１種低層住

居専用地域内の道路の早期整備、そして雨水対策が必要と考えま

す。

このたびの平成20年度予算では、街路築造工事と雨水工事を重

点に事業費を計上してあります。特に幹線道路である都市計画道

路根岸二本木線については、前年度に引き続き残りの延長465メ

ートルの街路築造工事が行われることになり、全線約1,300メー

トルが完了となります。そして、雨水対策としては街路築造のた

めの先行としての雨水管布設工事が行われることになります。こ

のことは、関係者の皆様の要望にこたえるもので、大変好ましい

ことと思います。これからも道路の整備を優先し、土地利用や事

業活動に支障がないように事業を推進すべきと思います。今後も

保留地の売却による事業収入の確保と事業費の削減に一層努力さ

れ、この事業が早期に完成されますよう要望し、平成20度入間都

市計画事業狭山台土地区画整理事業特別会計予算についての賛成

討論といたします。

以上です。

委員長 ほかにありませんか。
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〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより採決いたします。

議案第47号 平成20年度入間都市計画事業狭山台土地区画整理

事業特別会計予算は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。

〔起立多数〕

委員長 起立多数であります。

よって、議案第47号 平成20年度入間都市計画事業狭山台土地

区画整理事業特別会計予算は原案のとおり可決いたしました。

暫時休憩いたします。

午後 ６時１５分 休憩

午後 ６時１７分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 議案上程

議案第４８号 平成２０年度入間市水道事業会計予算

委員長 次に、議案第48号 平成20年度入間市水道事業会計予算を議題

といたします。

議案の朗読は省略いたします。

提案理由について、執行部から説明を求めます。

収入支出一括して願います。
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提案理由の説明

水道経営課長 議案第48号 平成20年度入間市水道事業会計予算の概要に

つきまして、予算書及び予算説明書によりご説明を申し上げます。

予算書及び予算説明書の346ページをお開きください。予算の

概要からご説明をいたします。平成20年度の水道事業会計の予算

規模は、前年度の当初予算より11.4パーセント少ない38億1,318万

1,000円となっています。平成20年度の水道事業につきましては、

第５次入間市総合振興計画前期基本計画に位置づけられた安定給

水の推進を組織目標として、災害対策の充実、安全で安定した水

道水の供給、節水意識の啓発及び経営の効率化の４つの施策を中

心に取り組みを進めてまいります。

第２条の業務の予定量は、これまでの実績に基づきまして給水

戸数は検針戸数が増加していることから、前年度当初より700戸

増の６万1,700戸、年間総給水量は平成19年度の水需要の状況な

どを踏まえて前年度当初より４万8,000立方メートル少ない

1,810万1,000立方メートルとし、１日平均給水量を４万9,592立

方メートルとしています。次に、主要な建設改良事業では、配水

管改良事業で、大規模団地の武蔵台団地内の配水管布設がえ工事

及び八津池団地内の配水管布設がえ工事を実施いたします。第４

期拡張事業につきましては、狭山台工業団地方面への配水量の増

加に対応するため、藤沢配水場のポンプ増設工事を実施いたしま

す。

第３条の収益的収入及び支出につきましては、企業活動の経常
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的な経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出の内容

でございますが、収益的収入は前年度対比、額で2,375万2,000円、

率で0.76パーセント減の30億9,221万4,000円を見込んでおりま

す。収益的支出は、前年度対比、額で4,391万6,000円、率で1.51パ

ーセント減の28億7,385万1,000円を見込んでおります。この結果、

平成20年度の損益は前年度当初より3,992万6,000円増の１億

8,842万5,000円の純利益となる予定でございます。

第４条の資本的収入及び支出につきましては、主として建設改

良及び企業債に関する収入及び支出でございますが、資本的収入

は前年度対比3,149万9,000円、率で15.64パーセント減の１億

6,988万1,000円を見込み、資本的支出は前年度対比４億4,897万

2,000円、率で32.34パーセント減の９億3,933万円としておりま

す。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額７億6,944万

9,000円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税、資本

的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金で補てん

することになります。

第５条の債務負担行為は、現在１年契約としている量水器検針

等業務委託を平成21年度から平成23年度までの３年間の長期契約

としたいための債務負担行為であり、限度額１億8,000万円を設

定するものであります。

第６条は、予定支出の各項の経費の金額の流用について、第７

条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費につい

て、第８条は棚卸資産購入限度額を定めるものであります。
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次に、予算説明書の中から主なものについてご説明をいたしま

す。予算説明書の348ページからとなりますので、よろしくお願

いいたします。

収益的収入及び支出のうち、款１事業収益のうち項１営業収益、

目１給水収益の28億4,499万円は水道料金収入でありますが、水

の需要が伸び悩んでいることから、前年度当初予算に比べ、率で

0.3パーセント、額で952万5,000円の減額となりました。水道料

金収入は、収益的収入の約92パーセントを占めていますが、使用

水量の減少傾向は一般家庭だけでなく大口の事業所についても続

くものと考えております。

目２その他の営業収益２億1,997万2,000円の主なものは、水道

料金とあわせて徴収している下水道使用料の調定等受託事務手数

料8,238万8,000円と水道利用加入金の60パーセントに当たる収入

である9,135万円であります。

項２営業外収益は、目１受取利息が事業資金を国債などで運用

することによる受取利息の増額が見込まれることから、前年度当

初より256万3,000円多い1,225万1,000円を見込んでおります。

項３特別利益、目２その他特別利益1,500万円は、扇町屋配水

場ポンプ関連設備のオーバーホールの財源として修繕引当金を戻

し入れるものであります。

款１事業費の項１営業費用26億9,548万3,000円のうち、目１原

水及び浄水費11億5,247万4,000円の主なものは、鍵山浄水場や配

水施設の施設管理業務などの委託料9,173万9,000円、県水の受水
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費９億7,300万3,000円であります。なお、平成20年度の年間総給

水量1,810万1,000立方メートルのうち、県水受水予定量は1,499万

9,500立方メートル、自己水は310万1,500立方メートルとなり、

県水受水率は約82.9パーセント、自己水確保率は約17.1パーセン

トとなる見込みであります。

目２配水費の３億9,916万3,000円の主なものは、４つの配水場

や配水場を補助する配水池や加圧場などの施設に係る維持管理

費、漏水修理や漏水調査などに係る委託料、配水管等の修繕費で

あります。

項２営業外費用の目１支払利息の１億3,485万5,000円は、平成

20年度に償還をする企業債の償還利息であります。

次に、349ページの資本的収入及び支出の状況についてご説明

いたします。款１資本的収入の項１出資金5,702万5,000円は、土

地区画整理事業に伴う配水管布設工事を一般会計出資金として受

け入れるものであります。

項２負担金5,149万8,000円は、平成20年度に実施する公共下水

道工事等に伴う配水管布設がえ工事の負担金4,503万8,000円と消

火栓17基の新設に係る設置負担金646万円であります。

項３加入金6,090万円は、水道利用加入金の40パーセントに当

たる額を資本的収入として計上するものであります。

款１資本的支出の項１建設改良費は７億1,759万5,000円となっ

ています。前年度に比べますと、約７億円をかけた東金子配水場

の改修工事が終了することから４億1,789万2,000円の減となって
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おります。平成20年度の建設改良事業は、単独事業で武蔵台団地

及び八津池団地内の配水管布設がえ工事などの４工事、工事延長

で約2,000メートルを実施いたします。また、下水道事業関連で

は南峰や野田地区で配水管布設がえ工事を７本、工事延長で約

1,000メートル、土地区画整理事業関連では扇台や武蔵藤沢を中

心に17本、工事延長で約1,600メートルを予定しております。

目３配水場改良費7,350万円は、寺竹加圧場及び南峰配水池の

監視盤改修などを東金子系遠方監視制御工事として行うものであ

ります。

目４第４期拡張事業費の１億4,016万7,000円は、藤沢配水場の

ポンプ１台を増設し、４台体制にするための工事費が約１億

1,000万円及びその管理委託料が約300万円などであります。

目５量水器費304万4,000円は、量水器828個の出庫に係る費用

であります。

目６固定資産購入費3,041万8,000円のうち1,299万5,000円は、

平成10年３月に購入した給水車を更新するもので、応急給水など

の災害対策の充実にも努めてまいります。

項２企業債償還金の２億2,173万5,000円は、昭和53年度から平

成13年度までに借り入れた企業債の償還元金であります。平成

20年度末における残高は約44億2,000万円となりますが、企業債

につきましては平成20年度についても借り入れをしないこととし

ております。

350ページからは、平成20年度の水道事業の経営状況などを地
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方公営企業法施行規則に基づいて記載したものであります。

350ページは、平成20年度水道事業会計の資金計画で、現金に

関係のある受入資金と支払資金の状況を示したもので、平成20年

度末の現金あり高につきましては、当年度予定額の差し引き欄の

20億4,400万9,000円を見込んでおります。

351ページから356ページまでは給与費明細書で、特別職の水道

審議会委員15人の報酬と一般職の職員39人分の給料とパート職員

の賃金等の明細であります。

351ページの損益勘定支弁職員と資本勘定支弁職員の内訳は、

水道用水供給事業営業活動や維持管理事業に従事している職員が

31人、水道施設などの建設改良事業に従事している職員が８人と

なります。なお、平成20年度の水道審議会につきましては予算的

には４回を開催をし、内容としては平成21年度までに策定する水

道事業の長期計画である入間市水道ビジョンの策定についてを審

議していただくことになっております。

357ページにつきましては債務負担行為に関する調書で、鍵山

浄水場等管理業務委託と水道料金の検針などの量水器検針等業務

委託の２つの内容であります。鍵山浄水場等の管理委託業務につ

きましては、昨年の12月議会で限度額8,000万円の債務負担行為

を設定し、本年２月に指名競争入札を行い、株式会社関東サービ

ス工社が6,066万9,000円で落札をしております。

358ページから360ページは、平成19年度決算に係る予定表です

が、358ページの損益計算書は企業の経営成績を明らかにする計
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算書で、収益と費用、それらの差し引きによる純利益の予定額を

記載しております。平成19年度の純利益につきましては、計算書

のしたから３行目にありますように１億8,852万8,000円を見込ん

でおります。

359ページから360ページの貸借対照表は、平成19年度末におけ

る企業の財産を示す計算書ですが、平成19年度末の利益剰余金に

つきましては、下から４行目にございます10億1,309万1,000円を

見込んでおります。

361ページから362ページにつきましては、平成20年度末におけ

る予定貸借対照表となっております。

お手元に配付いたしました別冊の予算参考資料には、60ページ

から水道事業会計の節レベルの内容が記載されております。その

中で72ページにつきましては、事業費構成、年間総給水量等の前

年度比較、決算特別委員会で指摘のあった損益勘定留保資金の内

容を記載させていただきました。平成20年度末の損益勘定留保資

金の残額につきましては８億2,203万6,000円を見込んでおりま

す。ちなみに、平成20年度当初予算における給水原価は約164円

となり、供給単価につきましては約161円となっています。

水道事業の経営は、水需要の低迷による水道料金の伸び悩みな

どから厳しい経営環境が続くことが予想されますが、有収率の向

上対策や事務事業の見直しによる組織力の強化、ホームページの

活用による効果的な情報の提供などを通じまして経営の効率化に

努めてまいりますので、引き続きのご指導をお願いいたしたいと
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思います。

以上をもちまして平成20年度水道事業会計の予算案についての

説明とさせていただきます。よろしくご審議くださいますようお

願い申し上げます。

委員長 これより質疑に入ります。

質疑を願います。

野口委員 では、自己水比率についてお聞きしたいのですけれども、17パ

ーセントになっているということですけれども、これは水利権と

の関係で今は年間供給水量をもとに、机上の計算でいいです。水

利権いっぱいにくみ上げたら何パーセントまでいくのですか。

水道施設課長 水利権いっぱいというのは、日量１万5,000トン水利権は

ございますので、今やっているのが8,500トンぐらいで17パーセ

ントということです。ですから、倍ぐらいということになろうか

と思うのですが。最高にいっても30パーセントぐらいになります。

野口委員 それを前提に、ことしが17パーセントで、来年は18パーセント

ですか、そういう予定で県との契約というか、結んでいると。23年

度から新たに契約交渉するということでよろしいのですよね。そ

うした場合に30パーセントまで上げる、つまり20パーセント以上

にいくとかいった場合に何か障害があるのでしょうか。

水道施設課長 県水が今61円ぐらいなのです。県水が３年間今それを据え

置きますということでやっているわけです。それが22年度までで

すから。ですから、その22年度を過ぎた後、県水を今度運営して

いく上では県水の値上がりをするという考え方があるわけです。
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ですから、埼玉県全体で県水を幾らにしていくか、どう運営して

いくかということを決めますので、入間市だけが一方的に20パー

セント、30パーセントということにはいかないという話になって

おります。入間市のほうとしては、今の段階では20年、21年度ま

でを17パーセント、それから22年度から18パーセント、23年度も

18パーセントということで県と協議を行っているという状況でご

ざいます。

野口委員 県との交渉で現状が決まっているのはわかっているので、23年

度以降について17、18、19パーセントというよりも25パーセント

とか30パーセントとかいくことについて障害があるのかと。つま

り私が言いたいのは、多くの自治体で契約しているのにあなたの

ところだけ30パーセント認めないよというふうに言われるのか、

それともそれだったらあなたのところだけ値段を上げるよと言わ

れるのか、そういうことを含めて、20パーセント以上に上げると

いうことに対して障害というのはどういうふうな障害があるのか

を聞きたいのです。

水道施設課長 障害というか、まず入間市が県水依存度が今85パーセント

ぐらいあるのです。下げてきて85パーセントぐらいになっている

わけです。それというのは、夏の渇水時等があるわけです。それ

は６月ごろから10月ぐらいまでが県水を高くしているわけです。

自己水を多くしているというのは、今言うように４月、５月、そ

れから12月から３月ぐらいの間を多くしてパーセントを上げてい

っているというのがあるわけです。というのは、入間川から取水
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していますから、渇水時になれば入間川も渇水するわけです。で

すから、そういう支障があるということで一概に30パーセントと

かそういうふうに上げられないというのが現状だと思います。

野口委員 渇水時には少なく、春とか時には多く自己水を鍵山浄水場から

取り入れられるということであれば、水利権との関係もあります

けれども、もっとそういうフレキシブルであれば別に20パーセン

ト以上、25パーセントとか自己水を上げられるはずで。というの

は、これから水道ビジョンですか、上げる場合何パーセントにす

るかということが非常に大事で、もう一つ言いますと、前に資料

請求で自己水の原価が今は69.77円か、それで県水が61.78円と、

こういうふうに自己水は高いようですけれども、自己水の原価は

ランニングコスト自体も固定費なのです、人件費。ましてや残り

の減価償却費、これはもう既に使ったお金で固定費なのです。だ

から、単純に言えば自己水が２倍になれば、これは三十……69円

だから、69円というのはこの時点で。すると半分ということにな

るわけです。ですから、自己水をふやせばふやすほど単価は下が

るわけです。鍵山が高いのは現状高いだけであって、ランニング

コストも固定費なのです。固定費、実際もらったのは多くは人件

費の配分だと。つまり人件費で、鍵山浄水場で働いている人がそ

れぞれ仕事している中で自己水の原価に振り向ける人件費だと思

います。書いてありますから。ですから、自己水の量が多くなれ

ばなるほど単価は下がるのです。つまり変動費ではないですから。

そういうことを踏まえて25パーセント、つまりこれが1.5倍ぐら
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いになれば自己水は逆にかなり減るわけです、単価が。そういう

ことを踏まえた上で、やっぱり自己水というのは目いっぱい使っ

たほうがいいと思うのです。逆にそのことによって県水がだった

ら値上げするよということで残りの８割が値上がりすれば元も子

もなくなりますけれども、そこら辺の交渉というのは大事であっ

て、やっぱりここまでは……その損得の計算で自己水の単価は下

がるけれども、県水は上がったということで、どのぐらいがちょ

うどいいのかなという交渉はやっぱりすべきであると思うのです

が、その点はいかがですか。

水道施設課長 先ほど日量１万5,000トンと私申し上げたのですけれども、

１万5,000トンをずっとつくるということはできないわけです。

例えば9,000トンをつくるためには、１万2,000トンのときもあっ

たり7,000トンのときもあったりという形なのです。ですから、

１万5,000トンが先ほどの計算で30パーセントだとすれば、最高

につくれても22パーセントぐらいが限度かなというのもあるわけ

です、実際には。１万5,000トンは、毎日はできないですから。

ですから、最高が１万5,000トンということは、１万2,000トンも

ずっとつくるということはなかなか難しいわけです。

それと、もう一点について、コストの関係なのですけれども、

今鍵山のコストを出しています。それについては、２年間はまだ

保険料とかそういうものが入っていないわけです、実際には。実

際に鍵山でかかってくるのは２年後ですから、ですから来年度、

21年度から保険とかいろんなものがかかってくるわけです。です
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から、コストはそこでどう下げていくかという研究はしていかな

ければならないのですけれども、今のコストよりも上がるという

ことはわかることなのです、実際には。ランニングコストを計算

していくと。ですから、今より下がるということではなく、上が

っていくというふうに考えたほうがよろしいかと思うのですけれ

ども。

野口委員 その22パーセントの限界はわかりました。ただ、コスト計算で

ランニングコストといわゆる減価償却とか保険料みたいなその他

のコストとごっちゃになっていると思うのです。固定費を含めて

自己水が１だろうと10だろうと出さなければいけないお金なので

す。県水というのは、買えば買うほどお金は支払わなければいけ

ないお金なのです。単純に考えて、自己水の単価が10倍であった

としても固定費だから、だから自己水が100の費用がかかって、

それに対して10自己水をとろうと100とろうと同じなのです。問

題は、県水を買う量を減らせば収益は上がるわけです。そういう

簡単なことをなぜ言わずに、それを言わずにこのコストは高い、

高いとかいうことをおっしゃっているから私はおかしいと。だか

ら、今言ったように22パーセントが限界だといえば、それに基づ

いて今回のこれからのビジョンはそのぐらいでしょうとわかるで

しょう。だから、この自己水についてはもっとわかりやすく、か

つ限界もわかりやすくというか、お願いしたいのです。だから、

かみついたのは余り説明が企業会計からいってちょっと稚拙な説

明をされて、私たちをだますような説明だったから腹が立ったの
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で、ごめんなさい。

以上です。

金澤委員 私が別に執行部に対して説明する必要もないと思うのですけれ

ども、野口委員がお話ししたのは、結局人１人がいれば目いっぱ

い働いてつくっても半分しかつくらなくても人件費は変わらない

から、つくればつくった分だけ鍵山浄水場の単価は下がるのでは

ないですかと言っているわけです。だから、単価が下がるのであ

れば、より鍵山浄水場の自己水をふやして県水買うのを含めて購

入品を下げたほうがいいのではないですかということを言いたい

のですけれども、現実にはそうはいかないということはあるので

すけれども、そういうことを言いたかったということなのです。

では、ちょっと私のほう質疑させていただいていいですか。で

は、私なのですけれども、参考資料の72ページで、２番の年間総

給水量等と、これがあって、有収率をいつものようにお話しした

いのですが、水道部長。水道部長の話、私は前回総括質疑の中で

93パーセントを将来的に95パーセントを目標に上げていくという

ようなお話を差し上げました。改めてお聞きしますけれども、95パ

ーセントに上げていくために年次的にどれぐらい、21年度、22年

度、23年度とどのような形で上げていくご計画でしょうか。

水道部長 今予算的には水道料金を算定する上での有収率は93パーセント

使っているとお答えをいたしました。第５次総合振興計画の前期

基本計画では、平成23年度の到達目標を95パーセントというふう

にしております。平成19年度の半年ぐらいの状況を見ると93.49パ
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ーセント、93.5パーセントぐらいに今の段階ではなっていますの

で、そういう意味からすると毎年例えば0.5パーセントぐらいず

つ伸びを見込めれば、到達目標である95パーセントというものに

達し得るのかなというふうには考えております。ただ、しかしな

がらなかなかこの有収率は厄介でして、全体の配水量に対する料

金対象の水量ということになりますので、結果としてはそういう

数字が出てくるかもしれないのですが、やはりそれを予測すると

いうのは非常に難しいと。ですから、例えば具体的には漏水調査

なんかやっております。かなり成果は出ておりますけれども、ま

た事業用水量の関係もそうなのですが、工事をしたりすることに

よって、いわゆる事業のためにつかってしまう水も確かに出てく

るのです。そういうのをいろいろ考えていきますと、93パーセン

トにいくために今年度は0.5パーセント、今年度は1.0パーセント

を見込めますということはなかなか言えない状況があるというこ

とをご理解をいただきたいのです。ただ、私どもとしては５カ年

の計画の中でその到達目標として95パーセントを掲げたわけです

から、そこに向かって努力はさせていただきたい、そう思います。

金澤委員 95パーセントまでどうやっていくのだという話になると、いつ

もなかなか計画が立たないからご答弁は避けられるという話なの

ですが、通常民間であれば95パーセントの目標が出たらきちんと

毎年ごとの目標を立てていかないと、いきなり２パーセントふえ

るということはあり得ないわけです。ですから、94なら94パーセ

ント、94.5なら94.5パーセント、次の対象に95パーセントだとい
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うふうにまず目標を立てて、ではそのためにどこまで、例えば漏

水調査対策の増強なり布設がえの予算の増なりを考えていくのが

筋ではないのでしょうか。なぜそこの部分で目標が立てられない

のですか。そこがわからないのですけれども。

水道部長 有収率というのは結果の数字でしかないのです。ですから、そ

うした意味では、今委員さんが言われたような形で計画的に、例

えば上昇率を見込むということを仮にしたとしても、ではその見

込んだ根拠となるものとして漏水調査で何パーセント、どのぐら

いの水量を有収水量に確保していくと、そういうものを個々に積

み上げていくというのはなかなか難しいのです、現実問題として。

ですから、机上の計算ではできてしまうけれども、それが実態に

合わないから、例えば入間市の平成16年度あたりからの水量の中

を見ると平均で93パーセントなのです。ですから、漏水調査もし、

それから施設の更新もし、老朽した管も計画的更新をしていても

現状としては93パーセント前後というのが過去の実績ですから、

それをやはり飛躍的に１パーセント計画上見るというのは、理論

上はできても実態としてはなかなかそぐわないという状況があり

ますので、どうしても抑え目に見がちになるというのが言えると

思うのです。ただ、水道ビジョンを平成21年度までにつくってい

くということになりますと、当面10年間の財政計画ということに

なりますから、総括質疑でもご意見いただきましたけれども、人

口の減少状況であるとか、いわゆる使用水量の状況であるとか、

それからそうしたものを積み上げていく中での有収水量をどのぐ
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らいに抑えるのか、またどのぐらいまで確保するのか、それによ

って有収率をどのぐらいに持っていこうとするのか、その辺のと

ころはもう一回しっかり議論をしていく必要があるとは思ってお

ります。

以上であります。

金澤委員 あくまでも有収率、有収率と言ってしつこいかなと思うのです

が、２パーセント違うと年間約5,600万円違うわけですから、10年

間で５億円、６億円違うわけですから、何としてでも有収率を上

げていく必要があるというふうに私は思っているのです。

そこで、総括質疑のご答弁の中で漏水量がある程度毎年決まっ

ていると総給水量が下がってしまっているので、割合としては漏

水率は上がるので、裏を返すと有収率はそれほど上がらないとい

うようなお話をされましたよね。それで間違いない、よろしいで

すか。

水道部長 そのような理解で結構です。

金澤委員 先ほどの72ページに戻っていただきたいのですが、２番の年間

総給水量で平成19年度が1,814万9,000トンになっています。平成

20年度が1,810万1,000トンになっています。確かにここで数字を

見ると４万8,000トン減っていますけれども、そういう意味から

すると確かに総給水量は下がっているように見えるのですが、こ

れ数字のマジックで、平成19年度はうるう年で366日で計算され

ています。平成20年度は、これ通常の年ですから、365日です。

ということは、具体的に言うと年間総給水量は実際には下がって
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いないのではないですか。というのは、なぜかというと１日当た

りの平均給水量を19年度と20年度を比べると20年度のほうがふえ

ているではないですか。そうすると、さっきのご説明とちょっと

矛盾すると思うのですけれども、いかがですか。

水道施設課長 実際に年間総給水量は19年度のほうが多いのですけれど

も、補正減をして19年度は実際には総配水量は少なくなってしま

ったわけです。現実はですよ。ですから、その中で今金澤委員さ

んおっしゃったとおり、この数字だけ見ると１日分減っただけに

計算上なっているわけです。これは、間違いないと思います。た

だし、今言うように20年度については実際には1,810万1,000トン

という形でやっていますけれども、最終的に20年度が終わったと

きにはそこまで伸びていかないだろうというのは考えられると思

います。

金澤委員 そこまでおっしゃられるとすると、この事業計画そのものの収

益の計算が成り立たなくなるのではないですか。

水道施設課長 ですから、有収率だけを考えると、有収率が上がるという

のは、計算上で95パーセントになったにしても総配水量が低くな

ってしまうと収入は低くなってくるという現実があるわけです。

ですから、有収率と収入金額というのは別物という、考えで言う

とおかしいかもしれませんけれども。

金澤委員 ちょっと違うのですけれども、私がちょっと整理させていただ

くと、話ししたのは、有収率が93パーセントのままで何でこれ上

がらないのですかとお話ししたら、水道部長が答弁で総給水量が
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下がっているせいですというような話をされました。私がここで、

実際には見た目は下がっているけれども、うるう年の関係を差し

引けば逆にふえているのではないのですかと、１日当たりの給水

量でいけば。ということで話をしました。そうすると、今施設課

長さんのほうで、これは20年度のこの数字は実際にはもっと下が

るのだから、実際には有収率は93パーセントのままで見込むしか

ないよというようなお話をされたのです。ということは、1,810万

1,000トンで見ているこの事業計画は成り立たないではないです

か。それで収支等出しているわけでしょう。収益見込んでいるわ

けでしょう。おかしいではないですか。それ自体も減っていると

いうことであれば、減っている数字で収益を立て直してください

となるではないですか。

水道施設課長 失礼しました。私の言葉が足らなかったのかもしれないで

すけれども、有収率を95パーセントに上げるということと今のこ

の93パーセントで計算上出しているというのは意味としては同じ

意味なのです。ですから、1,810万1,000トンに93パーセントの収

入を見込んで出しているということ。

金子俊雄委員 今のやりとりを聞いていますと、県水というのは予約して

買っているのだと思うのです、年間のを。県水はそうでしょう。

予約を、この数は多分。そうでないと県水のほうはやっていけな

いですから。これが例えば使い切れない場合、規定の量でいかな

い場合、そのときはどうするのですか。返すのですか。返すとい

うか、返すことはできないのですけれども、流してお金は向こう



- 342 -

へ払うということなのでしょう。そうではないの。

〔（そうです）と言う人あり〕

金子俊雄委員 それだから有収率がなかなかそれが絡んでくると上がって

いかないということで理解していいのではないの。そうではない

ですか。

〔（県との契約の話）と言う人あり〕

金子俊雄委員 県の契約をしたものだけは使おうが使うまいがお金は払う

と。そうでしょう。それで、余った場合はもう捨ててしまうと。

ですから、有収水量というのですか、それは変わらないというこ

とでしょう、その九十何パーセントというのは。余ればこぼして

しまうし、足りなければ追加はきかないでしょうから、自己水を

あてがうとかということで多分。それと節水の宣伝をしてやると

いうことだと思うのです。ですから、もっと単純なことではない

ですか、答弁は。そういうことだと思うのです。聞いているやり

とりの中だと。

水道部長 まず、県水の場合は今後必要とする予定量という３年間の協議

を、要するに実施計画と同じようにローリングしながら協議をし

ます。そのうちの例えば今であれば平成20年度はいつにするのか

というのを最終的に決めます、県との協議の中で。それを契約す

るのです。ですから、もう一つは県との関係で、県としては全体

の県水の調整が必要になってきますから、それをいわゆる事業者、

県内65あるのですが、99パーセントは必ず確保してくださいねと

いう、県からすればそういう形の約束をとりつけてしまうのです。
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今までもそうなのですけれども。ということは、例えば当初の予

定が1,814万9,000トンです、19年度。それが水が余り売れなくて、

例えばそこまでなかなかいかないという状況が起きます。起きた

場合に、県は違約金を支払う範囲というのは１パーセントの範囲

なのです。ということは、例えば97パーセントぐらいになってし

まったとしたら、その差の部分は、これは自己水を減らして、そ

れで全体を調整するということなのです。だから、全体の配水量

を最初は県水と自己水という率なんか決めますけれども、これは

実績に基づいて最終的には調整をしているということなのです。

ですから、有収率とは全く違うのです。それをご理解いただきた

いと思います。

以上でございます。

委員長 よろしいですか。

金澤委員 いやいや答えていただきたい。繰り返しますか。

水道部長 先ほどの続きになるのですけれども、1,810万1,000トンという

のがございます。これは、私ども実施計画の中で平成20年度から

の実施計画、20、21、22年度のところで使っている数字でござい

ます。確かにこの年間の総給水量というのは、結果としては水が

売れたときと売れないときがありますから、それは多少ずれます。

ずれるのですけれども、この1,810万1,000トンというのが埼玉県

の企業局と入間市が契約をした水量なのです。まず、そういうこ

となのです。それで、今金澤委員さんが言っているのは、昨年の

1,814万9,000トンからすれば減ってはいるけれども、ここに書い
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てある４万8,000トン減ってはいるけれども、日量１日当たり平

均で換算をするとふえているのではないですかということなので

す。これは、先ほど言った365日と366日のいわゆるうるう年との

関係の数字なのです。私どもとしては、1,810万1,000トンは今ま

での状況の平成19年度の当初の1,814万9,000トンというものを見

たときにそこまで伸びないということを前提にして県と協議をし

た数字なのです。当初予算の段階ではその数字を使っております。

しかしながら、これが当然のことながら水量の推移といいますか、

水が売れるか売れないかという量によって、決算をベースにした

ときに1,810万1,000トンを確保できるかどうかは微妙なときもあ

るし、上回るときもあると思うのです、平成20年度。それは、も

うそれぞれのときの、今回もお願いしましたけれども、３月の補

正で水量の減少をしたわけです。これは、当初で完璧に見込むと

いうことは、県との協議の数字がありますから、それを無視した

数字は使えませんので、これはご理解いただきたいと思うのです。

よろしくお願いします。

金澤委員 今の県との協議の難しさという点では理解いたしました。とい

うことは、とりもなおさず先ほどおっしゃったように特に夏の渇

水等がなければ、猛暑にならなければ補正減になるのもやむを得

ないのかなと。わかっていてもそうできないという、そういうお

立場というのはよく理解できました。

あと２点目に先ほど野口委員も確かに触れていたのですが、鍵

山浄水場のランニングコストの低減の検討についてなのですけれ



- 345 -

ども、先ほど確かに施設課長さんがおっしゃられたように、契約

の切れる22年度以降はいろいろな意味で市に対していろいろプラ

スの要因がふえてくるわけです。当然二、三年たつといろんな部

分で修繕、維持、交換費も出てきますし、それに対して以前のご

答弁でその22年度以降に今から備えていろいろと対策を検討して

くださいとお願いしたら、マニュアルも含めて、外部委託も含め

ていろいろな検討していきますというようなご答弁いただいたと

思いますが、１年間たちましてどのような対策が進んでいるでし

ょうか。

水道施設課長 先ほどもちょっと触れたと思うのですが、委託契約をここ

で結んで報告をさせてもらったと思うのですが、8,000万円の債

務負担行為を起こして。それで、今までは見積もり合わせ、それ

から随意契約等で行っておりました。それが指名競争入札という

形で契約の方法を変えましたので、それによって仕様書等も多少

見直したのですけれども、それで今回の6,000万円ちょっととい

う、そういう金額に抑えられたという、これが１点あるのです。

鍵山だけを考えてみると、まだ１年間たっていませんので、ちょ

っとそれ以上にはないのですが、扇町屋配水場のポンプについて

契約を結ばせていただいたのですけれども、19年度に。それが実

際にはそのポンプ４台あるうち２台を19年度やったわけです。そ

れが２台分の契約について2,500万円予算上とっておいたのです

けれども、それを会社へ持っていって修理をするという見方をし

ていたのです。それが実際にはいろいろ検討していった結果、現
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場で、そこでできるというような形になって1,500万円で契約を

させていただいたわけです。ですから、今後鍵山についてもそう

いう何かいろいろな方法で検討していって改善が図れるようなも

のがあればやっていきたいと、そんなふうに思っています。

石田委員 １つは、高度処理を始めたわけですよね。これの成果というの

は、市民にどういうふうに知らせていっているのですか。

水道施設課長 まず１つには市報等で鍵山浄水場をＰＲさせていただいて

おります。それから……

〔（「水道トピックス」ね）と言う人あり〕

水道施設課長 「水道トピックス」等で配布をしております。それから、

もう一つにはインターネット等でもそういうものが見られるよう

にということでＰＲをさせていただいています。それから、鍵山

浄水場施設見学というのがございまして、その施設見学に来てい

ただいたのが大体１年間で1,150人ぐらいですか、そのくらいの

方に、団体、小学生、個人等で来ていただいて、その方について

実際に水を飲んでいただいたりしているという、そういうＰＲの

仕方を今とっております。

石田委員 まるっきりこの水の供給の場所が違っていればすぐにわかるの

だと思うのですけれども、実際には混合されているのです。そう

いった意味で利用者の声というのは何か入ってきていますか。例

えば前よりもおいしくなったとか、そういった話というのは来て

いますか。

水道施設課長 それについては、やはり鍵山へ行って飲んでいただいた方
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はおいしいということなのですけれども、確かに石田委員おっし

ゃいますとおり、東金子で一緒になってしまうわけです。ですか

ら、それについては実際には声を聞いておりません。

石田委員 かなり実際そういう形で混合してきているからおいしくなって

いるはずなので、何か一工夫必要なのかなと。これだけの事業を

やっているわけですから。そんな感じがしているのですけれども。

それともう一つ聞きたいのは、収益的収支が１億8,852万

8,000円の純利益を見込んでいると。予想外にこの間ずっと純利

益ですばらしいことなのですけれども、今後の見通しはどうなっ

ているのか。しばらくまだ純利益を上げていくような状況でしょ

うか。

水道経営課長 先ほどから県水のお話が出ているのですが、県水のほうの

値上げ等がないような状況であれば、当分の間は現状ぐらいの利

益が計上できるのではないかというふうに考えております。

石田委員 近隣の自治体も同じような状況でしょうか。割に純利益が上が

るような状況に、要するに水を使う量が減ってきたなんて心配し

たのだけれども、大体同じような状況で進んでいるのですか。

水道経営課長 ちょっと具体的な数字は今手元にないのですけれども、聞

いた限りでは同じような状況で、やはり今石田委員さんのおっし

ゃられたように水道使用量がどの企業体も減っているような状況

の中で、それぞれが経営努力している中で赤字にならないでそれ

なりの黒字というのでしょうか、そんな状況ということは聞いて

はおりますけれども。
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石田委員 県水の関係で、向こうの運営そのものはどう考えているかとい

う問題があるけれども、値上げする可能性というのは強いですか、

それとも現状維持でいきそうな感じですか。

水道経営課長 現段階では、平成22年度までは現行の単価でということで

承っているのですけれども、それ以降につきましてはまだ県のほ

うとしてもはっきり出しておりませんので、現段階では何とも申

し上げられません。

石田委員 県のほうの水道の企業局のほうの経営が厳しくなった場合、当

然これを値上げしたいという話は出てくると思うのです。そうい

った点からの見通しというのはつかめないのですか。

水道経営課長 ちょっと現段階では23年度以降の見通しというのは何とも

申し上げられないというのが現状でございます。

委員長 ほかにありませんか。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。

〔（なし）と言う人あり〕

委員長 なければ討論を終結いたします。

これより議案第48号 平成20年度入間市水道事業会計予算を採

決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、本案は原案のとおり可決いたしまし
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た。

暫時休憩します。

午後 ７時１１分 休憩

午後 ７時１２分 再開

委員長 会議を再開いたします。

△ 協議事項〔閉会中の継続調査について〕

委員長 次に、閉会中の継続調査について協議いたします。

行政視察につきましては、お手元にご配付した資料のとおり、

閉会中の継続調査として行うことにご異議ありませんか。

〔（異議なし）と言う人あり〕

委員長 ご異議なしと認めまして、閉会中の継続調査については決定い

たしました。

△ 閉会の宣告（午後 ７時１３分）

委員長 これで当委員会に付託された事件はすべて議了いたしましたの

で、会議を閉じます。

これをもって都市経済常任委員会を閉会といたします。

本日はご苦労さまでした。

△ 署名

以上審査の次第は、正確なることを証するため、ここに署名する。
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都市経済常任委員会委員長 平 山 五 郎


